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(57)【要約】
【課題】厚さの薄いタッチパネルを提供する。または、
視認性の高いタッチパネルを提供する。または、軽量な
タッチパネルを提供する。または、消費電力が低減され
たタッチパネルを提供する。
【解決手段】静電容量式のタッチセンサを構成する一対
の導電層を複数の開口を有するメッシュ状の形状とする
。さらに平面視において、２つの表示素子の間の領域と
重ねて配置する。また、タッチセンサを構成する一対の
導電層を、タッチパネルが有する一対の基板の内側に配
置し、当該一対の導電層と、表示素子を駆動する回路と
の間に、定電位を供給可能な導電層を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と、第４の導電層と、
液晶層と、を有するタッチパネルであって、
　前記第３の導電層は、前記第１の基板上に位置し、
　前記第４の導電層は、前記第３の導電層と同一面上に離間して位置し、
　前記液晶層は、前記第３の導電層よりも上側に位置し、
　前記第２の導電層は、前記液晶層よりも上側に位置し、
　前記第１の導電層は、前記第２の導電層よりも上側に位置し、
　前記第１の導電層は、複数の開口を有するメッシュ状の形状を有し、
　前記第２の導電層は、可視光を透過する機能を有し、且つ前記第３の導電層と重なる部
分、及び前記第４の導電層と重なる部分を有し、
　前記第３の導電層及び前記第４の導電層は、可視光を透過する機能を有し、
　前記第３の導電層は、前記開口の一と重なる部分を有し、
　前記第４の導電層は、前記開口の他の一と重なる部分を有し、
　平面視において、前記第１の導電層は、前記第３の導電層と前記第４の導電層の間に位
置する部分を有する、
　タッチパネル。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の導電層は、共通電極として機能し、
　前記第３の導電層及び前記第４の導電層は、それぞれ画素電極として機能する、
　タッチパネル。
【請求項３】
　第１の基板と、第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と、第４の導電層と、
第５の導電層と、液晶層と、を有するタッチパネルであって、
　前記第５の導電層は、前記第１の基板上に位置し、
　前記第５の導電層は、前記第３の導電層と重なる部分、及び前記第４の導電層と重なる
部分を有し、
　前記第４の導電層は、前記第３の導電層と同一面上に離間して位置し、
　前記液晶層は、前記第３の導電層、及び前記第５の導電層よりも上側に位置し、
　前記第２の導電層は、前記液晶層よりも上側に位置し、
　前記第１の導電層は、前記第２の導電層よりも上側に位置し、
　前記第１の導電層は、複数の開口を有するメッシュ状の形状を有し、
　前記第２の導電層は、可視光を透過する機能を有し、且つ前記第３の導電層と重なる部
分、及び前記第４の導電層と重なる部分を有し、
　前記第３の導電層は、前記開口の一と重なる部分を有し、
　前記第４の導電層は、前記開口の他の一と重なる部分を有し、
　前記第３の導電層及び前記第４の導電層と、前記第５の導電層の少なくとも一方は、可
視光を透過する機能を有し、
　平面視において、前記第１の導電層は、前記第３の導電層と前記第４の導電層の間に位
置する部分を有し、
　前記第３の導電層または前記第５の導電層は、櫛歯状の形状またはスリットを有する形
状を有し、
　前記開口の一と、前記第３の導電層と、前記第５の導電層とが互いに重なる部分と、
　前記開口の一と、前記第３の導電層または前記第５の導電層の一方とが互いに重なり、
且つ前記開口の一と、前記第３の導電層または前記第５の導電層の他の一方と重ならない
部分と、を有する、
　タッチパネル。
【請求項４】
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　請求項３において、
　前記第３の導電層及び前記第４の導電層は、それぞれ画素電極として機能し、
　前記第５の導電層は、共通電極として機能する、
　タッチパネル。
【請求項５】
　請求項３または請求項４において、
　前記第５の導電層は、前記第３の導電層及び前記第４の導電層よりも下側に位置する、
　タッチパネル。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第２の導電層は、定電位が供給される端子と電気的に接続された、
　タッチパネル。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記第１の導電層よりも上側に第２の基板を有し、
　前記第１の導電層及び前記第２の導電層は、前記第２の基板に形成されていることを特
徴とする、
　タッチパネル。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一において、
　前記第１の導電層よりも上側に、遮光層を有し、
　前記遮光層と、前記第１の導電層とは、互いに重なる部分を有する、
　タッチパネル。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記第１の導電層よりも上側に、円偏光板を有する、
　タッチパネル。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、
　前記第３の導電層よりも上側に、第１の着色層及び第２の着色層を有し、
　前記第１の着色層は、前記開口の一と重なる領域を有し、
　前記第２の着色層は、前記開口の他の一と重なる領域を有する、
　タッチパネル。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記第１の導電層は、前記第１の着色層と前記第２の着色層の少なくとも一方と重なる
部分を有する、
　タッチパネル。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記第３の導電層よりも上側であって、前記第２の導電層よりも下側に、スペーサを有
し、
　前記スペーサは、前記第１の導電層と重なる部分を有する、
　タッチパネル。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記液晶層と、前記第１の基板との間にトランジスタを有し、
　前記トランジスタのソース又はドレインの一方と、前記第３の導電層とは、電気的に接
続され、
　前記トランジスタは、酸化物半導体を含む半導体層を有する、
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　タッチパネル。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記トランジスタは、第１のゲート電極及び第２のゲート電極を有し、
　前記第１のゲート電極は、前記半導体層よりも下側に位置し、
　前記第２のゲート電極は、前記半導体層よりも上側に位置し、
　前記第２のゲート電極と、前記半導体層と、前記第３の導電層とが、互いに重なる領域
を有する、
　タッチパネル。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記第２のゲート電極と、前記半導体層とは、同一の金属元素を含む、
　タッチパネル。
【請求項１６】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記液晶層と、前記第１の基板との間にトランジスタを有し、
　前記トランジスタのソース又はドレインの一方と、前記第３の導電層とは、電気的に接
続され、
　前記トランジスタは、アモルファスシリコン、多結晶シリコン、または単結晶シリコン
を含む半導体層を有する、
　タッチパネル。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記トランジスタは、第１のゲート電極及び第２のゲート電極を有し、
　前記第１のゲート電極は、前記半導体層よりも下側に位置し、
　前記第２のゲート電極は、前記半導体層よりも上側に位置し、
　前記第２のゲート電極と、前記半導体層と、前記第３の導電層とが、互いに重なる領域
を有する、
　タッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一態様は、入力装置に関する。本発明の一態様は、表示装置に関する。本発明
の一態様は、入出力装置に関する。本発明の一態様は、タッチパネルに関する。
【０００２】
　なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明
の一態様は、物、方法、又は、製造方法に関する。本明細書で開示する本発明の一態様の
技術分野としては、半導体装置、表示装置、発光装置、蓄電装置、記憶装置、電子機器、
照明装置、入力装置、入出力装置、それらの駆動方法、又は、それらの製造方法、を一例
として挙げることができる。
【０００３】
　なお、本明細書等において、半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる
装置全般を指す。トランジスタなどの半導体素子をはじめ、半導体回路、演算装置、記憶
装置は、半導体装置の一態様である。撮像装置、表示装置、液晶表示装置、発光装置、入
力装置、入出力装置、電気光学装置、発電装置（薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池等を含
む）、及び電子機器は、半導体装置を有している場合がある。
【背景技術】
【０００４】
　近年、位置入力手段としてタッチセンサを搭載した表示装置が実用化されている。タッ
チセンサを搭載した表示装置は、タッチパネル、またはタッチスクリーンなどと呼ばれて
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いる（以下、これを単に「タッチパネル」とも呼ぶ）。例えば、タッチパネルを備える携
帯情報端末としては、スマートフォン、タブレット端末などがある。
【０００５】
　表示装置の一つとして、液晶素子を備える液晶表示装置がある。例えば、画素電極をマ
トリクス状に配置し、画素電極の各々に接続するスイッチング素子としてトランジスタを
用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置が注目を集めている。
【０００６】
　例えば、画素電極の各々に接続するスイッチング素子として、金属酸化物をチャネル形
成領域とするトランジスタを用いるアクティブマトリクス型液晶表示装置が知られている
（特許文献１及び特許文献２）。
【０００７】
　アクティブマトリクス型液晶表示装置には大きく分けて透過型と反射型の二種類のタイ
プが知られている。
【０００８】
　透過型の液晶表示装置は、冷陰極蛍光ランプなどのバックライトを用い、液晶の光学変
調作用を利用して、バックライトからの光が液晶を透過して液晶表示装置外部に出力され
る状態と、出力されない状態とを選択し、明と暗の表示を行わせ、さらにそれらを組み合
わせることで、画像表示を行うものである。
【０００９】
　また、反射型の液晶表示装置は、液晶の光学変調作用を利用して、外光、即ち入射光が
画素電極で反射して装置外部に出力される状態と、入射光が装置外部に出力されない状態
とを選択し、明と暗の表示を行わせ、さらにそれらを組み合わせることで、画像表示を行
うものである。反射型の液晶表示装置は、透過型の液晶表示装置と比較して、バックライ
トを使用しないため、消費電力が少ないといった長所を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ユーザーインターフェースとして画面に指やスタイラス等で触れることで入力する機能
を表示パネルに付加したタッチパネルが望まれている。
【００１２】
　また、タッチパネルが適用された電子機器の薄型化、軽量化が求められている。そのた
め、タッチパネル自体の薄型化、軽量化が求められている。
【００１３】
　例えば、タッチパネルは、表示パネルの視認側（表示面側）にタッチセンサを設ける構
成とすることができる。
【００１４】
　ここで、表示パネルの表示面側に静電容量方式のタッチセンサを重ねて設けたタッチパ
ネルの構成とする場合に、表示パネルを構成する画素や配線と、タッチセンサを構成する
電極や配線との距離が小さくなると、タッチセンサが表示パネルを駆動した時に生じるノ
イズの影響を受けやすくなり、その結果としてタッチパネルの検出感度が低下してしまう
場合がある。
【００１５】
　本発明の一態様は、厚さの薄いタッチパネルを提供することを課題の一とする。または
、視認性の高いタッチパネルを提供することを課題の一とする。または、軽量なタッチパ
ネルを提供することを課題の一とする。または、消費電力が低減されたタッチパネルを提
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供することを課題の一とする。
【００１６】
　または、新規な入力装置を提供することを課題の一とする。または、新規な入出力装置
を提供することを課題の一とする。
【００１７】
　なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の
一態様は、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はない。なお、明細書、図面、
請求項などの記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一態様は、第１の基板と、第１の導電層と、第２の導電層と、第３の導電層と
、第４の導電層と、液晶層と、を有するタッチパネルである。第３の導電層は、第１の基
板上に位置する。第４の導電層は、第３の導電層と同一面上に離間して位置する。液晶層
は、第３の導電層よりも上側に位置する。第２の導電層は、液晶層よりも上側に位置する
。第１の導電層は、第２の導電層よりも上側に位置する。第１の導電層は、複数の開口を
有するメッシュ状の形状を有する。第２の導電層は、可視光を透過する機能を有し、且つ
第３の導電層と重なる部分、及び第４の導電層と重なる部分を有する。第３の導電層及び
第４の導電層は、可視光を透過する機能を有する。第３の導電層は、開口の一と重なる部
分を有する。第４の導電層は、開口の他の一と重なる部分を有する。平面視において、第
１の導電層は、第３の導電層と第４の導電層の間に位置する部分を有する。
【００１９】
　また、上記において、第２の導電層は、共通電極として機能し、第３の導電層及び第４
の導電層は、それぞれ画素電極として機能することが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の他の一態様は、第１の基板と、第１の導電層と、第２の導電層と、第３
の導電層と、第４の導電層と、第５の導電層と、液晶層と、を有するタッチパネルである
。第５の導電層は、第１の基板上に位置する。第５の導電層は、第３の導電層と重なる部
分、及び第４の導電層と重なる部分を有する。第４の導電層は、第３の導電層と同一面上
に離間して位置する。液晶層は、第３の導電層、及び第５の導電層よりも上側に位置する
。第２の導電層は、液晶層よりも上側に位置する。第１の導電層は、第２の導電層よりも
上側に位置する。第１の導電層は、複数の開口を有するメッシュ状の形状を有する。第２
の導電層は、可視光を透過する機能を有し、且つ第３の導電層と重なる部分、及び第４の
導電層と重なる部分を有する。第３の導電層は、開口の一と重なる部分を有する。第４の
導電層は、開口の他の一と重なる部分を有する。第３の導電層及び第４の導電層と、第５
の導電層の少なくとも一方は、可視光を透過する機能を有する。平面視において、第１の
導電層は、第３の導電層と第４の導電層の間に位置する部分を有する。第３の導電層また
は第５の導電層は、櫛歯状の形状またはスリットを有する形状を有する。開口の一と、第
３の導電層と、第５の導電層とが互いに重なる部分と、開口の一と、第３の導電層または
第５の導電層の一方とが互いに重なり、且つ第３の導電層または第５の導電層の他の一方
と重ならない部分と、を有する。
【００２１】
　また、上記において、第３の導電層及び第４の導電層は、それぞれ画素電極として機能
し、第５の導電層は、共通電極として機能することが好ましい。
【００２２】
　また、上記において、第５の導電層は、第３の導電層及び第４の導電層よりも下側に位
置することが好ましい。
【００２３】
　また、上記において、第２の導電層は、定電位が供給される端子と電気的に接続されて
いることが好ましい。
【００２４】
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　また、上記において、第１の導電層よりも上側に第２の基板を有し、第１の導電層及び
第２の導電層は、第２の基板に形成されていることが好ましい。
【００２５】
　また、上記において、第１の導電層よりも上側に、遮光層を有し、遮光層と、第１の導
電層とは、互いに重なる部分を有することが好ましい。
【００２６】
　また、上記において、第１の導電層よりも上側に、円偏光板を有することが好ましい。
【００２７】
　また、上記において、第３の導電層よりも上側に、第１の着色層及び第２の着色層を有
し、第１の着色層は、開口の一と重なる領域を有し、第２の着色層は、開口の他の一と重
なる領域を有することが好ましい。このとき、第１の導電層は、第１の着色層と第２の着
色層の少なくとも一方と重なる部分を有することが好ましい。
【００２８】
　また、上記において、第３の導電層よりも上側であって、第２の導電層よりも下側に、
スペーサを有し、スペーサは、第１の導電層と重なる部分を有することが好ましい。
【００２９】
　また、上記において、液晶層と、第１の基板との間にトランジスタを有し、トランジス
タのソース又はドレインの一方と、第３の導電層とは、電気的に接続され、トランジスタ
は、酸化物半導体を含む半導体層を有することが好ましい。このとき、トランジスタは、
第１のゲート電極及び第２のゲート電極を有し、第１のゲート電極は、半導体層よりも下
側に位置し、第２のゲート電極は、半導体層よりも上側に位置し、第２のゲート電極と、
半導体層と、第３の導電層とが、互いに重なる領域を有することが好ましい。また、第２
のゲート電極と、半導体層とは、同一の金属元素を含むことが好ましい。
【００３０】
　または、上記において、液晶層と、第１の基板との間にトランジスタを有し、トランジ
スタのソース又はドレインの一方と、第３の導電層とは、電気的に接続され、トランジス
タは、アモルファスシリコン、多結晶シリコン、または単結晶シリコンを含む半導体層を
有することが好ましい。このとき、トランジスタは、第１のゲート電極及び第２のゲート
電極を有し、第１のゲート電極は、半導体層よりも下側に位置し、第２のゲート電極は、
半導体層よりも上側に位置し、第２のゲート電極と、半導体層と、第３の導電層とが、互
いに重なる領域を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の一態様によれば、厚さの薄いタッチパネルを提供できる。または、視認性の高
いタッチパネルを提供できる。または、軽量なタッチパネルを提供できる。または、消費
電力が低減されたタッチパネルを提供できる。
【００３２】
　なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、
明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図３】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図４】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図５】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図６】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図７】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図８】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図９】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
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【図１０】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１１】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１２】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１３】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１４】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１５】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１６】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１７】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１８】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図１９】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２０】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２１】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２２】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２３】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２４】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図２５】実施の形態に係る、タッチセンサの構成例。
【図２６】実施の形態に係る、タッチセンサの構成例。
【図２７】実施の形態に係る、タッチセンサの構成例。
【図２８】実施の形態に係る、タッチパネルの構成例。
【図２９】実施の形態に係る、タッチパネルの構成例。
【図３０】実施の形態に係る、タッチセンサの回路図及びタイミングチャート図。
【図３１】実施の形態に係る、タッチセンサを備える画素を説明する図。
【図３２】実施の形態に係る、タッチセンサ及び画素の動作を説明する図。
【図３３】トランジスタの一形態を説明する断面図。
【図３４】トランジスタの一形態を説明する断面図。
【図３５】トランジスタの一形態を説明する断面図。
【図３６】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図３７】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図３８】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図３９】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４０】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４１】エネルギーバンド構造を説明する図。
【図４２】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４３】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４４】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４５】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４６】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４７】トランジスタの一形態を説明する断面図。
【図４８】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図４９】トランジスタの一形態を説明する平面図および断面図。
【図５０】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールのブロック図。
【図５１】実施の形態に係る、タッチパネルモジュールの構成例。
【図５２】実施の形態に係る表示モジュールを説明する図。
【図５３】実施の形態に係る電子機器を説明する図。
【図５４】実施の形態に係る電子機器を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定
されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更
し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態
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の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００３５】
　なお、以下に説明する発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には
同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様
の機能を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合がある。
【００３６】
　なお、本明細書で説明する各図において、各構成の大きさ、層の厚さ、または領域は、
明瞭化のために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されな
い。
【００３７】
　なお、本明細書等における「第１」、「第２」等の序数詞は、構成要素の混同を避ける
ために付すものであり、数的に限定するものではない。
【００３８】
　なお、「膜」という言葉と、「層」という言葉とは、互いに入れ替えることが可能であ
る場合がある。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」という用語に変更すること
や、「絶縁膜」という用語を、「絶縁層」という用語に変更することが可能な場合がある
。
【００３９】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の一態様の入力装置（タッチセンサ）の構成例、及び本発明
の一態様の入力装置と表示装置（表示パネル）を備える入出力装置（タッチパネル）の構
成例について、図面を参照して説明する。
【００４０】
　以下では、本発明の一態様のタッチセンサとして、静電容量方式のタッチセンサを適用
した場合について説明する。
【００４１】
　なお、本明細書等において、タッチパネルは表示面に画像等を表示（出力）する機能と
、表示面に指やスタイラスなどの被検知体が触れる、または近接することを検出するタッ
チセンサとしての機能と、を有する。したがってタッチパネルは入出力装置の一態様であ
る。
【００４２】
　また、本明細書等では、タッチパネルが有する基板に、例えばＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌ
ｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）もしくはＴＣＰ（Ｔａｐｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐ
ａｃｋａｇｅ）などのコネクターが取り付けられたもの、または基板にＣＯＧ（Ｃｈｉｐ
　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方式によりＩＣ（集積回路）が実装されたものを、タッチパネルモ
ジュール、または単にタッチパネルと呼ぶ場合がある。
【００４３】
　本発明の一態様に適用できる静電容量方式のタッチセンサは、一対の導電層を備える。
一対の導電層の間には容量結合が生じている。一対の導電層に被検知体が触れる、または
近接することにより一対の導電層間の容量の大きさが変化することを利用して、検出を行
うことができる。
【００４４】
　静電容量方式としては、表面型静電容量方式、投影型静電容量方式等がある。投影型静
電容量方式としては、主に駆動方式の違いから、自己容量方式、相互容量方式などがある
。相互容量方式を用いると、同時多点検出が可能となるため好ましい。
【００４５】
　またタッチセンサを構成する一対の導電層は、それぞれ開口を有することが好ましい。
より好ましくは、複数の開口を有するメッシュ状の形状を有することが好ましい。そして
当該開口と、表示素子とが互いに重なるように配置する構成とすることが好ましい。こう
することで、表示素子からの光が当該開口を介して外部に射出されるため、タッチセンサ
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を構成する一対の導電層は、透光性を有する必要がなくなる。すなわち、タッチセンサを
構成する一対の導電層の材料として、透光性導電性材料よりも低抵抗な金属や合金などの
材料を適用することが可能となる。したがって検知信号の遅延などの影響が低減され、タ
ッチパネルの検出感度を高めることができる。さらに、このような構成は、携帯型の機器
だけでなくテレビジョン等の大型の表示装置にも好適に適用することができる。
【００４６】
　また、タッチセンサを構成する一対の導電層は、平面視において、２つの表示素子の間
の領域と重ねて配置することが好ましい。このとき、当該一対の導電層に可視光を遮光す
る材料を用いることがより好ましい。そうすることで当該一対の導電層は、隣接画素間の
混色を抑制するための遮光層としても機能させることができる。そのため、遮光層として
ブラックマトリクス等を別途形成する必要がなく、製造工程を簡略化することができ、歩
留りの向上、及び生産コストの低減などが期待できる。またこのようなタッチセンサを適
用することで、視認性に優れたタッチパネルを実現できる。
【００４７】
　また、タッチセンサを構成する一対の導電層よりも表示面側に、遮光層、または円偏光
板を備える構成とすることが好ましい。こうすることで、当該導電層による外光の反射を
抑制する、または防ぐことができ、当該導電層が使用者に視認されてしまうことを防止す
ることができる。
【００４８】
　またこのとき、タッチセンサを構成する一対の導電層が、表示素子からの光の光路を避
けて配置されているため、原理的にモアレが生じないという効果を奏する。ここでモアレ
とは、２以上の周期性を有するパターンを重ねたときに生じる干渉縞のことをいう。その
ため、極めて表示品位の高いタッチパネルを実現することができる。
【００４９】
　また、本発明の一態様のタッチパネルが有する表示素子としては、液晶素子、ＭＥＭＳ
（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）を利用した光
学素子、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子や発光ダイオード
（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の発光素子、電気泳動素子な
ど、様々な表示素子を用いることができる。
【００５０】
　ここで、タッチパネルには表示素子として液晶素子を用いた、透過型の液晶表示装置を
適用することが好ましい。
【００５１】
　さらに、タッチセンサを構成する一対の導電層を、タッチパネルが有する一対の基板の
内側に配置することが好ましい。この時特に、タッチセンサを構成する導電層として複数
の開口を有する形状とすることが好ましい。このような導電層はその表面積を低減するこ
とができる。そのため例えばタッチセンサを構成する導電層に開口を有さない透光性を有
する導電膜を用いた場合に比べて、表示素子を駆動させる際の電気的なノイズが当該導電
層へ伝わりにくい構成とすることができる。すなわち、一対の基板の間に表示素子とタッ
チセンサを構成する導電膜の両方を挟持しても、高い検出感度を実現することができる。
その結果、薄い厚さと、高い検出感度が両立されたタッチパネルを実現することができる
。
【００５２】
　そして、タッチセンサを構成する一対の導電層と、表示素子を駆動する回路との間に、
定電位を供給可能な導電層を設けることがより好ましい。このような導電層は、シールド
層として機能させることができる。具体的には、当該導電層により、表示素子を駆動する
回路からのノイズがタッチセンサに伝わることを防ぐことができる。同時に、当該導電層
により、タッチセンサを駆動した時のノイズが、表示素子や表示素子を駆動する回路、ま
たは当該回路を構成する配線などに伝わることを防ぐこともできる。そのため、例えば表
示素子を駆動させるタイミングと、タッチセンサを駆動させるタイミングとをずらすこと
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によりノイズの影響を抑制するなどといった対策を講じることなく、表示素子とタッチセ
ンサの両方を同時に駆動させることや、これらの駆動のタイミングを同期させずに駆動す
ることなどが可能となる。したがって、例えば表示素子の駆動周波数（フレームレートと
もいう）を高めることで滑らかな動画表示を行うことができる。また例えばタッチセンサ
の駆動周波数を高めることで、より検知精度を高めることが可能となる。また表示素子の
駆動周波数と、タッチセンサの駆動周波数とをそれぞれ個別に自由に設定することができ
る。例えば、状況によりいずれか一方、または両方の駆動周波数を低く設定する期間を設
けることで、消費電力の低減を図ることも可能となる。
【００５３】
　特に、液晶素子の共通電極及び画素電極として機能する一対の導電層のうち、画素電極
が一方の基板側に設けられ、共通電極が他方の基板側に設けられた縦電界方式の液晶素子
を用いることが好ましい。すなわち、画素を構成するトランジスタや配線と、タッチセン
サを構成する一対の導電層との間に、共通電極が位置するような構成とすることが好まし
い。このような構成とすることで、共通電極をシールド層として機能させることができる
。
【００５４】
　以下では、本発明の一態様のより具体的な構成例について、図面を参照して説明する。
【００５５】
［構成例］
　図１（Ａ）は、本発明の一態様のタッチパネルモジュール１０の斜視概略図である。ま
た、図１（Ｂ）は、タッチパネルモジュール１０の一対の基板を分離した斜視概略図であ
る。タッチパネルモジュール１０は、基板３１と、基板２１とが貼り合わされた構成を有
する。タッチセンサ２２は、基板２１側に設けられている。
【００５６】
　基板２１には、ＦＰＣ４１が設けられている。また基板２１の表示パネル側の面にタッ
チセンサ２２を有する。タッチセンサ２２は、導電層２３、導電層２４、導電層２５等を
有する。またこれら導電層とＦＰＣ４１とを電気的に接続する配線２９を有する。ＦＰＣ
４１は、タッチセンサ２２に外部からの信号を供給する機能を有する。または、ＦＰＣ４
１は、タッチセンサ２２からの信号を外部に出力する機能を有する。なお、ＦＰＣ４１を
備えない形態を、単にタッチパネルと呼ぶことがある。
【００５７】
　なお、タッチセンサ２２が形成された基板２１は、単体でタッチセンサ基板、またはタ
ッチセンサモジュールとして用いることもできる。例えば、このような基板を、表示パネ
ルの表示面側に貼り付けることで、タッチパネルを形成することもできる。
【００５８】
　タッチセンサ２２は、複数の導電層２３、複数の導電層２４、及び複数の導電層２５を
有する。導電層２３は、一方向に延伸した形状を有する。また導電層２３は延伸方向と交
差する方向に複数並べて配置されている。複数の導電層２４は、隣接する２つの導電層２
３の間に位置するように設けられている。導電層２５は、導電層２３の延伸方向と交差す
る方向に沿って隣接する２つの導電層２４を電気的に接続する。すなわち導電層２３の延
伸方向と交差する方向に沿って配置された複数の導電層２４は、複数の導電層２５によっ
て電気的に接続されている。
【００５９】
　ここで、導電層２３と導電層２５とは互いに重なる領域を有する。また導電層２３と導
電層２５との間には絶縁層が設けられている。
【００６０】
　隣接する導電層２３と導電層２４との間には容量結合が生じている。すなわち、導電層
２３と導電層２４により、容量素子１１が形成されている。例えば投影型静電容量方式の
駆動方法を用いる場合には、導電層２３と導電層２４のうち一方を送信側の電極として、
他方を受信側の電極として用いることができる。
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【００６１】
　なお、ここでは複数の導電層２４を導電層２５によって電気的に接続する構成としたが
、導電層２４を導電層２３と同様に一方向に延伸した形状とし、導電層２３と導電層２４
との間に絶縁層を有する構成とすることで、導電層２５を設けない構成としてもよい。こ
のとき、導電層２３と導電層２４の互いの一部が重なる。
【００６２】
　なお、導電層２３、導電層２４、導電層２５などの導電膜、つまり、タッチパネルを構
成する配線や電極に用いることのできる材料として、例えば、抵抗値が低いものが望まし
い。一例として、銀、銅、アルミニウムなどの金属を用いてもよい。さらに、非常に細く
した（例えば、直径または幅が数ナノメートル）多数の導電体を用いて構成されるような
金属ナノワイヤを用いてもよい。一例としては、Ａｇナノワイヤ、Ｃｕナノワイヤ、Ａｌ
ナノワイヤなどを用いてもよい。Ａｇナノワイヤの場合、例えば光透過率は８９％以上、
シート抵抗値は４０Ω／□以上１００Ω／□以下を実現することができる。なお、このよ
うな金属ナノワイヤは透過率が高いため、表示素子に用いる電極、例えば、画素電極や共
通電極に、当該金属ナノワイヤを用いてもよい。
【００６３】
　または、導電層２３、導電層２４、及び導電層２５等のうち、少なくとも一つに導電性
酸化物を用いることもできる。例えば酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む導電
性材料を用いてもよい。また、導電層２３、導電層２４、または導電層２５に可視光を透
過する材料を用いた場合、当該導電層と表示素子とが重なるように配置し、表示素子から
の光が当該導電層を介して射出される構成としてもよい。すなわち、可視光を透過する材
料を用いた場合では、当該導電層はメッシュ状の上面形状を有さなくてもよい。
【００６４】
　基板３１上には、表示部３２が設けられている。表示部３２は、マトリクス状に配置さ
れた複数の画素３３を有する。画素３３は、複数の副画素回路を備えていることが好まし
い。副画素回路は、それぞれ表示素子と電気的に接続する。また基板３１上には、表示部
３２内の画素３３と電気的に接続する回路３４を備えることが好ましい。回路３４は、例
えばゲート駆動回路として機能する回路を適用することができる。ＦＰＣ４２は、表示部
３２または回路３４の少なくとも一に、外部からの信号を供給する機能を有する。なお、
基板３１、またはＦＰＣ４２に、ソース駆動回路として機能するＩＣを実装することが好
ましい。ＩＣは、ＣＯＧ方式により基板３１に実装してもよいし、ＩＣが実装されたＦＰ
Ｃ４２、またはＴＡＢ、ＴＣＰ等を取り付けることもできる。
【００６５】
　本発明の一態様のタッチパネルモジュールは、タッチセンサ２２によりタッチ動作が行
われた際の容量の変化に基づき、位置情報を出力することができる。また表示部３２によ
り、画像を表示することができる。
【００６６】
［断面構成例］
　以下では、タッチパネルモジュール１０の断面構成の例について、図面を参照して説明
する。以下で例示するタッチパネルモジュール１０は、表示素子としてＶＡ（Ｖｅｒｔｉ
ｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードが適用された透過型の液晶素子を適用したものであ
る。
【００６７】
〔断面構成例１〕
　図２は、タッチパネルモジュール１０の断面概略図である。図２では、図１（Ａ）にお
けるＦＰＣ４２を含む領域、回路３４を含む領域、表示部３２を含む領域、ＦＰＣ４１を
含む領域などの断面の一例を示している。
【００６８】
　基板２１と、基板３１とは、接着層１４１によって貼り合わされている。また基板２１
、基板３１、及び接着層１４１に囲まれた領域に、液晶１１２が封止されている。また、
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基板２１の外側の面には偏光板１３０ａを有する。また基板３１の外側の面には偏光板１
３０ｂを有する。
【００６９】
　また図示しないが、偏光板１３０ａよりも外側、または偏光板１３０ｂよりも外側に、
バックライトを設けることができる。バックライトとしては、直下型のバックライトであ
ってもよいし、エッジライト型のバックライトであってもよい。ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を備える直下型のバックライトを用いると、ローカルディ
ミングが容易となり、コントラストを高めることができるため好ましい。また、エッジラ
イト型のバックライトを用いると、バックライトを含めたタッチパネルモジュールの厚さ
を低減できるため好ましい。
【００７０】
　基板３１と基板２１との間には、導電層２３及び導電層２４を含むタッチセンサ２２、
接続部１０１、配線２９、表示素子６０、トランジスタ２０１、トランジスタ２０２、容
量素子２０３、接続部２０４、配線３５等が設けられている。
【００７１】
　基板３１上には、絶縁層２１１、絶縁層２１２、絶縁層２１３、絶縁層２１４等の絶縁
層が設けられている。絶縁層２１１は、その一部が各トランジスタのゲート絶縁層として
機能し、また他の一部は容量素子２０３の誘電体としての機能を有する。絶縁層２１２、
絶縁層２１３、及び絶縁層２１４は、各トランジスタや容量素子２０３等を覆って設けら
れている。絶縁層２１４は、平坦化層としての機能を有する。なお、ここではトランジス
タ等を覆う絶縁層として、絶縁層２１２、絶縁層２１３、絶縁層２１４の３層を有する場
合を示しているが、これに限られず４層以上であってもいいし、単層、または２層であっ
てもよい。また平坦化層として機能する絶縁層２１４は、不要であれば設けなくてもよい
。
【００７２】
　また、基板３１上には、導電層２２１、導電層２２２、導電層２２３、半導体層２３１
、導電層１１１等が設けられている。ここでは、同一の導電膜を加工して得られる複数の
層に同じ符号を付して説明する場合がある。
【００７３】
　導電層２２１は、各トランジスタの一方のゲート電極や、容量素子２０３の一方の電極
、または配線などに用いることができる。導電層２２２は、各トランジスタのソース電極
またはドレイン電極、容量素子２０３の他方の電極、若しくは配線などに用いることがで
きる。導電層２２３は、各トランジスタの他方のゲート電極や、配線などに用いることが
できる。半導体層２３１は、各トランジスタの半導体層などに用いることができる。
【００７４】
　図２では、表示部３２の例として、副画素３３Ｒと、これに隣接する副画素３３Ｇ及び
副画素３３Ｂの一部の断面を示している。例えば、副画素３３Ｒは赤色を呈する副画素、
副画素３３Ｇは緑色を呈する副画素、副画素３３Ｂは青色を呈する副画素とすることで、
フルカラーの表示を行うことができる。例えば副画素３３Ｒは、トランジスタ２０２と、
容量素子２０３と、表示素子６０と、着色層１３１Ｒと、を有する。ここで、トランジス
タ２０２、容量素子２０３、及び配線等により副画素回路が構成されている。
【００７５】
　図２では、回路３４の例としてトランジスタ２０１が設けられている例を示している。
【００７６】
　図２では、トランジスタ２０１及びトランジスタ２０２の例として、チャネルが形成さ
れる半導体層２３１を２つのゲート電極（導電層２２１、導電層２２３）で挟持する構成
を適用した例を示している。このような構成とすることで、トランジスタのしきい値電圧
を制御することができる。また導電層２２１と導電層２２３とを接続し、２つのゲート電
極によって駆動してもよい。このようなトランジスタは他のトランジスタと比較して電界
効果移動度を高めることが可能であり、オン電流を増大させることができる。その結果、
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高速動作が可能な回路を作製することができる。さらには回路部の占有面積を縮小するこ
とが可能となる。オン電流の大きなトランジスタを適用することで、表示パネルまたはタ
ッチパネルを大型化、または高精細化したときに配線数が増大したとしても、各配線にお
ける信号遅延を低減することが可能であり、表示ムラを抑制することが可能である。
【００７７】
　なお、図３に示すように、導電層２２３を設けない構成としてもよい。導電層２２３を
設けないことにより、タッチパネルの作製工程を簡略化させ、製造コストを低減すること
ができる。
【００７８】
　なお、回路３４が有するトランジスタと、表示部３２が有するトランジスタは、同じ構
造であってもよい。また回路３４が有する複数のトランジスタは、全て同じ構造であって
もよいし、異なる構造のトランジスタを組み合わせて用いてもよい。また、表示部３２が
有する複数のトランジスタは、全て同じ構造であってもよいし、異なる構造のトランジス
タを組み合せて用いてもよい。
【００７９】
　各トランジスタを覆う絶縁層２１２、絶縁層２１３のうち少なくとも一方は、水や水素
などの不純物が拡散しにくい材料を用いることが好ましい。すなわち、絶縁層２１２また
は絶縁層２１３はバリア膜として機能させることができる。このような構成とすることで
、トランジスタに対して外部から不純物が拡散することを効果的に抑制することが可能と
なり、信頼性の高いタッチパネルを実現できる。
【００８０】
　絶縁層２１４上に導電層１１１が設けられている。導電層１１１は、絶縁層２１４、絶
縁層２１３、絶縁層２１２等に形成された開口を介して、トランジスタ２０２のソース又
はドレインの一方と電気的に接続されている。また導電層１１１は、容量素子２０３の一
方の電極と電気的に接続されている。
【００８１】
　基板２１の基板３１側の面には、導電層２３、導電層２４、導電層２５、配線２９、絶
縁層１２１、オーバーコート１２３、スペーサ１２４、着色層１３１Ｇ（図示しない）、
着色層１３１Ｒ、着色層１３１Ｂ、遮光層１３２、導電層１１３等が設けられている。
【００８２】
　図２では、導電層２３と導電層２４の交差部の断面を示している。導電層２３と導電層
２４とは同一面上に設けられている。導電層２５は、導電層２３及び導電層２４を覆う絶
縁層１２１上に設けられ、その一部が導電層２３と重なっている。導電層２３を挟む２つ
の導電層２４は、絶縁層１２１に設けられた開口を介して導電層２５と電気的に接続して
いる。
【００８３】
　遮光層１３２、及び着色層１３１Ｒ等は、絶縁層１２１上に設けられている。また遮光
層１３２、着色層１３１Ｒ等を覆ってオーバーコート１２３が設けられている。オーバー
コート１２３上には、導電層１１３が設けられている。
【００８４】
　図２では、表示素子６０が導電層１１１と、導電層１１３の一部と、これらに挟持され
た液晶１１２により構成されている。
【００８５】
　なお、導電層１１１、導電層１１３、絶縁層２１４等において、液晶１１２と接する面
には、液晶１１２の配向を制御するための配向膜が設けられていてもよい。
【００８６】
　図２に示す構成では、導電層２３等が表示素子６０と重ならないように配置されている
例を示している。言い換えると、導電層２３が有する開口と、表示素子６０とが重なるよ
うに、導電層２３が配置されている。または、導電層２３は隣接する２つの副画素が有す
る、２つの導電層１１１の間の領域と重なるように配置されている。なお、ここでは導電
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層２３の例を示しているが、導電層２４や導電層２５も同様に、表示素子６０と重ならな
いように配置されていることが好ましい。
【００８７】
　表示素子６０において、導電層１１１及び導電層１１３は可視光を透過する機能を有す
る。このような構成により、表示素子６０を透過型の液晶素子とすることができる。例え
ばバックライトを基板３１側に配置した場合、偏光板１３０ｂにより偏光されたバックラ
イトからの光は、基板３１及び導電層１１１、液晶１１２、及び導電層１１３、基板２１
を透過し偏光板１３０ａに達する。このとき、導電層１１１と導電層１１３の間に与える
電圧によって液晶１１２の配向を制御し、光の光学変調を制御することができる。すなわ
ち、偏光板１３０ａを介して射出される光の強度を制御することができる。また入射され
る光は着色層１３１Ｒによって特定の波長領域以外の光が吸収されることにより、取り出
される光は例えば赤色を呈する光となる。
【００８８】
　ここで、偏光板１３０ａとして直線偏光板を用いてもよいが、円偏光板を用いることも
できる。円偏光板としては、例えば直線偏光板と１／４波長位相差板を積層したものを用
いることができる。特に図２に示すように、遮光層１３２よりも基板２１側にタッチセン
サを構成する導電層２３、導電層２４（及び導電層２５）を配置した場合、当該導電層が
外光を反射し、その反射光が視認されてしまう場合がある。このとき、偏光板１３０ａに
円偏光板を用いることで、反射を抑制することができる。
【００８９】
　なお、偏光板１３０ａとして円偏光板を用いた場合、偏光板１３０ｂにも円偏光板を用
いてもよいし、通常の直線偏光板を用いることもできる。偏光板１３０ａ、偏光板１３０
ｂに適用する偏光板の種類に応じて、表示素子６０に用いる液晶素子のセルギャップ、配
向、駆動電圧等を調整することで、所望のコントラストが実現されるようにすればよい。
【００９０】
　ここでは、表示素子６０として、タッチパネルモジュール１０の厚さ方向に一対の電極
を配置し、液晶１１２に対して厚さ方向に電界をかける方式を示している。なお電極の配
置方法としてはこれに限られず、厚さ方向に垂直な方向に電界をかける方式を適用しても
よい。
【００９１】
　特に、タッチパネルモジュール１０にノーマリーブラック型の液晶表示装置、例えば垂
直配向（ＶＡ）モードを採用した透過型の液晶表示装置を適用することが好ましい。垂直
配向モードとしては、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇ
ｎｍｅｎｔ）モード、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅ
ｎｔ）モード、ＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｅｗ）モードなどを用いる
ことができる。
【００９２】
　また、表示素子６０に適用可能な液晶素子としては、様々なモードが適用された液晶素
子を用いることができる。例えばＶＡモードのほかに、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａ
ｔｉｃ）モード、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆ
ｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＡＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ　Ｓｙ
ｍｍｅｔｒｉｃ　ａｌｉｇｎｅｄ　Ｍｉｃｒｏ－ｃｅｌｌ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃ
ａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（Ｆ
ｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（Ａｎｔ
ｉＦｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード等が適用された
液晶素子を用いることができる。
【００９３】
　なお、液晶素子は、液晶の光学的変調作用によって光の透過または非透過を制御する素
子である。なお、液晶の光学的変調作用は、液晶にかかる電界（横方向の電界、縦方向の
電界又は斜め方向の電界を含む）によって制御される。なお、液晶素子に用いる液晶とし
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ては、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ：
Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）、強誘電性液晶
、反強誘電性液晶等を用いることができる。これらの液晶材料は、条件により、コレステ
リック相、スメクチック相、キュービック相、カイラルネマチック相、等方相等を示す。
【００９４】
　また、液晶材料としては、ポジ型の液晶、またはネガ型の液晶のいずれを用いてもよく
、適用するモードや設計に応じて最適な液晶材料を用いればよい。
【００９５】
　ここで、導電層１１３は例えば共通電極として用いることができ、また導電層１１１は
例えば画素電極として用いることができる。
【００９６】
　図２において、導電層１１３は、導電層２３、導電層２４、導電層２５等と重ねて配置
されている。そのため、導電層１１３に共通電位、接地電位、または任意の定電位を与え
ることにより、導電層２３、導電層２４、及び導電層２５を駆動させたときに、基板３１
側に発せられる電気的なノイズを遮蔽することができる。また同時に、基板３１側に設け
られた副画素回路を駆動させたときに、基板２１側に発せられる電気的なノイズを遮蔽す
ることができる。
【００９７】
　基板３１の端部に近い領域には、接続部２０４が設けられている。接続部２０４は、接
続層２４２を介してＦＰＣ４２と電気的に接続されている。図２に示す構成では、配線３
５の一部と、導電層２２３を積層することで接続部２０４を構成している例を示している
。また基板２１の端部に近い領域には、接続部１０１が設けられている。接続部１０１は
、接続層２４１を介してＦＰＣ４１と電気的に接続されている。図２に示す構成では、配
線２９の一部と、導電層２５と同一の導電膜を加工して得られた導電層と、導電層１１３
と同一の導電膜を加工して得られた導電層と、を積層して接続部１０１を構成している例
を示している。
【００９８】
　また図２では、一例として配線として機能する導電層２２１と、配線として機能する導
電層２２２との交差部の断面構造を示している。例えば、導電層２２１を走査線として機
能する配線、および容量線として機能する配線の一方または両方として用い、導電層２２
２を信号線として機能する配線として用いることができる。
【００９９】
　ここで、偏光板１３０ａよりも上部に、指またはスタイラスなどの被検知体が直接触れ
る基板を設けてもよい。その場合、当該基板上に保護層（セラミックコート等）を設ける
ことが好ましい。保護層は、例えば酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化イットリウム
、イットリア安定化ジルコニア（ＹＳＺ）などの無機絶縁材料を用いることができる。ま
た、当該基板に強化ガラスを用いてもよい。強化ガラスは、イオン交換法や風冷強化法等
により物理的、または化学的な処理が施され、その表面に圧縮応力を加えたものを用いる
ことができる。
【０１００】
　オーバーコート１２３は、着色層１３１Ｒ等に含まれる顔料などの不純物が液晶１１２
に拡散することを防ぐ機能を有する。
【０１０１】
　スペーサ１２４は、導電層１１３上に設けられ、基板２１と基板３１との距離が一定以
上近づくことを防ぐ機能を有する。図２ではスペーサ１２４と基板３１側の構造物（例え
ば導電層１１１や絶縁層２１４等）とが接触していない例を示すが、これらが接していて
もよい。またここではスペーサ１２４が基板２１側に設けられている例を示したが、基板
３１側に設けてもよい。例えば、隣接する２つの副画素が有する、２つの導電層１１１の
間に配置すればよい。または、スペーサ１２４として粒状のスペーサを用いてもよい。粒
状のスペーサとしては、シリカなどの材料を用いることもできるが、有機樹脂やゴムなど
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の弾性を有する材料を用いることが好ましい。このとき、粒状のスペーサは上下方向に潰
れた形状となる場合がある。
【０１０２】
　ここで、図２に示すようにスペーサ１２４と導電層２３（または導電層２４、導電層２
５）と重ねて配置することが好ましい。または、スペーサ１２４と遮光層１３２とを重ね
て配置することが好ましい。こうすることで、表示素子６０が配置される部分にはスペー
サ１２４が配置されないため、スペーサ１２４によって光が吸収、屈折または散乱などさ
れることがないため、光の取り出し効率を向上させることができる。
【０１０３】
　本発明の一態様のタッチパネルモジュール１０において、導電層２３、導電層２４及び
導電層２５は、隣接する副画素間の混色を抑制する遮光層として機能させることもできる
。図３では、導電層２３、導電層２４及び導電層２５が遮光層を兼ね、遮光層１３２を有
さない場合の例を示している。このとき、導電層２３、導電層２４及び導電層２５として
、可視光を遮光する材料を用いることが好ましい。または、可視光を反射する材料を用い
てもよい。また、可視光を反射する材料を含む層と、これよりも基板３１側に可視光の少
なくとも一部を吸収する層を積層した構成とすると、導電層１１１を透過した光のうち、
導電層２３等に達する光が再度基板３１側に反射することを抑制できるため好ましい。
【０１０４】
　また、図４に示すように、隣接する２つの着色層の端部を重ねて、導電層２３等と重ね
て配置する構成とすることもできる。図４では、副画素３３Ｇと副画素３３Ｒの境界付近
において、導電層２３と、着色層１３１Ｇの端部と、着色層１３１Ｒの端部が重ねて設け
られている。また副画素３３Ｒと副画素３３Ｂの境界付近において、導電層２３と、着色
層１３１Ｒの端部と、着色層１３１Ｂの端部が重ねて設けられている。こうすることで、
新たに可視光を吸収する層を設ける必要がないため、製造コストを削減できる。また、導
電層２３等と重ねて配置する着色層は１層のみでもよいが、２色以上の着色層を重ねるこ
とで、より効果的に可視光を吸収する効果を高めることができる。
【０１０５】
　また、図５に示すように、タッチセンサ２２を構成する導電層２３、導電層２４、及び
導電層２５よりも基板２１側に、遮光層１３２や着色層１３１Ｒ等を配置する構成として
もよい。こうすることで、導電層２３、導電層２４、及び導電層２５に基板２１側からの
外光が達することがないため、導電層２３、導電層２４、及び導電層２５が視認されてし
まうことを防止することができる。また図５では、遮光層１３２や着色層１３１Ｒ等を覆
って絶縁層１２６が設けられている。絶縁層１２６は、平坦化層として機能する材料を用
いることが好ましい。
【０１０６】
　また、図６に示すように、タッチセンサ２２を構成する導電層２３、導電層２４、及び
導電層２５よりも基板２１側に遮光層１３２を配置し、またこれらよりも基板３１側に着
色層１３１Ｒ等を配置する構成としてもよい。
【０１０７】
　また、図７に示すように、着色層１３１Ｒ等を基板３１側に配置してもよい。またこの
とき、遮光層１３２は、図７に示すように基板２１側に設けてもよいし、基板３１側に配
置してもよい。または、遮光層１３２を設けない構成としてもよい。
【０１０８】
　また、図８に示すように、基板２１側に接続部１０１を設けない構成としてもよい。図
８では、接続体２４３により、基板３１側に配置された導電層と、基板２１側に配置され
た導電層とを電気的に接続する構成を示している。これにより、基板２１側に配置される
配線２９と、基板３１側に配置される配線とを電気的に接続することができる。また基板
３１側に配置されるＦＰＣ（図示しない）やＩＣ（図示しない）から導電層２４に信号を
供給する、または導電層２４からＦＰＣやＩＣに信号を送信することができる。
【０１０９】
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　またこのとき、タッチセンサ２２を構成する導電層２３や導電層２４と電気的に接続す
る配線２９だけでなく、導電層１１３も同様に、接続体２４３により基板３１側に配置さ
れた配線と電気的に接続することができる。その場合には、基板３１側に配置されるＦＰ
ＣやＩＣから、導電層１１３に電位や信号を供給することができる。
【０１１０】
　接続体２４３としては、例えば導電性の粒子を用いることができる。導電性の粒子とし
ては、有機樹脂またはシリカなどの粒子の表面を金属材料で被覆したものを用いることが
できる。金属材料としてニッケルや金を用いると接触抵抗を低減できるため好ましい。ま
たニッケルをさらに金で被覆するなど、２種類以上の金属材料を層状に被覆させた粒子を
用いることが好ましい。また接続体２４３として弾性変形、または塑性変形する材料を用
いることが好ましい。このとき導電性の粒子は図８に示すように上下方向に潰れた形状と
なる場合がある。こうすることで接続体２４３と、これと電気的に接続する導電層との接
触面積が増大し、接触抵抗が低減できるほか、接続不良などの不具合の発生を抑制できる
。
【０１１１】
　接続体２４３は接着層１４１に覆われるように配置することが好ましい。例えば接着層
１４１となるペースト等を塗布した後に、接続体２４３を配置すればよい。例えば固体封
止構造の表示装置や中空封止構造の表示装置のような、接着層１４１を周辺に用いる構成
に、接着層１４１が設けられる部分に接続体２４３を配置する構成を適用することができ
る。
【０１１２】
　また、図９に示すように、容量素子２０３を導電層１１１と、導電層１１４と、これら
の間に位置する絶縁層２１５により形成してもよい。図９では、絶縁層２１４上に導電層
１１４が設けられ、導電層１１４を覆う絶縁層２１５が設けられ、絶縁層２１５上に導電
層１１１が設けられている。ここで表示素子６０を透過型の液晶素子とする場合には、導
電層１１４に導電層１１１と同様に透光性を有する材料を用いることができる。
【０１１３】
　以上が断面構成例１についての説明である。
【０１１４】
〔断面構成例２〕
　以下では、上記断面構成例１とは異なるモードの液晶素子が適用されたタッチパネルモ
ジュール１０の断面構成例について説明する。なお以下では、上記と重複する部分につい
ては説明を省略し、相違点について説明する。
【０１１５】
　図１０には、表示素子６０にＦＦＳモードが適用された液晶素子を用いた場合の例を示
している。表示素子６０は、導電層１５１、液晶１５２、及び導電層１５３を有する。
【０１１６】
　絶縁層２１４上に、導電層１５３が配置されている。また導電層１５３を覆って絶縁層
２１５が設けられ、絶縁層２１５上に導電層１５１が設けられている。導電層１５１は、
絶縁層２１５、絶縁層２１４、絶縁層２１３、絶縁層２１２に設けられた開口を介してト
ランジスタ２０２のソース又はドレインの一方と電気的に接続されている。
【０１１７】
　導電層１５１は、櫛歯状の上面形状、またはスリットが設けられた上面形状を有する。
また、導電層１５３は導電層１５１と重ねて配置されている。また着色層１３１Ｒ等と重
なる領域において、導電層１５３上に導電層１５１が配置されていない部分を有する。
【０１１８】
　図１０では、導電層１５１が画素電極として機能し、導電層１５３が共通電極として機
能する。なお、上層に設けられ、櫛歯状またはスリット状の上面形状を有する導電層１５
１を共通電極とし、下層に設けられる導電層１５３を画素電極として用いることもできる
。その場合には、導電層１５３をトランジスタ２０２のソース又はドレインの一方と電気
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的に接続すればよい。
【０１１９】
　また、導電層１５１と導電層１５３とが絶縁層２１５を介して積層され、ここに容量素
子２０３が形成されている。そのため容量素子を別途形成する必要がなく、画素の開口率
を高めることができる。
【０１２０】
　ここで、ＦＦＳモードやＩＰＳモードのように横電界を用いるモードの場合であっても
、導電層１１３を設けることで、これをノイズの影響を抑制するシールド層として機能さ
せることができる。このとき、導電層１１３には液晶１５２のスイッチングに影響しない
定電位を供給すればよい。例えば接地電位、共通電位、または任意の定電位を用いること
ができる。また例えば、導電層１５３と導電層１１３とを同電位としてもよい。
【０１２１】
　ここで、導電層１５３として可視光を透過する導電性材料を用いることで、透過型の液
晶素子とすることができる。また導電層１５１及び導電層１５３の両方に、可視光を透過
する導電性材料を用いると、開口率をより高めることができるため好ましい。
【０１２２】
　なお、反射型の液晶素子とする場合には、導電層１５１及び導電層１５３のいずれか、
または両方に、可視光を反射する材料を用いればよい。これらの両方に可視光を反射する
材料を用いると開口率を高めることができる。また、導電層１５３に可視光を反射する材
料を用い、導電層１５１に可視光を透過する材料を用いてもよい。
【０１２３】
　または、導電層１５１に可視光を反射する材料を用い、導電層１５３に可視光を透過す
る材料を用いることで、半透過型の液晶素子を実現してもよい。このとき、導電層１５１
で反射した光を用いる反射モードと、導電層１５１に設けられたスリットを介して透過す
るバックライトからの光を用いる透過モードと、を切り替えることができる。
【０１２４】
　また、横電界方式を採用する場合、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよ
い。ブルー相は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリ
ック相から等方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発
現しないため、温度範囲を改善するために数重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組
成物を液晶層に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速
度が短く、光学的等方性である。また、ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組
成物は、配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜を設けなくてもよい
のでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる静電破壊を防
止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減することができる。
【０１２５】
　なお、図１０では、遮光層１３２を導電層２５の上面に接して設ける場合を示している
が、これらの間に絶縁層を設け、これらが接しない構成としてもよい。
【０１２６】
　図１１は、図１０に対して導電層２２３を有さない場合を示している。導電層１５３を
共通電極として用いる場合には、図１１に示すように、トランジスタ２０２の半導体層２
３１と、導電層１５１との間に導電層１５３を配置することが好ましい。これにより、導
電層１５１の電界の影響が半導体層２３１に伝わることを抑制することができる。
【０１２７】
　また、接続部２０４は、配線３５の一部と、導電層２２４を積層することで構成してい
る。導電層２２４としては、スパッタリング法を用い、酸素ガスを含む雰囲気にて成膜す
ることが好ましい。こうすることで、導電層２２４の被形成面となる絶縁層２１２に酸素
または過剰酸素を添加することができる。また、トランジスタ２０１、２０２の半導体層
に酸化物半導体を適用した場合、当該過剰酸素により当該半導体層中の酸素欠損が補填さ
れ、信頼性の高いトランジスタを実現することができる。また、絶縁層２１２、酸化物半
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導体層、またはこれらの両方に過剰の酸素を供給する場合において、絶縁層２１３は、酸
素の透過を抑制することができる材料を用いることが好ましい。
【０１２８】
　また、図１１では、接続部２０４以外の領域では、導電層２２４をエッチングにより除
去している例を示しているが、図１０等に示す導電層２２３と同様に、トランジスタの他
方のゲート電極等、他の電極や配線として利用してもよい。
【０１２９】
　なおここでは、表示素子６０を構成する一対の導電層（導電層１５１、導電層１５３）
のうち、上側に位置する導電層１５３を画素電極として、下側に位置する導電層１５１を
共通電極として用いる例を示したが、これに限られない。例えば下側に位置する導電層１
５１を画素電極として、また上側に位置する導電層１５３を共通電極として用いることも
できる。この時、導電層１５１としては島状の上面形状を有し、トランジスタ２０２のソ
ース電極またはドレイン電極と電気的に接続すればよい。また導電層１５３としては、ス
リットが設けられた上面形状、または櫛歯状の上面形状を有し、隣接する２以上の画素間
に亘って配置すればよい。
【０１３０】
　以上が断面構成例２についての説明である。
【０１３１】
〔断面構成例３〕
　以下では、上記断面構成例１及び２とは異なる構成を有するタッチセンサが適用された
タッチパネルモジュール１０の断面構成例について説明する。なお以下では、上記と重複
する部分については説明を省略し、相違点について説明する。
【０１３２】
　図１２に示すタッチパネルモジュールは、図１０で例示した構成と比較し、導電層２５
に代えて導電層１２５を有する点、及び絶縁層１２２を有する点で主に相違している。
【０１３３】
　図１２に示す導電層１２５は、金属酸化物を含む導電性材料を含んで構成される。
【０１３４】
　例えば、後述する透光性を有する導電性材料のうち、金属酸化物を用いることができる
。
【０１３５】
　または、低抵抗化された酸化物半導体を含んで構成されていることが好ましい。特に、
タッチパネルモジュール１０が有するトランジスタの半導体層に酸化物半導体を用いた場
合、これよりも抵抗率の低い酸化物半導体を適用することが好ましい。
【０１３６】
　例えば、後述する酸化物半導体の抵抗率の制御方法により、導電層１２５を低抵抗化さ
せることができる。
【０１３７】
　またこのとき、導電層１２５を覆う絶縁層１２２としては、水素を多く含む絶縁層を用
いることが好ましい。例えば、窒化シリコンを含む絶縁膜を含むことが好ましい。
【０１３８】
　導電層１２５として導電性の金属酸化物、または低抵抗化された酸化物半導体を用いる
ことにより、その表面の酸化が抑制され、信頼性の高いタッチパネルモジュール１０を実
現できる。
【０１３９】
　また、導電層１２５の一部は、上記断面構成例２における導電層１１３と同様に、表示
素子６０と重ねて配置されている。すなわち、導電層１２５の他の一部は、シールド層と
して機能させることができる。このような構成とすることで、タッチセンサ２２を構成す
る導電層と、シールド層として機能する導電層を、同時に形成することができるため、工
程を簡略化できる。
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【０１４０】
　以上が断面構成例３についての説明である。
【０１４１】
［断面構成例４］
　以下では、タッチパネルが有するトランジスタの構造がトップゲート型のトランジスタ
の例を図１３に示す。
【０１４２】
　図１３に示すタッチパネルモジュールは、図２で例示した構成と比較し、トランジスタ
３０１、３０２の構造が主に相違している。トランジスタの構造以外は図２に示す構成と
ほぼ同一であるため、同一の箇所には同一の符号を用い、共通の部分の詳細な説明は省略
することとする。
【０１４３】
　トランジスタ３０１、３０２は、バッファ層３００上に半導体層２３１と、ゲート絶縁
層として機能する絶縁層２１１と、ゲート絶縁層を介して半導体層２３１と重なるゲート
電極として機能する導電層２２１と、ゲート電極として機能する導電層２２１を覆う絶縁
層２１２及び絶縁層２１３と、ソース電極またはドレイン電極として機能する導電層２２
２と、を有する。また、ゲート電極と重ならない半導体層の領域はゲート電極と重なるチ
ャネル形成領域よりも低抵抗化な領域（低抵抗領域２３２）とすることが好ましい。
【０１４４】
　本構成例では、半導体層２３１に酸化物半導体層を用いる場合、ゲート電極と重ならな
い半導体層の領域をチャネル形成領域よりも低抵抗化な領域とするため、ゲート電極と重
ならない半導体層の領域に不純物元素（希ガスや、窒素や、リンや、ボロンや、水素など
）を添加することが好ましい。希ガスとしてはヘリウム、アルゴンなどを用いることがで
きる。また、不純物の添加方法としては、プラズマを用いる方法やイオン注入法などを用
いることができる。イオン注入法を用いると、ゲート電極をマスクとして自己整合的に不
純物元素を添加して酸化物半導体層の一部を低抵抗化させることができ、好ましい。
【０１４５】
　容量素子２０３は、導電層２２１と、低抵抗化された半導体層２３１と、これらの間に
配置され、誘電体として機能する絶縁層２１１と、を有する。なお、容量素子２０３は、
導電層２２１と、導電層２２２と、それらの間に配置される絶縁層２１２及び２１３を有
する構成としてもよい。
【０１４６】
　また、接続部２０４は、配線３５の一部と、導電層１１１を積層することで構成してい
る。
【０１４７】
　バッファ層３００としては酸化珪素や金属酸化物などの絶縁材料を用いる。バッファ層
３００として用いる金属酸化物としては、アルミニウム、インジウム、ガリウム、亜鉛な
どを一種または複数種有する酸化物を用いる。また、バッファ層３００は水や水素などの
不純物が拡散しにくい材料を用いることが好ましい。すなわち、バッファ層３００はバリ
ア膜として機能させることができる。このような構成とすることで、トランジスタ３０１
、３０２に対して外部から不純物が拡散することを効果的に抑制することが可能となり、
信頼性の高いタッチパネルを実現できる。
【０１４８】
　ここで、トランジスタ３０１、トランジスタ３０２の半導体層２３１は、酸化物半導体
膜以外の半導体膜から形成されてもよい。例えば半導体膜は、非晶質、微結晶、多結晶ま
たは単結晶とすることができる。また、半導体層２３１の半導体材料としては、例えば、
第１４族の元素でなる半導体材料（シリコン、ゲルマニウム等）化合物半導体（炭化シリ
コン、Ｓｉ－Ｇｅ等）等が挙げられる。
【０１４９】
　例えば、非晶質シリコンを成膜し、これを結晶化した多結晶シリコン膜から半導体層２
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３１を形成することができる。非晶質シリコン膜の結晶化方法には、波長４００ｎｍ以下
のレーザを照射するレーザ結晶化法、赤外光によるランプアニール結晶化法、４００℃乃
至６００℃の熱処理による固相成長法、９５０℃程度の高温アニール結晶化法などがある
。固相成長法では、非晶質シリコン膜に、ニッケル等の触媒元素を添加した後、加熱処理
を行う方法がある。また、非晶質シリコン膜の複数の結晶化方法を用いて、非晶質シリコ
ン膜を結晶化してもよい。例えば、ニッケル等の触媒元素を添加して、熱処理によって固
相成長させて多結晶シリコン膜を得る。しかる後、多結晶シリコン膜中の欠陥を低減する
ため、レーザ光をこの多結晶シリコン膜に照射する。
【０１５０】
　また、単結晶シリコン膜を得るには、単結晶（または多結晶）シリコンウェハに水素イ
オン等を注入して表層部を剥離した膜を用いればよい。上記膜を半導体層２３１に用いる
ことができる。
【０１５１】
　トランジスタ３０１、トランジスタ３０２の半導体層２３１には、チャネル形成領域と
、チャネル形成領域を挟んで設けられる低抵抗領域２３２が形成されている。なお、低抵
抗領域２３２が、低濃度不純物領域（ＬＤＤ：Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ
領域）と、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域の両方を有し
ていてもよい。ここで、低濃度不純物領域は、高濃度不純物領域よりも不純物の濃度が低
く、且つチャネル形成領域よりも不純物の濃度が高い領域である。
【０１５２】
　トランジスタ３０１やトランジスタ３０２として、ｎ型のトランジスタとする場合には
、低抵抗領域２３２をｐ型の領域とすればよい。例えばリン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）等が添
加された領域とすればよい。一方、トランジスタ３０１やトランジスタ３０２として、ｐ
型のトランジスタとする場合には、低抵抗領域２３２をｎ型の領域とすればよい。例えば
ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）等が添加された領域とすればよ
い。また、トランジスタのしきい値電圧を制御するために、半導体層２３１のチャネル形
成領域に、上述した不純物が低抵抗領域２３２よりも低い濃度で添加されていてもよい。
【０１５３】
　ゲート電極と重ならない半導体層２３１の領域をチャネル形成領域よりも低抵抗化な領
域とするため、ゲート電極と重ならない半導体層２３１に不純物元素を添加することが好
ましい。また、不純物の添加方法としては、代表的にはプラズマを用いる方法やイオン注
入法などを用いることができる。イオン注入法を用いると、ゲート電極をマスクとして自
己整合的に不純物元素を添加して半導体層２３１の一部を低抵抗化させることができ、好
ましい。
【０１５４】
　また、トランジスタ３０１やトランジスタ３０２として、半導体層２３１に複数のチャ
ネル形成領域を備える構造（マルチチャネル構造、マルチゲート構造とも呼ぶ）のトラン
ジスタとしてもよい。例えば、半導体層２３１上に２以上のゲート電極を離間して配置す
る構成とすることができる。また隣り合う２つのチャネル形成領域の間の領域には、上述
した低抵抗領域（低濃度不純物領域、高濃度不純物領域のいずれか一方、または両方）が
設けられていてもよい。トランジスタをマルチチャネル構造とすることで、トランジスタ
のオフ状態でのリーク電流を低減することができる。
【０１５５】
　また、容量素子２０３として、半導体層２３１の低抵抗領域２３２の一部と絶縁層２１
２と、導電層２２１が積層された構成を示している。なお容量素子２０３において、低抵
抗領域２３２の不純物濃度は、トランジスタ３０２のソース領域及びドレイン領域の不純
物濃度よりも高い濃度としてもよい。なお、容量素子２０３の構成はこれに限られず、他
の導電層と絶縁層を組み合わせて形成されていてもよい。例えば、導電層２２１と、導電
層２２２と、これらの間に絶縁層２１２及び絶縁層２１３が積層された構成としてもよい
。
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【０１５６】
　ここで、トランジスタ３０１及びトランジスタ３０２等は、図３乃至図１１に示すトラ
ンジスタ２０１及びトランジスタ２０２と置き換えることができる。図１４は、図３のト
ランジスタを置き換えた場合の断面概略図である。また図１５は、図４のトランジスタを
置き換えた場合の断面概略図である。図１６は、図５のトランジスタを置き換えた場合の
断面概略図である。図１７は、図６のトランジスタを置き換えた場合の断面概略図である
。図１８は、図７のトランジスタを置き換えた場合の断面概略図である。図１９は、図８
のトランジスタを置き換えた場合の断面概略図である。図２０は、図９のトランジスタを
置き換えた場合の断面概略図である。図２１は、図１０のトランジスタを置き換えた場合
の断面概略図である。
【０１５７】
　図２１等では、表示素子６０を構成する一対の導電層（導電層１５１、導電層１５３）
のうち、上側に位置する導電層１５１を画素電極として、下側に位置する導電層１５３を
共通電極として用いる例を示したが、これに限られない。図２２に、下側に位置する導電
層１５１を画素電極として、また上側に位置する導電層１５３を共通電極として用いる場
合の例を示している。図２２において、導電層１５１は島状の上面形状を有し、トランジ
スタ２０２のソース電極またはドレイン電極と電気的に接続している。また導電層１５３
は、スリットが設けられた上面形状、または櫛歯状の上面形状を有し、隣接する２以上の
画素間に亘って配置されている。
【０１５８】
　以上が断面構成例４についての説明である。
【０１５９】
［断面構成例５］
　以下では、タッチパネルが有するトランジスタの構造がボトムゲート型のトランジスタ
である場合の他の例を示す。
【０１６０】
　図２３に示すタッチパネルモジュールは、図１３で例示した構成と比較し、トランジス
タ４０１、４０２の構造が主に相違している。トランジスタの構造以外は図１３に示す構
成とほぼ同一であるため、同一の箇所には同一の符号を用い、共通の部分の詳細な説明は
省略することとする。
【０１６１】
　トランジスタ４０１、４０２は、基板３１上にゲート電極として機能する導電層２２１
と、当該導電層２２１を覆い、ゲート絶縁層として機能する絶縁層２１１と、絶縁層２１
１上に導電層２２１と重なる半導体層２３１と、半導体層２３１に接し、ソース電極また
はドレイン電極として機能する導電層２２２と、を有する。半導体層２３１は、チャネル
形成領域と、当該チャネル形成領域よりも電気抵抗率の低い低抵抗領域２３２を有する。
【０１６２】
　容量素子２０３は、導電層２２１と、導電層２２２と、これらの間に配置され、誘電体
として機能する絶縁層２１１と、を有する。なお、容量素子２０３の構成はこれに限られ
ず、他の導電層と絶縁層を組み合わせて形成されていてもよい。例えば導電層２２１と、
半導体層２３１の低抵抗領域２３２と、それらの間に配置され、誘電体として機能する絶
縁層２１１と、を有していてもよい。
【０１６３】
　図２３では、トランジスタ４０１及びトランジスタ４０２の例として、チャネルが形成
される半導体層２３１を２つのゲート電極（導電層２２１、導電層２２３）で挟持する構
成を適用した例を示している。
【０１６４】
　また図２３では接続部２０４として、配線３５の一部と、導電層２２３と同一の導電膜
を加工して得られた導電層を積層することで構成した例を示している。
【０１６５】
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　なお、図２４に示すように、導電層２２３を設けない構成としてもよい。導電層２２３
を設けないことにより、タッチパネルの作製工程を簡略化させ、製造コストを低減するこ
とができる。
【０１６６】
　上記で示した各構成例は、少なくともその一部を適宜組み合わせて実施することができ
る。
【０１６７】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【０１６８】
〔各構成要素について〕
　以下では、上記に示す各構成要素について説明する。
【０１６９】
｛基板｝
　タッチパネルが有する基板には、平坦面を有する材料を用いることができる。表示素子
からの光を取り出す側の基板には、該光を透過する材料を用いる。例えば、ガラス、石英
、セラミック、サファイヤ、有機樹脂などの材料を用いることができる。
【０１７０】
　厚さの薄い基板を用いることで、タッチパネルの軽量化、薄型化を図ることができる。
さらに、可撓性を有する程度の厚さの基板を用いることで、可撓性を有するタッチパネル
を実現できる。
【０１７１】
　ガラスとしては、例えば、無アルカリガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホ
ウケイ酸ガラス等を用いることができる。
【０１７２】
　可撓性及び可視光に対する透過性を有する材料としては、例えば、可撓性を有する程度
の厚さのガラスや、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）等のポリエステル樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリメ
チルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂、ポリエーテルスルホン（ＰＥ
Ｓ）樹脂、ポリアミド樹脂、シクロオレフィン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミドイミ
ド樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）樹脂等が挙げら
れる。特に、熱膨張係数の低い材料を用いることが好ましく、例えば、ポリアミドイミド
樹脂、ポリイミド樹脂、ＰＥＴ等を好適に用いることができる。また、ガラス繊維に有機
樹脂を含浸した基板や、無機フィラーを有機樹脂に混ぜて熱膨張係数を下げた基板を使用
することもできる。このような材料を用いた基板は、重量が軽いため、該基板を用いたタ
ッチパネルも軽量にすることができる。
【０１７３】
　また、発光を取り出さない側の基板は、透光性を有していなくてもよいため、上記に挙
げた基板の他に、金属基板、セラミック基板、または半導体基板等を用いることもできる
。金属材料や合金材料は熱伝導性が高く、封止基板全体に熱を容易に伝導できるため、タ
ッチパネルの局所的な温度上昇を抑制することができ、好ましい。可撓性や曲げ性を得る
ためには、金属基板の厚さは、１０μｍ以上２００μｍ以下が好ましく、２０μｍ以上５
０μｍ以下であることがより好ましい。
【０１７４】
　金属基板を構成する材料としては、特に限定はないが、例えば、アルミニウム、銅、ニ
ッケル等の金属、もしくはアルミニウム合金またはステンレス等の合金などを好適に用い
ることができる。
【０１７５】
　また、金属基板の表面を酸化する、又は表面に絶縁膜を形成するなどにより、絶縁処理
が施された基板を用いてもよい。例えば、スピンコート法やディップ法などの塗布法、電



(25) JP 2016-212871 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

着法、蒸着法、又はスパッタリング法などを用いて絶縁膜を形成してもよいし、酸素雰囲
気で放置する又は加熱するほか、陽極酸化法などによって、基板の表面に酸化膜を形成し
てもよい。
【０１７６】
　可撓性を有する基板としては、上記材料を用いた層と、タッチパネルの表面を傷などか
ら保護するハードコート層（例えば、窒化シリコン層など）や、押圧を分散可能な材質の
層（例えば、アラミド樹脂層など）等が積層されていてもよい。また、水分等による表示
素子の寿命の低下等を抑制するために、可撓性を有する基板に透水性の低い絶縁膜が積層
されていてもよい。例えば、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化
アルミニウム等の無機絶縁材料を用いることができる。
【０１７７】
　基板は、複数の層を積層して用いることもできる。特に、ガラス層を有する構成とする
と、水や酸素に対するバリア性を向上させ、信頼性の高いタッチパネルとすることができ
る。
【０１７８】
　例えば、表示素子に近い側からガラス層、接着層、及び有機樹脂層を積層した基板を用
いることができる。当該ガラス層の厚さとしては２０μｍ以上２００μｍ以下、好ましく
は２５μｍ以上１００μｍ以下とする。このような厚さのガラス層は、水や酸素に対する
高いバリア性と可撓性を同時に実現できる。また、有機樹脂層の厚さとしては、１０μｍ
以上２００μｍ以下、好ましくは２０μｍ以上５０μｍ以下とする。このような有機樹脂
層を設けることにより、ガラス層の割れやクラックを抑制し、機械的強度を向上させるこ
とができる。このようなガラス材料と有機樹脂の複合材料を基板に適用することにより、
極めて信頼性が高いフレキシブルなタッチパネルとすることができる。
【０１７９】
｛トランジスタ｝
　トランジスタは、ゲート電極として機能する導電層と、半導体層と、ソース電極として
機能する導電層と、ドレイン電極として機能する導電層と、ゲート絶縁層として機能する
絶縁層と、を有する。上記では、ボトムゲートまたはトップゲート構造のトランジスタを
適用した場合を示している。
【０１８０】
　なお、本発明の一態様のタッチパネルが有するトランジスタの構造は特に限定されない
。例えば、スタガ型のトランジスタとしてもよいし、逆スタガ型のトランジスタとしても
よい。また、トップゲート型又はボトムゲート型のいずれのトランジスタ構造としてもよ
い。トランジスタに用いる半導体材料は特に限定されず、例えば、酸化物半導体、シリコ
ン、ゲルマニウム等が挙げられる。
【０１８１】
　トランジスタに用いる半導体材料の結晶性についても特に限定されず、非晶質半導体、
結晶性を有する半導体（微結晶半導体、多結晶半導体、単結晶半導体、又は一部に結晶領
域を有する半導体）のいずれを用いてもよい。結晶性を有する半導体を用いると、トラン
ジスタ特性の劣化を抑制できるため好ましい。
【０１８２】
　また、トランジスタに用いる半導体材料としては、例えば、第１４族の元素、化合物半
導体又は酸化物半導体を半導体層に用いることができる。代表的には、シリコンを含む半
導体、ガリウムヒ素を含む半導体又はインジウムを含む酸化物半導体などを適用できる。
【０１８３】
　特に、トランジスタのチャネルが形成される半導体に、シリコンよりもバンドギャップ
の大きな酸化物半導体を適用することが好ましい。シリコンよりもバンドギャップが広く
、且つキャリア密度の小さい半導体材料を用いると、トランジスタのオフ状態における電
流を低減できるため好ましい。
【０１８４】
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　例えば、上記酸化物半導体として、少なくともインジウム（Ｉｎ）もしくは亜鉛（Ｚｎ
）を含むことが好ましい。より好ましくは、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ系酸化物（ＭはＡｌ、Ｔｉ、
Ｇａ、Ｇｅ、Ｙ、Ｚｒ、Ｓｎ、Ｌａ、ＣｅまたはＨｆ等の金属）で表記される酸化物を含
む。
【０１８５】
　特に、半導体層として、複数の結晶部を有し、当該結晶部はｃ軸が半導体層の被形成面
、または半導体層の上面に対し概略垂直に配向し、且つ隣接する結晶部間には粒界が確認
できない酸化物半導体膜を用いることが好ましい。
【０１８６】
　このような酸化物半導体は、結晶粒界を有さないために表示パネルを湾曲させたときの
応力によって酸化物半導体膜にクラックが生じてしまうことが抑制される。したがって、
可撓性を有し、湾曲させて用いるタッチパネルなどに、このような酸化物半導体を好適に
用いることができる。
【０１８７】
　また半導体層としてこのような結晶性を有する酸化物半導体を用いることで、電気特性
の変動が抑制され、信頼性の高いトランジスタを実現できる。
【０１８８】
　また、シリコンよりもバンドギャップの大きな酸化物半導体を用いたトランジスタは、
その低いオフ電流により、トランジスタと直列に接続された容量素子に蓄積した電荷を長
期間に亘って保持することが可能である。このようなトランジスタを画素に適用すること
で、各表示領域に表示した画像の階調を維持しつつ、駆動回路を停止することも可能とな
る。その結果、極めて消費電力の低減された表示装置を実現できる。
【０１８９】
　半導体層は、例えば少なくともインジウム（Ｉｎ）、亜鉛（Ｚｎ）及びＭ（Ａｌ、Ｔｉ
、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、ＳｎまたはＨｆ等の金属）を含むＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物
で表記される膜を含むことが好ましい。また、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電
気特性のばらつきを減らすため、それらと共に、スタビライザーを含むことが好ましい。
【０１９０】
　スタビライザーとしては、上記Ｍで記載の金属を含め、例えば、ガリウム（Ｇａ）、ス
ズ（Ｓｎ）、ハフニウム（Ｈｆ）、アルミニウム（Ａｌ）、またはジルコニウム（Ｚｒ）
等がある。また、他のスタビライザーとしては、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）
、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、
ユウロピウム（Ｅｕ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（
Ｄｙ）、ホルミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム
（Ｙｂ）、ルテチウム（Ｌｕ）等がある。
【０１９１】
　半導体層を構成する酸化物半導体として、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌ
ａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－
Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚ
ｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ
系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－
Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化
物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用いることが
できる。
【０１９２】
　なお、ここで、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分として有す
る酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａとＺ
ｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
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【０１９３】
　また、半導体層と、導電層は、上記酸化物のうち、同一の金属元素を有していてもよい
。半導体層と、導電層を同一の金属元素とすることで、製造コストを低減させることがで
きる。例えば、同一の金属組成の金属酸化物ターゲットを用いることで製造コストを低減
させることができる。また半導体層と導電層を加工する際のエッチングガスまたはエッチ
ング液を共通して用いることができる。ただし、半導体層と、導電層は、同一の金属元素
を有していても、組成が異なる場合がある。例えば、トランジスタ及び容量素子の作製工
程中に、膜中の金属元素が脱離し、異なる金属組成となる場合がある。
【０１９４】
　なお、半導体層がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、ＩｎとＭの原子数比率は、Ｉｎお
よびＭの和を１００ａｔｏｍｉｃ％としたとき、好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％よ
り高く、Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好ましくはＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％より
高く、Ｍが６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。
【０１９５】
　半導体層は、エネルギーギャップが２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、より好ま
しくは３ｅＶ以上である。このように、エネルギーギャップの広い酸化物半導体を用いる
ことで、トランジスタのオフ電流を低減することができる。
【０１９６】
　半導体層の厚さは、３ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上１００ｎｍ以下
、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。
【０１９７】
　半導体層がＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（ＭはＡｌ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、またはＮ
ｄ）の場合、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物を成膜するために用いるスパッタリングターゲットの
金属元素の原子数比は、Ｉｎ≧Ｍ、Ｚｎ≧Ｍを満たすことが好ましい。このようなスパッ
タリングターゲットの金属元素の原子数比として、Ｉｎ：Ｍ：Ｚｎ＝１：１：１、Ｉｎ：
Ｍ：Ｚｎ＝１：１：１．２、Ｉｎ：Ｍ：Ｚｎ＝３：１：２が好ましい。なお、成膜される
半導体層の原子数比はそれぞれ、誤差として上記のスパッタリングターゲットに含まれる
金属元素の原子数比のプラスマイナス４０％の変動を含む。
【０１９８】
　半導体層としては、キャリア密度の低い酸化物半導体膜を用いる。例えば、半導体層は
、キャリア密度が１×１０１７個／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５個／ｃｍ３以下
、さらに好ましくは１×１０１３個／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１１個／ｃｍ
３以下の酸化物半導体膜を用いる。
【０１９９】
　なお、これらに限られず、必要とするトランジスタの半導体特性及び電気特性（電界効
果移動度、しきい値電圧等）に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とす
るトランジスタの半導体特性を得るために、半導体層のキャリア密度や不純物濃度、欠陥
密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好まし
い。
【０２００】
　半導体層において、第１４族元素の一つであるシリコンや炭素が含まれると、半導体層
において酸素欠損が増加し、ｎ型化してしまう。このため、半導体層におけるシリコンや
炭素の濃度（二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ
　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）により得られる濃度）を、２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３以下、好ましくは２×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【０２０１】
　また、半導体層において、二次イオン質量分析法により得られるアルカリ金属またはア
ルカリ土類金属の濃度を、１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは２×１０１

６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にする。アルカリ金属及びアルカリ土類金属は、酸化物半導体
と結合するとキャリアを生成する場合があり、トランジスタのオフ電流が増大してしまう
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ことがある。このため、半導体層のアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を低減す
ることが好ましい。
【０２０２】
　また、半導体層に窒素が含まれていると、キャリアである電子が生じ、キャリア密度が
増加し、ｎ型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体を用いたトランジ
スタはノーマリーオン特性となりやすい。従って、当該酸化物半導体膜において、窒素は
できる限り低減されていることが好ましい。例えば、二次イオン質量分析法により得られ
る窒素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にすることが好ましい。
【０２０３】
　酸化物半導体は、単結晶酸化物半導体と、それ以外の非単結晶酸化物半導体と、に分け
られる。非単結晶酸化物半導体としては、ＣＡＡＣ－ＯＳ（ｃ－ａｘｉｓ－ａｌｉｇｎｅ
ｄ　ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）、多結晶酸化
物半導体、ｎｃ－ＯＳ（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ）、擬似非晶質酸化物半導体（ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ：ａｍｏｒｐｈｏｕｓ－
ｌｉｋｅ　ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）および非晶質酸化物半導体などが
ある。
【０２０４】
　また別の観点では、酸化物半導体は、非晶質酸化物半導体と、それ以外の結晶性酸化物
半導体と、に分けられる。結晶性酸化物半導体としては、単結晶酸化物半導体、ＣＡＡＣ
－ＯＳ、多結晶酸化物半導体およびｎｃ－ＯＳなどがある。
【０２０５】
　非晶質構造は、一般に、等方的であって不均質構造を持たない、準安定状態で原子の配
置が固定化していない、結合角度が柔軟である、短距離秩序は有するが長距離秩序を有さ
ない、などといわれている。
【０２０６】
　逆の見方をすると、安定な酸化物半導体を完全な非晶質（ｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙ　ａｍ
ｏｒｐｈｏｕｓ）酸化物半導体とは呼べない。また、等方的でない（例えば、微小な領域
において周期構造を有する）酸化物半導体を、完全な非晶質酸化物半導体とは呼べない。
一方、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳは、等方的でないが、鬆（ボイドともいう。）を有する不安定
な構造である。不安定であるという点では、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳは、物性的に非晶質酸化
物半導体に近い。
【０２０７】
　まずは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜について説明する。
【０２０８】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、ｃ軸配向した複数の結晶部を有する酸化物半導体膜の一つである
。
【０２０９】
　透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒ
ｏｓｃｏｐｅ）によって、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の明視野像および回折パターンの複合解析像
（高分解能ＴＥＭ像ともいう。）を観察することで複数の結晶部を確認することができる
。一方、高分解能ＴＥＭ像によっても明確な結晶部同士の境界、即ち結晶粒界（グレイン
バウンダリーともいう。）を確認することができない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、
結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。
【０２１０】
　試料面と略平行な方向から、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の断面の高分解能ＴＥＭ像を観察すると
、結晶部において、金属原子が層状に配列していることを確認できる。金属原子の各層は
、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の膜を形成する面（被形成面ともいう。）または上面の凹凸を反映し
た形状であり、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面または上面と平行に配列する。
【０２１１】
　一方、試料面と略垂直な方向から、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の平面の高分解能ＴＥＭ像を観察
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すると、結晶部において、金属原子が三角形状または六角形状に配列していることを確認
できる。しかしながら、異なる結晶部間で、金属原子の配列に規則性は見られない。
【０２１２】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に対し、Ｘ線回折（ＸＲＤ：Ｘ－Ｒａｙ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ）
装置を用いて構造解析を行うと、例えばＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ
膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、回折角（２θ）が３１°近傍にピーク
が現れる場合がある。このピークは、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の（００９）面に帰属され
ることから、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の結晶がｃ軸配向性を有し、ｃ軸が被形成面または上面に
略垂直な方向を向いていることが確認できる。
【０２１３】
　なお、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶を有するＣＡＡＣ－ＯＳ膜のｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ
法による解析では、２θが３１°近傍のピークの他に、２θが３６°近傍にもピークが現
れる場合がある。２θが３６°近傍のピークは、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜中の一部に、ｃ軸配向
性を有さない結晶が含まれることを示している。ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、２θが３１°近傍
にピークを示し、２θが３６°近傍にピークを示さないことが好ましい。
【０２１４】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、不純物濃度の低い酸化物半導体膜である。不純物は、水素、炭素
、シリコン、遷移金属元素などの酸化物半導体膜の主成分以外の元素である。特に、シリ
コンなどの、酸化物半導体膜を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸
化物半導体膜から酸素を奪うことで酸化物半導体膜の原子配列を乱し、結晶性を低下させ
る要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半
径（または分子半径）が大きいため、酸化物半導体膜内部に含まれると、酸化物半導体膜
の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。なお、酸化物半導体膜に含まれる不
純物は、キャリアトラップやキャリア発生源となる場合がある。
【０２１５】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜である。例えば、酸化
物半導体膜中の酸素欠損は、キャリアトラップとなることや、水素を捕獲することによっ
てキャリア発生源となることがある。
【０２１６】
　不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い（酸素欠損の少ない）ことを、高純度真性また
は実質的に高純度真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体
膜は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる。したがって
、当該酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性
（ノーマリーオンともいう。）になることが少ない。また、高純度真性または実質的に高
純度真性である酸化物半導体膜は、キャリアトラップが少ない。そのため、当該酸化物半
導体膜を用いたトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタと
なる。なお、酸化物半導体膜のキャリアトラップに捕獲された電荷は、放出するまでに要
する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、不純物濃度
が高く、欠陥準位密度が高い酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、電気特性が不安定
となる場合がある。
【０２１７】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特
性の変動が小さい。
【０２１８】
　次に、微結晶酸化物半導体膜について説明する。
【０２１９】
　微結晶酸化物半導体膜は、高分解能ＴＥＭ像において、結晶部を確認することのできる
領域と、明確な結晶部を確認することのできない領域と、を有する。微結晶酸化物半導体
膜に含まれる結晶部は、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、または１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の大
きさであることが多い。特に、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下、または１ｎｍ以上３ｎｍ以下の
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微結晶であるナノ結晶（ｎｃ：ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌ）を有する酸化物半導体膜を、ｎ
ｃ－ＯＳ（ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
）膜と呼ぶ。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、例えば、高分解能ＴＥＭ像では、結晶粒界を明確に
確認できない場合がある。
【０２２０】
　ｎｃ－ＯＳ膜は、微小な領域（例えば、１ｎｍ以上１０ｎｍ以下の領域、特に１ｎｍ以
上３ｎｍ以下の領域）において原子配列に周期性を有する。また、ｎｃ－ＯＳ膜は、異な
る結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。
したがって、ｎｃ－ＯＳ膜は、分析方法によっては、非晶質酸化物半導体膜と区別が付か
ない場合がある。例えば、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きい径のＸ線を用いるＸ
ＲＤ装置を用いて構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ法による解析では、結晶
面を示すピークが検出されない。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対し、結晶部よりも大きいプロー
ブ径（例えば５０ｎｍ以上）の電子線を用いる電子回折（制限視野電子回折ともいう。）
を行うと、ハローパターンのような回折パターンが観測される。一方、ｎｃ－ＯＳ膜に対
し、結晶部の大きさと近いか結晶部より小さいプローブ径の電子線を用いるナノビーム電
子回折を行うと、スポットが観測される。また、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子回折
を行うと、円を描くように（リング状に）輝度の高い領域が観測される場合がある。また
、ｎｃ－ＯＳ膜に対しナノビーム電子回折を行うと、リング状の領域内に複数のスポット
が観測される場合がある。
【０２２１】
　ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも規則性の高い酸化物半導体膜である。そ
のため、ｎｃ－ＯＳ膜は、非晶質酸化物半導体膜よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし
、ｎｃ－ＯＳ膜は、異なる結晶部間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、ｎｃ－
ＯＳ膜は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜と比べて欠陥準位密度が高くなる。
【０２２２】
　次に、非晶質酸化物半導体膜について説明する。
【０２２３】
　非晶質酸化物半導体膜は、膜中における原子配列が不規則であり、結晶部を有さない酸
化物半導体膜である。石英のような無定形状態を有する酸化物半導体膜が一例である。
【０２２４】
　非晶質酸化物半導体膜は、高分解能ＴＥＭ像において結晶部を確認することができない
。
【０２２５】
　非晶質酸化物半導体膜に対し、ＸＲＤ装置を用いた構造解析を行うと、ｏｕｔ－ｏｆ－
ｐｌａｎｅ法による解析では、結晶面を示すピークが検出されない。また、非晶質酸化物
半導体膜に対し、電子回折を行うと、ハローパターンが観測される。また、非晶質酸化物
半導体膜に対し、ナノビーム電子回折を行うと、スポットが観測されず、ハローパターン
が観測される。
【０２２６】
　なお、酸化物半導体膜は、ｎｃ－ＯＳ膜と非晶質酸化物半導体膜との間の物性を示す構
造を有する場合がある。そのような構造を有する酸化物半導体膜を、特に擬似非晶質酸化
物半導体膜と呼ぶ。
【０２２７】
　ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜は、高分解能ＴＥＭ像において鬆が観察される場合がある。また
、高分解能ＴＥＭ像において、明確に結晶部を確認することのできる領域と、結晶部を確
認することのできない領域と、を有する。ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜は、ＴＥＭによる観察程
度の微量な電子照射によって、結晶化が起こり、結晶部の成長が見られる場合がある。一
方、良質なｎｃ－ＯＳ膜であれば、ＴＥＭによる観察程度の微量な電子照射による結晶化
はほとんど見られない。
【０２２８】
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　なお、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜およびｎｃ－ＯＳ膜の結晶部の大きさの計測は、高分解能
ＴＥＭ像を用いて行うことができる。例えば、ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶は層状構造を有し
、Ｉｎ－Ｏ層の間に、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ層を２層有する。ＩｎＧａＺｎＯ４の結晶の単位格
子は、Ｉｎ－Ｏ層を３層有し、またＧａ－Ｚｎ－Ｏ層を６層有する、計９層がｃ軸方向に
層状に重なった構造を有する。よって、これらの近接する層同士の間隔は、（００９）面
の格子面間隔（ｄ値ともいう。）と同程度であり、結晶構造解析からその値は０．２９ｎ
ｍと求められている。そのため、高分解能ＴＥＭ像における格子縞に着目し、格子縞の間
隔が０．２８ｎｍ以上０．３０ｎｍ以下である箇所においては、それぞれの格子縞がＩｎ
ＧａＺｎＯ４の結晶のａ－ｂ面に対応する。
【０２２９】
　また、酸化物半導体膜は、構造ごとに密度が異なる場合がある。例えば、ある酸化物半
導体膜の組成がわかれば、該組成と同じ組成における単結晶の密度と比較することにより
、その酸化物半導体膜の構造を推定することができる。例えば、単結晶の密度に対し、ａ
－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜の密度は７８．６％以上９２．３％未満となる。また、例えば、単結
晶の密度に対し、ｎｃ－ＯＳ膜の密度およびＣＡＡＣ－ＯＳ膜の密度は９２．３％以上１
００％未満となる。なお、単結晶の密度に対し密度が７８％未満となる酸化物半導体膜は
、成膜すること自体が困難である。
【０２３０】
　上記について、具体例を用いて説明する。例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［原
子数比］を満たす酸化物半導体膜において、菱面体晶構造を有する単結晶ＩｎＧａＺｎＯ

４の密度は６．３５７ｇ／ｃｍ３となる。よって、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：
１［原子数比］を満たす酸化物半導体膜において、ａ－ｌｉｋｅ　ＯＳ膜の密度は５．０
ｇ／ｃｍ３以上５．９ｇ／ｃｍ３未満となる。また、例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１
：１［原子数比］を満たす酸化物半導体膜において、ｎｃ－ＯＳ膜の密度およびＣＡＡＣ
－ＯＳ膜の密度は５．９ｇ／ｃｍ３以上６．３ｇ／ｃｍ３未満となる。
【０２３１】
　なお、同じ組成の単結晶が存在しない場合がある。その場合、任意の割合で組成の異な
る単結晶を組み合わせることにより、所望の組成の単結晶に相当する密度を算出すること
ができる。所望の組成の単結晶の密度は、組成の異なる単結晶を組み合わせる割合に対し
て、加重平均を用いて算出すればよい。ただし、密度は、可能な限り少ない種類の単結晶
を組み合わせて算出することが好ましい。
【０２３２】
　なお、半導体層が、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳの領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上を有する混合膜であってもよい。
混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、ＣＡＡＣ
－ＯＳの領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域を有する場合がある。また、
混合膜は、例えば、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、ＣＡＡＣ
－ＯＳの領域、単結晶構造の領域のいずれか二種以上の領域の積層構造を有する場合があ
る。
【０２３３】
　または、トランジスタのチャネルが形成される半導体に、シリコンを用いることが好ま
しい。シリコンとしてアモルファスシリコンを用いてもよいが、特に結晶性を有するシリ
コンを用いることが好ましい。例えば、微結晶シリコン、多結晶シリコン、単結晶シリコ
ンなどを用いることが好ましい。特に、多結晶シリコンは、単結晶シリコンに比べて低温
で形成でき、且つアモルファスシリコンに比べて高い電界効果移動度と高い信頼性を備え
る。このような多結晶半導体を画素に適用することで画素の開口率を向上させることがで
きる。また表示パネルが極めて高精細な場合であっても、ゲート駆動回路とソース駆動回
路を画素と同一基板上に形成することが可能となり、電子機器を構成する部品数を低減す
ることができる。
【０２３４】
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　本実施の形態で例示したボトムゲート構造のトランジスタは、作製工程を削減できるた
め好ましい。またこのときアモルファスシリコンや酸化物半導体を用いることで、多結晶
シリコンよりも低温で形成できるため、半導体層よりも下層の配線や電極の材料、基板の
材料として、耐熱性の低い材料を用いることが可能なため、材料の選択の幅を広げること
ができる。例えば、極めて大面積のガラス基板などを好適に用いることができる。一方、
トップゲート型のトランジスタは、自己整合的に不純物領域を形成しやすいため、特性の
ばらつきなどを低減することができるため好ましい。このとき特に、酸化物半導体、多結
晶シリコン、単結晶シリコンなどを用いる場合に適している。
【０２３５】
｛導電層｝
　トランジスタのゲート、ソースおよびドレインのほか、タッチパネルを構成する各種配
線および電極などの導電層に用いることのできる材料としては、アルミニウム、チタン、
クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタル、また
はタングステンなどの金属、またはこれを主成分とする合金を単層構造または積層構造と
して用いる。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、チタン膜上にアルミニ
ウム膜を積層する二層構造、タングステン膜上にアルミニウム膜を積層する二層構造、銅
－マグネシウム－アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を
積層する二層構造、タングステン膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜または窒化チ
タン膜と、そのチタン膜または窒化チタン膜上に重ねてアルミニウム膜または銅膜を積層
し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブデン膜また
は窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜または窒化モリブデン膜上に重ねてアルミニウ
ム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン膜を形成す
る三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む透明導電材料
を用いてもよい。また、マンガンを含む銅を用いると、エッチングによる形状の制御性が
高まるため好ましい。
【０２３６】
　また、透光性を有する導電性材料としては、酸化インジウム、インジウム錫酸化物、イ
ンジウム亜鉛酸化物、酸化亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛などの導電性酸化物または
グラフェンを用いることができる。または、金、銀、白金、マグネシウム、ニッケル、タ
ングステン、クロム、モリブデン、鉄、コバルト、銅、パラジウム、またはチタンなどの
金属材料や、該金属材料を含む合金材料を用いることができる。または、該金属材料の窒
化物（例えば、窒化チタン）などを用いてもよい。なお、金属材料、合金材料（またはそ
れらの窒化物）を用いる場合には、透光性を有する程度に薄くすればよい。また、上記材
料の積層膜を導電層として用いることができる。例えば、銀とマグネシウムの合金とイン
ジウムスズ酸化物の積層膜などを用いると、導電性を高めることができるため好ましい。
【０２３７】
　または、導電層として、半導体層と同様の酸化物半導体を用いることが好ましい。この
とき導電層が、半導体層のチャネルが形成される領域よりも低い電気抵抗を呈するように
、形成されていることが好ましい。
【０２３８】
　例えばこのような導電層を、トランジスタの第２のゲート電極として機能する導電層２
２３に適用することができる。または、透光性を有する他の導電層にも適用することがで
きる。
【０２３９】
｛酸化物半導体の抵抗率の制御方法｝
　半導体層及び導電層に用いることのできる酸化物半導体膜は、膜中の酸素欠損及び／又
は膜中の水素、水等の不純物濃度によって、抵抗率を制御することができる半導体材料で
ある。そのため、半導体層及び導電層へ酸素欠損及び／又は不純物濃度が増加する処理、
または酸素欠損及び／又は不純物濃度が低減する処理を選択することによって、それぞれ
の酸化物半導体膜の抵抗率を制御することができる。
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【０２４０】
　具体的には、導電層に用いる酸化物半導体膜にプラズマ処理を行い、該酸化物半導体の
膜中の酸素欠損を増加させる、および／または酸化物半導体の膜中の水素、水等の不純物
を増加させることによって、キャリア密度が高く、抵抗率が低い酸化物半導体膜とするこ
とができる。また、酸化物半導体膜に水素を含む絶縁膜を接して形成し、該水素を含む絶
縁膜から酸化物半導体膜に水素を拡散させることによって、キャリア密度が高く、抵抗率
が低い酸化物半導体膜とすることができる。
【０２４１】
　一方、トランジスタのチャネル領域として機能する半導体層は、水素を含む絶縁膜と接
しない構成とする。半導体層と接する絶縁膜の少なくとも一つに酸素を含む絶縁膜、別言
すると、酸素を放出することが可能な絶縁膜を適用することで、半導体層に酸素を供給す
ることができる。酸素が供給された半導体層は、膜中または界面の酸素欠損が補填され抵
抗率が高い酸化物半導体膜となる。なお、酸素を放出することが可能な絶縁膜としては、
例えば、酸化シリコン膜、または酸化窒化シリコン膜を用いることができる。
【０２４２】
　また、抵抗率が低い酸化物半導体膜を得るために、イオン注入法、イオンドーピング法
、プラズマイマージョンイオンインプランテーション法などを用いて、水素、ボロン、リ
ン、または窒素を酸化物半導体膜に注入してもよい。
【０２４３】
　また、抵抗率が低い酸化物半導体膜を得るために、該酸化物半導体膜にプラズマ処理を
行ってもよい。例えば、該プラズマ処理としては、代表的には、希ガス（Ｈｅ、Ｎｅ、Ａ
ｒ、Ｋｒ、Ｘｅ）、水素、及び窒素の中から選ばれた一種以上を含むガスを用いたプラズ
マ処理が挙げられる。より具体的には、Ａｒ雰囲気下でのプラズマ処理、Ａｒと水素の混
合ガス雰囲気下でのプラズマ処理、アンモニア雰囲気下でのプラズマ処理、Ａｒとアンモ
ニアの混合ガス雰囲気下でのプラズマ処理、または窒素雰囲気下でのプラズマ処理などが
挙げられる。
【０２４４】
　上記プラズマ処理によって、酸化物半導体膜は、酸素が脱離した格子（または酸素が脱
離した部分）に酸素欠損を形成する。該酸素欠損は、キャリアを発生する要因になる場合
がある。また、酸化物半導体膜の近傍、より具体的には、酸化物半導体膜の下側または上
側に接する絶縁膜から水素が供給されると、上記酸素欠損と水素が結合することで、キャ
リアである電子を生成する場合がある。
【０２４５】
　一方、酸素欠損が補填され、水素濃度が低減された酸化物半導体膜は、高純度真性化、
又は実質的に高純度真性化された酸化物半導体膜といえる。ここで、実質的に真性とは、
酸化物半導体膜のキャリア密度が、８×１０１１個／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１

１個／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１×１０１０個／ｃｍ３未満であることを指す。高
純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、キャリア発生源が少ないた
め、キャリア密度を低くすることができる。また、高純度真性または実質的に高純度真性
である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低いため、トラップ準位密度を低減することが
できる。
【０２４６】
　また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、オフ電流が著し
く小さく、チャネル幅が１×１０６μｍでチャネル長が１０μｍの素子であっても、ソー
ス電極とドレイン電極間の電圧（ドレイン電圧）が１Ｖから１０Ｖの範囲において、オフ
電流が、半導体パラメータアナライザの測定限界以下、すなわち１×１０－１３Ａ以下と
いう特性を得ることができる。したがって、上述した高純度真性または実質的に高純度真
性である酸化物半導体膜を用いる半導体層をチャネル領域に用いるトランジスタは、電気
特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる。
【０２４７】
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　導電層として用いる酸化物半導体膜と接する絶縁膜として、例えば、水素を含む絶縁膜
、別言すると水素を放出することが可能な絶縁膜、代表的には窒化シリコン膜を用いるこ
とで、導電層に水素を供給することができる。水素を放出することが可能な絶縁膜として
は、膜中の含有水素濃度が１×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上であると好ましい。この
ような絶縁膜を導電層に接して形成することで、導電層に効果的に水素を含有させること
ができる。このように、半導体層及び導電層に接する絶縁膜の構成を変えることによって
、酸化物半導体膜の抵抗率を制御することができる。
【０２４８】
　酸化物半導体膜に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水になると共に
、酸素が脱離した格子（または酸素が脱離した部分）に酸素欠損を形成する。該酸素欠損
に水素が入ることで、キャリアである電子が生成される場合がある。また、水素の一部が
金属原子と結合する酸素と結合することで、キャリアである電子を生成する場合がある。
したがって、水素が含まれている絶縁膜と接して設けられた導電層は、半導体層よりもキ
ャリア密度の高い酸化物半導体膜となる。
【０２４９】
　トランジスタのチャネル領域が形成される半導体層は、水素ができる限り低減されてい
ることが好ましい。具体的には、半導体層において、二次イオン質量分析法により得られ
る水素濃度を、２×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは５×１０１９ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、５×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましく
は５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３以下とする。
【０２５０】
　一方、導電層は、半導体層よりも水素濃度及び／又は酸素欠損量が多く、抵抗率が低い
酸化物半導体膜である。導電層に含まれる水素濃度は、８×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３

以上、好ましくは１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、より好ましくは５×１０２０ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以上である。また、半導体層と比較して、導電層に含まれる水素濃度は
２倍以上、好ましくは１０倍以上である。また、導電層の抵抗率が、半導体層の抵抗率の
１×１０－８倍以上１×１０－１倍未満であることが好ましく、代表的には１×１０－３

Ωｃｍ以上１×１０４Ωｃｍ未満、さらに好ましくは、抵抗率が１×１０－３Ωｃｍ以上
１×１０－１Ωｃｍ未満であるとよい。
【０２５１】
｛絶縁層｝
　各絶縁層、オーバーコート、スペーサ等に用いることのできる絶縁材料としては、例え
ば、アクリル、エポキシなどの樹脂、シロキサン結合を有する樹脂の他、酸化シリコン、
酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウムなどの無機絶縁
材料を用いることもできる。
【０２５２】
｛接着層｝
　接着層としては、熱硬化樹脂や光硬化樹脂、２液混合型の硬化性樹脂などの硬化性樹脂
を用いることができる。例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、またはシ
ロキサン結合を有する樹脂などを用いることができる。
【０２５３】
｛接続層｝
　接続層としては、異方性導電フィルム（ＡＣＦ：Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕ
ｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）や、異方性導電ペースト（ＡＣＰ：Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃ
ｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）などを用いることができる。
【０２５４】
｛着色層｝
　着色層に用いることのできる材料としては、金属材料、樹脂材料、顔料または染料が含
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まれた樹脂材料などが挙げられる。
【０２５５】
｛遮光層｝
　遮光層としては、発光素子からの発光を遮る材料を用いることができ、例えば、金属材
料、顔料、または染料等を含む樹脂材料を用いることができる。または、金属薄膜、半導
体薄膜などを用いてもよい。また、着色層を２層以上重ねて配置することにより遮光層と
して機能させてもよい。
【０２５６】
　以上が各構成要素についての説明である。
【０２５７】
［タッチセンサの構成例］
　続いて、本発明の一態様のタッチパネルモジュール１０に適用することのできるタッチ
センサ２２の構成の例について、図面を参照して説明する。
【０２５８】
　図２５（Ａ）は、タッチセンサ２２の一部を示す上面概略図（平面概略図）である。ま
た図２５（Ｂ）は、図２５（Ａ）中の一点鎖線で囲った領域を拡大した上面概略図である
。
【０２５９】
　導電層２３及び導電層２４は、それぞれ格子状（メッシュ状ともいう）、または複数の
開口が設けられた形状を有する構成とすることができる。図２５（Ａ）等では、導電層２
３及び導電層２４の輪郭形状を説明するため、格子や開口は省略して示している。
【０２６０】
　図２５（Ａ）（Ｂ）に示すように、導電層２３は、導電層２５と交差する部分の幅が小
さくなるようにくびれた形状を有することが好ましい。こうすることで、導電層２３と導
電層２５とが重畳される部分に形成される容量の大きさを小さくすることが可能となる。
例えば自己容量方式や相互容量方式のタッチセンサの場合には、当該容量は小さいほど検
出感度を向上させることができる。
【０２６１】
　また、隣接する導電層２３と導電層２４との間には、これらと電気的に絶縁された導電
層２６を有していてもよい。導電層２６を有することにより、タッチセンサ２２の厚さの
薄い部分が形成されてしまうことを抑制できる。例えば導電層２３と導電層２４とを同一
平面上に形成する場合には、同様に形成された導電層２６を設けることにより、これら導
電層の形成工程よりも後に形成する薄膜の被覆性を高め、表面を平坦化することができる
。また、タッチセンサ２２の厚さが均一化されることで、これを透過する画素からの光の
輝度ムラが低減され、表示品位の高められたタッチパネルを実現することができる。
【０２６２】
　また、図２５（Ｃ）には、導電層２３と導電層２４とを異なる平面上に形成し、導電層
２５を設けない場合について示している。このとき、導電層２６は導電層２３または導電
層２４のいずれか一方と同一平面上に形成してもよいし、異なる平面上に形成してもよい
。なお、導電層２６を設ける必要のない場合には、設けなくてもよい。
【０２６３】
　図２６（Ａ）は、複数の導電層２３と複数の導電層２４を有するタッチセンサ２２の回
路図の一例を示している。図２６（Ａ）では、簡単のために６本の導電層２３と、６本の
導電層２４とを有する構成を示しているが、その数に限られない。
【０２６４】
　１本の導電層２３と、１本の導電層２４によって、一つの容量素子１１が形成されてい
る。したがって、容量素子１１がマトリクス状に配置されている。
【０２６５】
　容量素子１１は、導電層２３と導電層２４とが積層されること、または導電層２３と導
電層２４とが近接して配置されることで形成される容量である。
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【０２６６】
　投影型自己容量方式の場合、導電層２３及び導電層２４の各々にはパルス電圧を走査す
るように与えられる。その時に自己に流れる電流の値を検知する。被検知体が近づいた場
合には、被検知体と導電層２３または導電層２４との間には容量性の結合が生じている。
したがって、導電層２３または導電層２４に接続される容量の大きさが変化することによ
り、パルス電圧が与えられたときに流れる電流の大きさが変化する。この電流の変化を検
知することで被検知体の位置情報を取得することができる。
【０２６７】
　また投影型相互容量方式の場合には、導電層２３または導電層２４のいずれか一方にパ
ルス電圧を走査するように与えられ、他方に流れる電流を検知する。パルス電圧が与えら
れると、導電層２３と導電層２４との間には電界が生じる。被検知体が近づいた場合には
、当該被検知体による遮蔽等により、導電層２３と導電層２４の間に生じる電界が変化す
るため、他方に流れる電流が変化する。この電流の変化を検知することにより、被検知体
の位置情報を取得することができる。
【０２６８】
　なお電流の検知は、電流量の総和を検知してもよい。その場合には、積分回路等を用い
て検知を行えばよい。または、電流のピーク値を検知してもよい。その場合には、電流を
電圧に変換して、電圧値のピーク値を検知してもよい。
【０２６９】
　導電層２３及び導電層２４は、それぞれ複数の開口を有する格子状または網目状（メッ
シュ状）の形状を有することが好ましい。図２６（Ｂ）には、導電層２３の一部の上面形
状の例を示している。
【０２７０】
　図２６（Ｂ）に示す導電層２３は、横方向の間隔Ｐ１、縦方向の間隔Ｐ２を有する格子
状の形状を有する。図２６（Ｂ）では、間隔Ｐ１と間隔Ｐ２とが同程度である場合を示し
ているが、これらは異なる間隔で配置されていてもよい。例えば、図２６（Ｃ）に示すよ
うに横方向の間隔Ｐ１よりも縦方向の間隔Ｐ２を大きくしてもよいし、その逆としてもよ
い。なお導電層２４についても同様である。
【０２７１】
　導電層２３または導電層２４は、その開口率（単位面積当たりの導電層２３または導電
層２４の開口面積の割合）が、例えば２０％以上１００％未満、好ましくは３０％以上１
００％未満、より好ましくは５０％以上１００％未満である領域を有することが好ましい
。
【０２７２】
　開口率は、例えば間隔Ｐ１、間隔Ｐ２及び導電層の幅によって容易に算出することがで
きる。または、図２６（Ｂ）に示す周期単位の領域Ｒにおいて、領域Ｒの面積と、領域Ｒ
に含まれる導電層２３の面積の比によって、開口率を算出することができる。ここで領域
Ｒは、周期性を有する導電層２３のパターンの周期単位となる領域であり、これを縦及び
横方向に周期的に配列させることで導電層２３のパターンを形成することができる。
【０２７３】
　導電層２３及び導電層２４において、格子を構成するパターンの幅を、例えば５０ｎｍ
以上１００μｍ以下、好ましくは１μｍ以上５０μｍ以下、より好ましくは１μｍ以上２
０μｍ以下とすることが好ましい、このように、格子を構成するパターン幅を小さくする
ことで、後述するように開口と画素とを重ねる場合に、画素の間隔を狭めることが可能と
なるため、より高い精細度と高い開口率を有するタッチパネルを実現できる。
【０２７４】
　図２７（Ａ）は、導電層２３と導電層２４の境界部分をさらに拡大した上面概略図であ
る。
【０２７５】
　導電層２３及び導電層２４は、それぞれ格子状または網目状（メッシュ状）の形状を有
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していることが好ましい。すなわち、導電層２３及び導電層２４は、それぞれ複数の開口
（開口２３ａ及び開口２４ａ）を有する形状とすることが好ましい。後述のように、当該
開口と画素とが重なるように設けることにより、画素が有する表示素子からの光を導電層
２３及び導電層２４によって遮光される、若しくは導電層２３及び導電層２４を透過して
輝度が低下してしまうことがない。その結果、画素の開口率や光取り出し効率を犠牲にす
ることなく、タッチパネルにタッチセンサ２２を適用することができる。また同様に導電
層２５も画素と重ならないような形状とすることが好ましい。
【０２７６】
　また図２７（Ａ）に示すように、これらの境界において、導電層２３の一部と導電層２
４の一部とに囲まれた開口２２ａが形成されるような形状としてもよい。このような構成
とすることで、導電層２３と導電層２４との距離を限りなく小さくすることが可能で、こ
れらの間の容量を大きくすることができる。特に、相互容量方式を採用する際には、２つ
の導電層の距離を小さくし、導電層２３と導電層２４との間に生じる電界強度を高めるこ
とが好ましい。
【０２７７】
　図２７（Ｂ）は、導電層２３と導電層２４の交差部を拡大した上面概略図である。ここ
では隣接する２つの導電層２４を導電層２５によって電気的に接続した例を示している。
導電層２３及び導電層２４と、導電層２５との間には、図示しない絶縁層１２１が設けら
れている。また、導電層２４と導電層２５とは、当該絶縁層１２１に設けられた開口を介
して電気的に接続している。導電層２３と導電層２５とは、当該絶縁層１２１を介して互
いに重なる領域を有する。
【０２７８】
［導電層の開口と画素の配置例］
　図２８の各図は、表示面側から見たときの画素及び画素に含まれる副画素と、導電層２
３の位置関係を示す概略図である。なお、ここでは導電層２３を例に挙げて説明するが、
導電層２４及び導電層２５についても、同様の構成とすることができる。
【０２７９】
　図２８（Ａ）では、画素３３は副画素３３Ｒ、副画素３３Ｇ及び副画素３３Ｂの３つの
副画素から構成されている例を示している。例えば、副画素３３Ｒは赤色を表示し、副画
素３３Ｇは緑色を表示し、副画素３３Ｂは青色を表示する機能を有していればよい。なお
、画素３３が有する副画素の数、及び副画素の色の種類はこれに限られない。
【０２８０】
　画素３３に含まれる複数の副画素は、それぞれ表示素子を備える。表示素子としては、
上述した透過型の液晶素子を用いることができる。そのほかにも、例えば有機ＥＬ素子な
どの発光素子、反射型または半透過型の液晶素子、電気泳動方式や電子粉流体（登録商標
）方式などにより表示を行う表示素子（電子インクともいう）、シャッター方式のＭＥＭ
Ｓ表示素子、光干渉方式のＭＥＭＳ表示素子等が挙げられる。また副画素は、当該表示素
子に加えて、トランジスタや容量素子、及びこれらを電気的に接続する配線などを有して
いてもよい。
【０２８１】
　図２８（Ａ）に示す構成では、導電層２３の複数の開口のそれぞれが、副画素３３Ｒ、
副画素３３Ｇ及び副画素３３Ｂの３つの副画素のいずれかと互いに重なるように配置され
ている。このように、導電層２３の開口は、一つの副画素と重なるように配置されている
ことが好ましい。
【０２８２】
　図２８（Ｂ）では、隣接する異なる色を呈する２つの副画素の間に、導電層２３を配置
する構成を示している。図２８（Ｂ）に示すように、隣接する同じ色を呈する２つの副画
素の間では混色の問題が生じないため、ここに導電層２３が設けられていない部分を有す
る構成としてもよい。
【０２８３】
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　図２８（Ｃ）、（Ｄ）では、図２８（Ａ）、（Ｂ）に示す構成と比較して画素３３がさ
らに副画素３３Ｙを有している場合の例を示している。副画素３３Ｙは、例えば黄色を表
示することができる画素を適用することができる。なお、副画素３３Ｙに代えて、白色を
表示することのできる画素を適用することもできる。このように３色よりも多くの副画素
を備える画素３３とすることで、消費電力を低減できる。
【０２８４】
　図２８（Ａ）～（Ｄ）では、各々の副画素がストライプ状に配置された例を示したが、
例えば図２８（Ｅ）に示すように、一方向に２色の副画素が交互に配置される構成として
もよい。
【０２８５】
　また、画素３３が有する副画素の大きさ（例えば表示に寄与する領域の面積）は、各々
の副画素で異なっていてもよい。例えば視感度の比較的低い青を示す副画素を大きく、ま
た視感度の比較的高い緑または赤を示す副画素を小さくすることもできる。
【０２８６】
　図２８（Ｆ）、（Ｇ）では、副画素３３Ｒ、副画素３３Ｇ及び副画素３３Ｂのうち、副
画素３３Ｂの大きさを、他の副画素よりも大きくした場合の例を示している。ここでは副
画素３３Ｒと副画素３３Ｇとが交互に配列する例を示しているが、図２８（Ａ）等に示す
ように３つの副画素のそれぞれをストライプ状に配置し、各々の大きさを異ならせた構成
とすることもできる。
【０２８７】
　なお、上述のようにここでは導電層２３と副画素との位置関係について説明したが、導
電層２４及び導電層２５についても同様である。すなわち、本発明の一態様のタッチパネ
ルは、導電層２３の開口２３ａと、１以上の副画素とが互いに重なる領域を有し、且つ、
導電層２４の開口２４ａと、他の１以上の副画素とが互いに重なる領域を有する。また上
述のように各副画素は表示素子を有しているため、開口２３ａ及び開口２４ａは、それぞ
れ一以上の表示素子と互いに重なる領域を有するともいえる。
【０２８８】
　また図２９（Ａ）乃至（Ｇ）に示すように、平面視において、導電層２３と各副画素と
の間に隙間が生じないようにしてもよい。導電層２３等を遮光層として機能させる場合、
このような配置とすることで副画素からの光漏れを抑制することができるため好ましい。
例えば導電層２３を、副画素が有する着色層の端部や、画素電極の端部と重ねて設けるこ
とで、このような隙間が生じないように導電層２３を配置することができる。また、この
ような構成とすることで導電層２３の表面積を拡大できるため、導電層２３の配線抵抗が
低減され、検出感度を高めることができる。
【０２８９】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【０２９０】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、本発明の一態様の入力装置、または入出力装置の駆動方法の例につ
いて、図面を参照して説明する。
【０２９１】
［センサの検知方法の例］
　図３０（Ａ）は、相互容量方式のタッチセンサの構成を示すブロック図である。図３０
（Ａ）では、パルス電圧出力回路６０１、電流検知回路６０２を示している。なお図３０
（Ａ）では、パルス電圧が与えられる電極６２１、電流の変化を検知する電極６２２をそ
れぞれ、Ｘ１－Ｘ６、Ｙ１－Ｙ６のそれぞれ６本の配線として示している。なお、電極の
数は、これに限定されない。また図３０（Ａ）は、電極６２１および電極６２２が重畳す
ること、または、電極６２１および電極６２２が近接して配置されることで形成される容
量６０３を図示している。なお、電極６２１と電極６２２とはその機能を互いに置き換え
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てもよい。
【０２９２】
　パルス電圧出力回路６０１は、例えばＸ１－Ｘ６の配線に順にパルス電圧を印加するた
めの回路である。Ｘ１－Ｘ６の配線にパルス電圧が印加されることで、容量６０３を形成
する電極６２１および電極６２２の間には電界が生じ、容量６０３に電流が流れる。この
電極間に生じる電界が、指やスタイラスなどのタッチによる遮蔽等により変化する。つま
り、指やスタイラスなどのタッチなどにより、容量６０３の容量値に変化に変化が生じる
。このことを利用して、被検知体の近接、または接触を検出することができる。
【０２９３】
　電流検知回路６０２は、容量６０３の容量値の変化による、Ｙ１－Ｙ６の配線での電流
の変化を検知するための回路である。Ｙ１－Ｙ６の配線では、被検知体の近接、または接
触がないと検知される電流値に変化はないが、検出する被検知体の近接、または接触によ
り容量値が減少する場合には電流値が減少する変化を検知する。なお電流の検知は、電流
量の総和を検知してもよい。その場合には、積分回路等を用いて検知を行えばよい。また
は、電流のピーク値を検知してもよい。その場合には、電流を電圧に変換して、電圧値の
ピーク値を検知してもよい。
【０２９４】
　次いで図３０（Ｂ）には、図３０（Ａ）で示す相互容量方式のタッチセンサにおける入
出力波形のタイミングチャートを示す。図３０（Ｂ）では、１フレーム期間で各行列での
被検知体の検出を行うものとする。また図３０（Ｂ）では、被検知体を検出しない場合（
非タッチ）と被検知体を検出する場合（タッチ）との２つの場合について示している。な
おＹ１－Ｙ６の配線については、検知される電流値に対応する電圧値とした波形を示して
いる。なお、表示パネルにおいても、表示動作が行われている。この表示動作のタイミン
グと、タッチセンサの検出動作のタイミングとは、同期させて動作することが望ましい。
なお、図３０（Ｂ）では、表示動作とは同期させていない場合の例を示す。
【０２９５】
　Ｘ１－Ｘ６の配線には、順にパルス電圧が与えられ、該パルス電圧にしたがってＹ１－
Ｙ６の配線での波形が変化する。被検知体の近接または接触がない場合には、Ｘ１－Ｘ６
の配線の電圧の変化に応じてＹ１－Ｙ６の波形が一様に変化する。一方、被検知体が近接
または接触する箇所では、電流値が減少するため、これに対応する電圧値の波形も変化す
る。
【０２９６】
　このように、容量値の変化を検知することにより、被検知体の近接または接触を検出す
ることができる。なお、指やスタイラスなどの被検知体は、タッチセンサやタッチパネル
に接触せず、近接した場合でも、信号が検知される場合がある。
【０２９７】
　またパルス電圧出力回路６０１及び電流検知回路６０２は、例えば１個のＩＣチップの
中に形成されていることが好ましい。当該ＩＣは、例えばタッチパネルに実装されること
、若しくは電子機器の筐体内の基板に実装されることが好ましい。また可撓性を有するタ
ッチパネルとする場合には、曲げた部分では寄生容量が増大し、ノイズの影響が大きくな
ってしまう恐れがあるため、ノイズの影響を受けにくい駆動方法が適用されたＩＣを用い
ることが好ましい。例えばシグナル－ノイズ比（Ｓ／Ｎ比）を高める駆動方法が適用され
たＩＣを用いることが好ましい。
【０２９８】
［インセル型のタッチパネルの構成例］
　上記では、タッチセンサを構成する電極を、表示素子等が設けられる基板とは異なる基
板上に形成した場合を示したが、表示素子等が設けられる基板上に、タッチセンサを構成
する一対の電極のいずれか一方、または両方を設ける構成としてもよい。
【０２９９】
　以下では、複数の画素を有する表示部にタッチセンサを組み込んだタッチパネル（いわ
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ゆるインセル型のタッチパネル）の構成例について説明する。ここでは、画素に設けられ
る表示素子として、液晶素子を適用した例を示す。ただし、本発明の一態様は、これに限
定されず、様々な表示素子を適用することができる。
【０３００】
　図３１（Ａ）は、本構成例で例示するタッチパネルの表示部に設けられる画素回路の一
部における等価回路図である。
【０３０１】
　一つの画素は少なくともトランジスタ３５０３と液晶素子３５０４を有する。なお、画
素は、さらに、保持容量を有する場合もある。またトランジスタ３５０３のゲートに配線
３５０１が、ソースまたはドレインの一方には配線３５０２が、それぞれ電気的に接続さ
れている。
【０３０２】
　画素回路は、Ｘ方向に延在する複数の配線（例えば、配線３５１０＿１、配線３５１０
＿２）と、Ｙ方向に延在する複数の配線（例えば、配線３５１１）を有し、これらは互い
に交差して設けられ、容量結合している。
【０３０３】
　また、画素回路に設けられる画素のうち、一部の隣接する複数の画素は、それぞれに設
けられる液晶素子の一方の電極が電気的に接続され、一つのブロックを形成する。当該ブ
ロックは、島状のブロック（例えば、ブロック３５１５＿１、ブロック３５１５＿２）と
、Ｙ方向に延在するライン状のブロック（例えば、ブロック３５１６）の、２種類に分類
される。なお、図３１では、画素回路の一部のみを示しているが、実際にはこれら２種類
のブロックがＸ方向及びＹ方向に繰り返し配置される。ここで、液晶素子の一方の電極と
しては、例えばコモン電極、または、対向電極などがあげられる。一方、液晶素子の他方
の電極としては、例えば画素電極などがあげられる。
【０３０４】
　Ｘ方向に延在する配線３５１０＿１（または配線３５１０＿２）は、島状のブロック３
５１５＿１（またはブロック３５１５＿２）と電気的に接続される。なお、図示しないが
、Ｘ方向に延在する配線３５１０＿１は、ライン状のブロックを介してＸ方向に沿って不
連続に配置される複数の島状のブロック３５１５＿１を電気的に接続する。また、Ｙ方向
に延在する配線３５１１は、ライン状のブロック３５１６と電気的に接続される。
【０３０５】
　図３１（Ｂ）は、Ｘ方向に延在する複数の配線３５１０と、Ｙ方向に延在する複数の配
線３５１１の接続構成を示した等価回路図である。なおここでは、投影型相互容量方式で
ある場合を示している。Ｘ方向に延在する配線３５１０の各々には、入力電圧または共通
電位を入力することができる。また、Ｙ方向に延在する配線３５１１の各々には接地電位
（または基準電位）を入力する、または配線３５１１と検知回路と電気的に接続すること
ができる。なお、配線３５１０と配線３５１１とは入れ替えることが可能である。
【０３０６】
　以下、図３２（Ａ）（Ｂ）を用いて、上述したタッチパネルの動作方法の一例について
説明する。
【０３０７】
　ここでは１フレーム期間を、書き込み期間と検知期間とに分ける。書き込み期間は画素
への画像データの書き込みを行う期間であり、配線３５０１（ゲート線、または走査線と
もいう）が順次選択される。一方、検知期間は、タッチセンサによるセンシングを行う期
間であり、Ｘ方向に延在する配線３５１０が順次選択され、入力電圧が入力される。
【０３０８】
　図３２（Ａ）は、書き込み期間における等価回路図である。書き込み期間では、Ｘ方向
に延在する配線３５１０と、Ｙ方向に延在する配線３５１１の両方に、共通電位が入力さ
れる。
【０３０９】
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　図３２（Ｂ）は、検知期間のある時点における等価回路図である。検知期間では、Ｙ方
向に延在する配線３５１１の各々は、検知回路と電気的に接続する。また、Ｘ方向に延在
する配線３５１０のうち、選択されたものには入力電圧が入力され、それ以外のものには
共通電位が入力される。
【０３１０】
　なお、ここで例示した駆動方法は、インセル方式だけでなく上記で例示したタッチパネ
ルにも適用することができる。
【０３１１】
　このように、画像の書き込み期間とタッチセンサによるセンシングを行う期間とを、独
立して設けることが好ましい。これにより、画素の書き込み時のノイズに起因するタッチ
センサの感度の低下を抑制することができる。
【０３１２】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【０３１３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、上記実施の形態に示したトランジスタ２０１やトランジスタ２０２（
及びトランジスタ３０１、トランジスタ３０２、トランジスタ４０１、トランジスタ４０
２）に置き換えて用いることができるトランジスタの一例について、図面を用いて説明す
る。
【０３１４】
本発明の一態様のタッチパネルモジュール１０は、ボトムゲート型のトランジスタや、ト
ップゲート型トランジスタなどの様々な形態のトランジスタを用いて作製することができ
る。よって、既存の製造ラインに合わせて、使用する半導体層の材料やトランジスタ構造
を容易に置き換えることができる。
【０３１５】
〔ボトムゲート型トランジスタ〕
図３３（Ａ１）は、ボトムゲート型のトランジスタの一種であるチャネル保護型のトラン
ジスタ８１０の断面図である。図３３（Ａ１）において、トランジスタ８１０は基板７７
１上に形成されている。また、トランジスタ８１０は、基板７７１上に絶縁層７７２を介
して電極７４６を有する。また、電極７４６上に絶縁層７２６を介して半導体層７４２を
有する。電極７４６はゲート電極として機能できる。絶縁層７２６はゲート絶縁層として
機能できる。
【０３１６】
また、半導体層７４２のチャネル形成領域上に絶縁層７４１を有する。また、半導体層７
４２の一部と接して、絶縁層７２６上に電極７４４ａおよび電極７４４ｂを有する。電極
７４４ａは、ソース電極またはドレイン電極の一方として機能できる。電極７４４ｂは、
ソース電極またはドレイン電極の他方として機能できる。電極７４４ａの一部、および電
極７４４ｂの一部は、絶縁層７４１上に形成される。
【０３１７】
絶縁層７４１は、チャネル保護層として機能できる。チャネル形成領域上に絶縁層７４１
を設けることで、電極７４４ａおよび電極７４４ｂの形成時に生じる半導体層７４２の露
出を防ぐことができる。よって、電極７４４ａおよび電極７４４ｂの形成時に、半導体層
７４２のチャネル形成領域がエッチングされることを防ぐことができる。本発明の一態様
によれば、電気特性の良好なトランジスタを実現することができる。
【０３１８】
また、トランジスタ８１０は、電極７４４ａ、電極７４４ｂおよび絶縁層７４１上に絶縁
層７２８を有し、絶縁層７２８の上に絶縁層７２９を有する。
【０３１９】
本実施の形態で開示するトランジスタを構成する電極、半導体層、絶縁層などは、他の実
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施の形態に開示した材料および方法を用いて形成することができる。
【０３２０】
半導体層７４２に酸化物半導体を用いる場合、電極７４４ａおよび電極７４４ｂの、少な
くとも半導体層７４２と接する部分に、半導体層７４２の一部から酸素を奪い、酸素欠損
を生じさせることが可能な材料を用いることが好ましい。半導体層７４２中の酸素欠損が
生じた領域はキャリア濃度が増加し、当該領域はｎ型化し、ｎ型領域（ｎ＋層）となる。
したがって、当該領域はソース領域またはドレイン領域として機能することができる。半
導体層７４２に酸化物半導体を用いる場合、半導体層７４２から酸素を奪い、酸素欠損を
生じさせることが可能な材料の一例として、タングステン、チタン等を挙げることができ
る。
【０３２１】
半導体層７４２にソース領域およびドレイン領域が形成されることにより、電極７４４ａ
および電極７４４ｂと半導体層７４２の接触抵抗を低減することができる。よって、電界
効果移動度や、しきい値電圧などの、トランジスタの電気特性を良好なものとすることが
できる。
【０３２２】
半導体層７４２にシリコンなどの半導体を用いる場合は、半導体層７４２と電極７４４ａ
の間、および半導体層７４２と電極７４４ｂの間に、ｎ型半導体またはｐ型半導体として
機能する層を設けることが好ましい。ｎ型半導体またはｐ型半導体として機能する層は、
トランジスタのソース領域またはドレイン領域として機能することができる。
【０３２３】
絶縁層７２９は、外部からのトランジスタへの不純物の拡散を防ぐ、または低減する機能
を有する材料を用いて形成することが好ましい。なお、必要に応じて絶縁層７２９を省略
することもできる。
【０３２４】
なお、半導体層７４２に酸化物半導体を用いる場合、絶縁層７２９の形成前または形成後
、もしくは絶縁層７２９の形成前後に加熱処理を行ってもよい。加熱処理を行うことで、
絶縁層７２９や他の絶縁層中に含まれる酸素を半導体層７４２中に拡散させ、半導体層７
４２中の酸素欠損を補填することができる。または、絶縁層７２９を加熱しながら成膜す
ることで、半導体層７４２中の酸素欠損を補填することができる。
【０３２５】
なお、一般に、ＣＶＤ法は、プラズマを利用するプラズマＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ：Ｐｌａｓ
ｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＣＶＤ）法、熱を利用する熱ＣＶＤ（ＴＣＶＤ：Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　ＣＶＤ）法などに分類できる。さらに用いる原料ガスによって金属ＣＶＤ（ＭＣＶＤ
：Ｍｅｔａｌ　ＣＶＤ）法、有機金属ＣＶＤ（ＭＯＣＶＤ：Ｍｅｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ
　ＣＶＤ）法などに分類できる。
【０３２６】
また、一般に、蒸着法は、抵抗加熱蒸着法、電子線蒸着法、ＭＢＥ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ＰＬＤ（Ｐｕｌｓｅｄ　Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ）法、ＩＢＡＤ（Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）
法、ＡＬＤ（Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法などに分類できる。
【０３２７】
プラズマＣＶＤ法は、比較的低温で高品質の膜が得られる。また、ＭＯＣＶＤ法や蒸着法
などの、成膜時にプラズマを用いない成膜方法を用いると、被形成面にダメージが生じに
くく、また、欠陥の少ない膜が得られる。
【０３２８】
また、一般に、スパッタリング法は、ＤＣスパッタリング法、マグネトロンスパッタリン
グ法、ＲＦスパッタリング法、イオンビームスパッタリング法、ＥＣＲ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）スパッタリング法、対向ターゲットスパ
ッタリング法などに分類できる。
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【０３２９】
対向ターゲットスパッタリング法では、プラズマがターゲット間に閉じこめられるため、
基板へのプラズマダメージを低減することができる。また、ターゲットの傾きによっては
、スパッタリング粒子の基板への入射角度を浅くすることができるため、段差被覆性を高
めることができる。
【０３３０】
図３３（Ａ２）に示すトランジスタ８１１は、絶縁層７２９上にバックゲート電極として
機能できる電極７２３を有する点が、トランジスタ８１０と異なる。電極７２３は、電極
７４６と同様の材料および方法で形成することができる。
【０３３１】
一般に、バックゲート電極は導電層で形成され、ゲート電極とバックゲート電極で半導体
層のチャネル形成領域を挟むように配置される。よって、バックゲート電極は、ゲート電
極と同様に機能させることができる。バックゲート電極の電位は、ゲート電極と同電位と
してもよいし、接地電位（ＧＮＤ電位）や、任意の電位としてもよい。また、バックゲー
ト電極の電位をゲート電極と連動させず独立して変化させることで、トランジスタのしき
い値電圧を変化させることができる。
【０３３２】
電極７４６および電極７２３は、どちらもゲート電極として機能することができる。よっ
て、絶縁層７２６、絶縁層７２８、および絶縁層７２９は、それぞれがゲート絶縁層とし
て機能することができる。なお、電極７２３は、絶縁層７２８と絶縁層７２９の間に設け
てもよい。
【０３３３】
なお、電極７４６または電極７２３の一方を、「ゲート電極」という場合、他方を「バッ
クゲート電極」という。例えば、トランジスタ８１１において、電極７２３を「ゲート電
極」と言う場合、電極７４６を「バックゲート電極」と言う。また、電極７２３を「ゲー
ト電極」として用いる場合は、トランジスタ８１１をトップゲート型のトランジスタの一
種と考えることができる。また、電極７４６および電極７２３のどちらか一方を、「第１
のゲート電極」といい、他方を「第２のゲート電極」という場合がある。
【０３３４】
半導体層７４２を挟んで電極７４６および電極７２３を設けることで、更には、電極７４
６および電極７２３を同電位とすることで、半導体層７４２においてキャリアの流れる領
域が膜厚方向においてより大きくなるため、キャリアの移動量が増加する。この結果、ト
ランジスタ８１１のオン電流が大きくなる共に、電界効果移動度が高くなる。
【０３３５】
したがって、トランジスタ８１１は、占有面積に対して大きいオン電流を有するトランジ
スタである。すなわち、求められるオン電流に対して、トランジスタ８１１の占有面積を
小さくすることができる。本発明の一態様によれば、トランジスタの占有面積を小さくす
ることができる。よって、本発明の一態様によれば、集積度の高い半導体装置を実現する
ことができる。
【０３３６】
また、ゲート電極とバックゲート電極は導電層で形成されるため、トランジスタの外部で
生じる電界が、チャネルが形成される半導体層に作用しないようにする機能（特に静電気
などに対する電界遮蔽機能）を有する。なお、バックゲート電極を半導体層よりも大きく
形成し、バックゲート電極で半導体層を覆うことで、電界遮蔽機能を高めることができる
。
【０３３７】
また、電極７４６および電極７２３は、それぞれが外部からの電界を遮蔽する機能を有す
るため、絶縁層７７２側もしくは電極７２３上方に生じる荷電粒子等の電荷が半導体層７
４２のチャネル形成領域に影響しない。この結果、ストレス試験（例えば、ゲートに負の
電荷を印加する－ＧＢＴ（Ｇａｔｅ　Ｂｉａｓ－Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）ストレス試験
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）による劣化が抑制される。また、ドレイン電圧の大きさにより、オン電流が流れ始める
ゲート電圧（立ち上がり電圧）が変化する現象を軽減することができる。なお、この効果
は、電極７４６および電極７２３が、同電位、または異なる電位の場合において生じる。
【０３３８】
なお、ＢＴストレス試験は加速試験の一種であり、長期間の使用によって起こるトランジ
スタの特性変化（経年変化）を短時間で評価することができる。特に、ＢＴストレス試験
前後におけるトランジスタのしきい値電圧の変動量は、信頼性を調べるための重要な指標
となる。しきい値電圧の変動量が少ないほど、信頼性が高いトランジスタであるといえる
。
【０３３９】
また、電極７４６および電極７２３を有し、且つ電極７４６および電極７２３を同電位と
することで、しきい値電圧の変動量が低減される。このため、複数のトランジスタにおけ
る電気特性のばらつきも同時に低減される。
【０３４０】
また、バックゲート電極を有するトランジスタは、ゲートに正の電荷を印加する＋ＧＢＴ
ストレス試験前後におけるしきい値電圧の変動も、バックゲート電極を有さないトランジ
スタより小さい。
【０３４１】
また、バックゲート電極を、遮光性を有する導電膜で形成することで、バックゲート電極
側から半導体層に光が入射することを防ぐことができる。よって、半導体層の光劣化を防
ぎ、トランジスタのしきい値電圧がシフトするなどの電気特性の劣化を防ぐことができる
。
【０３４２】
本発明の一態様によれば、信頼性の良好なトランジスタを実現することができる。また、
信頼性の良好な半導体装置を実現することができる。
【０３４３】
図３３（Ｂ１）に、ボトムゲート型のトランジスタの１つであるチャネル保護型のトラン
ジスタ８２０の断面図を示す。トランジスタ８２０は、トランジスタ８１０とほぼ同様の
構造を有しているが、絶縁層７４１が半導体層７４２を覆っている点が異なる。また、半
導体層７４２と重なる絶縁層７４１の一部を選択的に除去して形成した開口部において、
半導体層７４２と電極７４４ａが電気的に接続している。また、半導体層７４２と重なる
絶縁層７４１の一部を選択的に除去して形成した他の開口部において、半導体層７４２と
電極７４４ｂが電気的に接続している。絶縁層７４１の、チャネル形成領域と重なる領域
は、チャネル保護層として機能できる。
【０３４４】
図３３（Ｂ２）に示すトランジスタ８２１は、絶縁層７２９上にバックゲート電極として
機能できる電極７２３を有する点が、トランジスタ８２０と異なる。
【０３４５】
絶縁層７４１を設けることで、電極７４４ａおよび電極７４４ｂの形成時に生じる半導体
層７４２の露出を防ぐことができる。よって、電極７４４ａおよび電極７４４ｂの形成時
に半導体層７４２の薄膜化を防ぐことができる。
【０３４６】
また、トランジスタ８２０およびトランジスタ８２１は、トランジスタ８１０およびトラ
ンジスタ８１１よりも、電極７４４ａと電極７４６の間の距離と、電極７４４ｂと電極７
４６の間の距離が長くなる。よって、電極７４４ａと電極７４６の間に生じる寄生容量を
小さくすることができる。また、電極７４４ｂと電極７４６の間に生じる寄生容量を小さ
くすることができる。本発明の一態様によれば、電気特性の良好なトランジスタを実現で
きる。
【０３４７】
図３３（Ｃ１）に示すトランジスタ８２５は、ボトムゲート型のトランジスタの１つであ
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るチャネルエッチング型のトランジスタである。トランジスタ８２５は、絶縁層７２９を
用いずに電極７４４ａおよび電極７４４ｂを形成する。このため、電極７４４ａおよび電
極７４４ｂの形成時に露出する半導体層７４２の一部がエッチングされる場合がある。一
方、絶縁層７２９を設けないため、トランジスタの生産性を高めることができる。
【０３４８】
図３３（Ｃ２）に示すトランジスタ８２６は、絶縁層７２９上にバックゲート電極として
機能できる電極７２３を有する点が、トランジスタ８２５と異なる。
【０３４９】
〔トップゲート型トランジスタ〕
図３４（Ａ１）に、トップゲート型のトランジスタの一種であるトランジスタ８３０の断
面図を示す。トランジスタ８３０は、絶縁層７７２の上に半導体層７４２を有し、半導体
層７４２および絶縁層７７２上に、半導体層７４２の一部に接する電極７４４ａ、および
半導体層７４２の一部に接する電極７４４ｂを有し、半導体層７４２、電極７４４ａ、お
よび電極７４４ｂ上に絶縁層７２６を有し、絶縁層７２６上に電極７４６を有する。
【０３５０】
トランジスタ８３０は、電極７４６および電極７４４ａ、並びに、電極７４６および電極
７４４ｂが重ならないため、電極７４６および電極７４４ａの間に生じる寄生容量、並び
に、電極７４６および電極７４４ｂの間に生じる寄生容量を小さくすることができる。ま
た、電極７４６を形成した後に、電極７４６をマスクとして用いて不純物７５５を半導体
層７４２に導入することで、半導体層７４２中に自己整合（セルフアライメント）的に不
純物領域を形成することができる（図３４（Ａ３）参照）。本発明の一態様によれば、電
気特性の良好なトランジスタを実現することができる。
【０３５１】
なお、不純物７５５の導入は、イオン注入装置、イオンドーピング装置またはプラズマ処
理装置を用いて行うことができる。
【０３５２】
不純物７５５としては、例えば、第１３族元素または第１５族元素のうち、少なくとも一
種類の元素を用いることができる。また、半導体層７４２に酸化物半導体を用いる場合は
、不純物７５５として、希ガス、水素、および窒素のうち、少なくとも一種類の元素を用
いることも可能である。
【０３５３】
図３４（Ａ２）に示すトランジスタ８３１は、電極７２３および絶縁層７２７を有する点
がトランジスタ８３０と異なる。トランジスタ８３１は、絶縁層７７２の上に形成された
電極７２３を有し、電極７２３上に形成された絶縁層７２７を有する。電極７２３は、バ
ックゲート電極として機能することができる。よって、絶縁層７２７は、ゲート絶縁層と
して機能することができる。絶縁層７２７は、絶縁層７２６と同様の材料および方法によ
り形成することができる。
【０３５４】
トランジスタ８１１と同様に、トランジスタ８３１は、占有面積に対して大きいオン電流
を有するトランジスタである。すなわち、求められるオン電流に対して、トランジスタ８
３１の占有面積を小さくすることができる。本発明の一態様によれば、トランジスタの占
有面積を小さくすることができる。よって、本発明の一態様によれば、集積度の高い半導
体装置を実現することができる。
【０３５５】
図３４（Ｂ１）に例示するトランジスタ８４０は、トップゲート型のトランジスタの１つ
である。トランジスタ８４０は、電極７４４ａおよび電極７４４ｂを形成した後に半導体
層７４２を形成する点が、トランジスタ８３０と異なる。また、図３４（Ｂ２）に例示す
るトランジスタ８４１は、電極７２３および絶縁層７２７を有する点が、トランジスタ８
４０と異なる。トランジスタ８４０およびトランジスタ８４１において、半導体層７４２
の一部は電極７４４ａ上に形成され、半導体層７４２の他の一部は電極７４４ｂ上に形成
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される。
【０３５６】
トランジスタ８１１と同様に、トランジスタ８４１は、占有面積に対して大きいオン電流
を有するトランジスタである。すなわち、求められるオン電流に対して、トランジスタ８
４１の占有面積を小さくすることができる。本発明の一態様によれば、トランジスタの占
有面積を小さくすることができる。よって、本発明の一態様によれば、集積度の高い半導
体装置を実現することができる。
【０３５７】
図３５（Ａ１）に例示するトランジスタ８４２は、トップゲート型のトランジスタの１つ
である。トランジスタ８４２は、絶縁層７２９を形成した後に電極７４４ａおよび電極７
４４ｂを形成する点がトランジスタ８３０やトランジスタ８４０と異なる。電極７４４ａ
および電極７４４ｂは、絶縁層７２８および絶縁層７２９に形成した開口部において半導
体層７４２と電気的に接続する。
【０３５８】
また、電極７４６と重ならない絶縁層７２６の一部を除去し、電極７４６と残りの絶縁層
７２６をマスクとして用いて不純物７５５を半導体層７４２に導入することで、半導体層
７４２中に自己整合（セルフアライメント）的に不純物領域を形成することができる（図
３５（Ａ３）参照）。トランジスタ８４２は、絶縁層７２６が電極７４６の端部を越えて
延伸する領域を有する。不純物７５５を半導体層７４２に導入する際に、半導体層７４２
の絶縁層７２６を介して不純物７５５が導入された領域の不純物濃度は、絶縁層７２６を
介さずに不純物７５５が導入された領域よりも小さくなる。よって、半導体層７４２中の
、電極７４６と重なる部分に隣接する領域にＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒ
ａｉｎ）領域が形成される。
【０３５９】
図３５（Ａ２）に示すトランジスタ８４３は、電極７２３を有する点がトランジスタ８４
２と異なる。トランジスタ８４３は、基板７７１の上に形成された電極７２３を有し、絶
縁層７７２を介して半導体層７４２と重なる。電極７２３は、バックゲート電極として機
能することができる。
【０３６０】
また、図３５（Ｂ１）に示すトランジスタ８４４および図３５（Ｂ２）に示すトランジス
タ８４５のように、電極７４６と重ならない領域の絶縁層７２６を全て除去してもよい。
また、図３５（Ｃ１）に示すトランジスタ８４６および図３５（Ｃ２）に示すトランジス
タ８４７のように、絶縁層７２６を残してもよい。
【０３６１】
トランジスタ８４２乃至トランジスタ８４７も、電極７４６を形成した後に、電極７４６
をマスクとして用いて不純物７５５を半導体層７４２に導入することで、半導体層７４２
中に自己整合的に不純物領域を形成することができる。本発明の一態様によれば、電気特
性の良好なトランジスタを実現することができる。また、本発明の一態様によれば、集積
度の高い半導体装置を実現することができる。
【０３６２】
〔Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ型トランジスタ〕
図３６に、半導体層７４２として酸化物半導体を用いたトランジスタ構造の一例を示す。
図３６に例示するトランジスタ８５０は、半導体層７４２ａの上に半導体層７４２ｂが形
成され、半導体層７４２ｂの上面並びに半導体層７４２ｂ及び半導体層７４２ａの側面が
半導体層７４２ｃに覆われた構造を有する。図３６（Ａ）はトランジスタ８５０の上面図
である。図３６（Ｂ）は、図３６（Ａ）中のＸ１－Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断面図
（チャネル長方向の断面図）である。図３６（Ｃ）は、図３６（Ａ）中のＹ１－Ｙ２の一
点鎖線で示した部位の断面図（チャネル幅方向の断面図）である。
【０３６３】
また、トランジスタ８５０は、ゲート電極として機能する電極７４３を有する。電極７４
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３は、電極７４６と同様の材料および方法で形成することができる。本実施の形態では、
電極７４３を２層の導電層の積層としている。
【０３６４】
半導体層７４２ａ、半導体層７４２ｂ、および半導体層７４２ｃは、ＩｎもしくはＧａの
一方、または両方を含む材料で形成する。代表的には、Ｉｎ－Ｇａ酸化物（ＩｎとＧａを
含む酸化物）、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物（ＩｎとＺｎを含む酸化物）、Ｉｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物（
Ｉｎと、元素Ｍと、Ｚｎを含む酸化物。元素Ｍは、Ａｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、
Ｃｅ、ＮｄまたはＨｆから選ばれた１種類以上の元素で、Ｉｎよりも酸素との結合力が強
い金属元素である。）がある。
【０３６５】
半導体層７４２ａおよび半導体層７４２ｃは、半導体層７４２ｂを構成する金属元素のう
ち、１種類以上の同じ金属元素を含む材料により形成されることが好ましい。このような
材料を用いると、半導体層７４２ａおよび半導体層７４２ｂとの界面、ならびに半導体層
７４２ｃおよび半導体層７４２ｂとの界面に界面準位を生じにくくすることができる。よ
って、界面におけるキャリアの散乱や捕獲が生じにくく、トランジスタの電界効果移動度
を向上させることが可能となる。また、トランジスタのしきい値電圧のばらつきを低減す
ることが可能となる。よって、良好な電気特性を有する半導体装置を実現することが可能
となる。
【０３６６】
半導体層７４２ａおよび半導体層７４２ｃの厚さは、３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好まし
くは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下とする。また、半導体層７４２ｂの厚さは、３ｎｍ以上７０
０ｎｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上１００ｎｍ以下、さらに好ましくは３ｎｍ以上５０ｎ
ｍ以下とする。
【０３６７】
また、半導体層７４２ｂがＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であり、半導体層７４２ａおよび半導体
層７４２ｃもＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、半導体層７４２ａおよび半導体層７４２
ｃをＩｎ：Ｍ：Ｚｎ＝ｘ１：ｙ１：ｚ１［原子数比］、半導体層７４２ｂをＩｎ：Ｍ：Ｚ
ｎ＝ｘ２：ｙ２：ｚ２［原子数比］とすると、ｙ１／ｘ１がｙ２／ｘ２よりも大きくなる
ように半導体層７４２ａ、半導体層７４２ｃ、および半導体層７４２ｂを選択することが
できる。好ましくは、ｙ１／ｘ１がｙ２／ｘ２よりも１．５倍以上大きくなるように半導
体層７４２ａ、半導体層７４２ｃ、および半導体層７４２ｂを選択する。さらに好ましく
は、ｙ１／ｘ１がｙ２／ｘ２よりも２倍以上大きくなるように半導体層７４２ａ、半導体
層７４２ｃ、および半導体層７４２ｂを選択する。より好ましくは、ｙ１／ｘ１がｙ２／
ｘ２よりも３倍以上大きくなるように半導体層７４２ａ、半導体層７４２ｃおよび半導体
層７４２ｂを選択する。ｙ１がｘ１以上であるとトランジスタに安定した電気特性を付与
できるため好ましい。ただし、ｙ１がｘ１の３倍以上になると、トランジスタの電界効果
移動度が低下してしまうため、ｙ１はｘ１の３倍未満であると好ましい。半導体層７４２
ａおよび半導体層７４２ｃを上記構成とすることにより、半導体層７４２ａおよび半導体
層７４２ｃを、半導体層７４２ｂよりも酸素欠損が生じにくい層とすることができる。
【０３６８】
なお、半導体層７４２ａおよび半導体層７４２ｃがＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、Ｉ
ｎおよびＭの和を１００ａｔｏｍｉｃ％としたときのＩｎと元素Ｍの含有率は、好ましく
はＩｎが５０ａｔｏｍｉｃ％未満、元素Ｍが５０ａｔｏｍｉｃ％以上、さらに好ましくは
Ｉｎが２５ａｔｏｍｉｃ％未満、元素Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％以上とする。また、半導体
層７４２ｂがＩｎ－Ｍ－Ｚｎ酸化物であるとき、ＩｎおよびＭの和を１００ａｔｏｍｉｃ
％としたときのＩｎと元素Ｍの含有率は好ましくはＩｎが２５ａｔｏｍｉｃ％以上、元素
Ｍが７５ａｔｏｍｉｃ％未満、さらに好ましくはＩｎが３４ａｔｏｍｉｃ％以上、元素Ｍ
が６６ａｔｏｍｉｃ％未満とする。
【０３６９】
例えば、ＩｎまたはＧａを含む半導体層７４２ａ、およびＩｎまたはＧａを含む半導体層
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７４２ｃとしてＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２、１：３：４、１：３：６、１：６：４、
または１：９：６などの原子数比のターゲットを用いて形成したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物
や、Ｉｎ：Ｇａ＝１：９などの原子数比のターゲットを用いて形成したＩｎ－Ｇａ酸化物
や、酸化ガリウムなどを用いることができる。また、半導体層７４２ｂとしてＩｎ：Ｇａ
：Ｚｎ＝３：１：２、１：１：１、５：５：６、または４：２：４．１などの原子数比の
ターゲットを用いて形成したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物を用いることができる。なお、半導
体層７４２ａ、半導体層７４２ｂ、および半導体層７４２ｃの原子数比はそれぞれ、誤差
として上記の原子数比のプラスマイナス２０％の変動を含む。
【０３７０】
半導体層７４２ｂを用いたトランジスタに安定した電気特性を付与するためには、半導体
層７４２ｂ中の不純物および酸素欠損を低減して高純度真性化し、半導体層７４２ｂを真
性または実質的に真性と見なせる酸化物半導体層とすることが好ましい。また、少なくと
も半導体層７４２ｂ中のチャネル形成領域が真性または実質的に真性と見なせる酸化物半
導体層とすることが好ましい。
【０３７１】
なお、実質的に真性と見なせる酸化物半導体層とは、酸化物半導体層中のキャリア密度が
、８×１０１１個／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１１個／ｃｍ３未満、さらに好まし
くは１×１０１０個／ｃｍ３未満であり、１×１０－９個／ｃｍ３以上である酸化物半導
体層をいう。
【０３７２】
図３７に、半導体層７４２として酸化物半導体を用いたトランジスタ構造の一例を示す。
図３７に例示するトランジスタ８２２は、半導体層７４２ａの上に半導体層７４２ｂが形
成されている。トランジスタ８２２は、バックゲート電極を有するボトムゲート型のトラ
ンジスタの一種である。図３７（Ａ）はトランジスタ８２２の上面図である。図３７（Ｂ
）は、図３７（Ａ）中のＸ１－Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断面図（チャネル長方向の
断面図）である。図３７（Ｃ）は、図３７（Ａ）中のＹ１－Ｙ２の一点鎖線で示した部位
の断面図（チャネル幅方向の断面図）である。
【０３７３】
絶縁層７２９上に設けられた電極７２３は、絶縁層７２６、絶縁層７２８、および絶縁層
７２９に設けられた開口７４７ａおよび開口７４７ｂにおいて、電極７４６と電気的に接
続されている。よって、電極７２３と電極７４６には、同じ電位が供給される。また、開
口７４７ａおよび開口７４７ｂは、どちらか一方を設けなくてもよい。また、開口７４７
ａおよび開口７４７ｂの両方を設けなくてもよい。開口７４７ａおよび開口７４７ｂの両
方を設けない場合は、電極７２３と電極７４６に異なる電位を供給することができる。
【０３７４】
［酸化物半導体のエネルギーバンド構造］
ここで、半導体層７４２ａ、半導体層７４２ｂ、および半導体層７４２ｃの積層により構
成される半導体層７４２の機能およびその効果について、図４１（Ａ）および図４１（Ｂ
）に示すエネルギーバンド構造図を用いて説明する。図４１（Ａ）は、図３６（Ｂ）にＤ
１－Ｄ２の一点鎖線で示す部位のエネルギーバンド構造図である。図４１（Ａ）は、トラ
ンジスタ８５０のチャネル形成領域のエネルギーバンド構造を示している。
【０３７５】
図４１（Ａ）中、Ｅｃ８８２、Ｅｃ８８３ａ、Ｅｃ８８３ｂ、Ｅｃ８８３ｃ、Ｅｃ８８６
は、それぞれ、絶縁層７７２、半導体層７４２ａ、半導体層７４２ｂ、半導体層７４２ｃ
、絶縁層７２６の伝導帯下端のエネルギーを示している。
【０３７６】
ここで、真空準位と伝導帯下端のエネルギーとの差（「電子親和力」ともいう。）は、真
空準位と価電子帯上端のエネルギーとの差（イオン化ポテンシャルともいう。）からエネ
ルギーギャップを引いた値となる。なお、エネルギーギャップは、分光エリプソメータ（
例えば、ＨＯＲＩＢＡ　ＪＯＢＩＮ　ＹＶＯＮ社　ＵＴ－３００）を用いて測定できる。
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また、真空準位と価電子帯上端のエネルギー差は、紫外線光電子分光分析（ＵＰＳ：Ｕｌ
ｔｒａｖｉｏｌｅｔ　Ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）装置（
例えば、ＰＨＩ社　ＶｅｒｓａＰｒｏｂｅ）を用いて測定できる。
【０３７７】
なお、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２のターゲットを用いて形成したＩｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．５ｅＶ、電子親和力は約４．５ｅＶである
。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：４のターゲットを用いて形成したＩｎ－
Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．４ｅＶ、電子親和力は約４．５ｅＶであ
る。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：６のターゲットを用いて形成したＩｎ
－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．３ｅＶ、電子親和力は約４．５ｅＶで
ある。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６：２のターゲットを用いて形成したＩ
ｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．９ｅＶ、電子親和力は約４．３ｅＶ
である。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６：８のターゲットを用いて形成した
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．５ｅＶ、電子親和力は約４．４ｅ
Ｖである。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：６：１０のターゲットを用いて形成
したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．５ｅＶ、電子親和力は約４．
５ｅＶである。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１のターゲットを用いて形
成したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約３．２ｅＶ、電子親和力は約４
．７ｅＶである。また、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２のターゲットを用いて
形成したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物のエネルギーギャップは約２．８ｅＶ、電子親和力は約
５．０ｅＶである。
【０３７８】
絶縁層７７２と絶縁層７２６は絶縁物であるため、Ｅｃ８８２とＥｃ８８６は、Ｅｃ８８
３ａ、Ｅｃ８８３ｂ、およびＥｃ８８３ｃよりも真空準位に近い（電子親和力が小さい）
。
【０３７９】
また、Ｅｃ８８３ａは、Ｅｃ８８３ｂよりも真空準位に近い。具体的には、Ｅｃ８８３ａ
は、Ｅｃ８８３ｂよりも０．０５ｅＶ以上、０．０７ｅＶ以上、０．１ｅＶ以上または０
．１５ｅＶ以上、かつ２ｅＶ以下、１ｅＶ以下、０．５ｅＶ以下または０．４ｅＶ以下真
空準位に近いことが好ましい。
【０３８０】
また、Ｅｃ８８３ｃは、Ｅｃ８８３ｂよりも真空準位に近い。具体的には、Ｅｃ８８３ｃ
は、Ｅｃ８８３ｂよりも０．０５ｅＶ以上、０．０７ｅＶ以上、０．１ｅＶ以上または０
．１５ｅＶ以上、かつ２ｅＶ以下、１ｅＶ以下、０．５ｅＶ以下または０．４ｅＶ以下真
空準位に近いことが好ましい。
【０３８１】
また、半導体層７４２ａと半導体層７４２ｂとの界面近傍、および、半導体層７４２ｂと
半導体層７４２ｃとの界面近傍では、混合領域が形成されるため、伝導帯下端のエネルギ
ーは連続的に変化する。即ち、これらの界面において、準位は存在しないか、ほとんどな
い。
【０３８２】
従って、当該エネルギーバンド構造を有する積層構造において、電子は半導体層７４２ｂ
を主として移動することになる。そのため、半導体層７４２ａと絶縁層７７２との界面、
または、半導体層７４２ｃと絶縁層７２６との界面に準位が存在したとしても、当該準位
は電子の移動にほとんど影響しない。また、半導体層７４２ａと半導体層７４２ｂとの界
面、および半導体層７４２ｃと半導体層７４２ｂとの界面に準位が存在しないか、ほとん
どないため、当該領域において電子の移動を阻害することもない。従って、上記酸化物半
導体の積層構造を有するトランジスタは、高い電界効果移動度を実現することができる。
【０３８３】
なお、図４１（Ａ）に示すように、半導体層７４２ａと絶縁層７７２の界面、および半導
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体層７４２ｃと絶縁層７２６の界面近傍には、不純物や欠陥に起因したトラップ準位８９
０が形成され得るものの、半導体層７４２ａ、および半導体層７４２ｃがあることにより
、半導体層７４２ｂと当該トラップ準位とを遠ざけることができる。
【０３８４】
特に、本実施の形態に例示するトランジスタは、半導体層７４２ｂの上面と側面が半導体
層７４２ｃと接し、半導体層７４２ｂの下面が半導体層７４２ａと接して形成されている
。このように、半導体層７４２ｂを半導体層７４２ａと半導体層７４２ｃで覆う構成とす
ることで、上記トラップ準位の影響をさらに低減することができる。
【０３８５】
ただし、Ｅｃ８８３ａまたはＥｃ８８３ｃと、Ｅｃ８８３ｂとのエネルギー差が小さい場
合、半導体層７４２ｂの電子が該エネルギー差を越えてトラップ準位に達することがある
。トラップ準位に電子が捕獲されることで、絶縁層の界面にマイナスの固定電荷が生じ、
トランジスタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。
【０３８６】
従って、Ｅｃ８８３ａ、およびＥｃ８８３ｃと、Ｅｃ８８３ｂとのエネルギー差を、それ
ぞれ０．１ｅＶ以上、好ましくは０．１５ｅＶ以上とすると、トランジスタのしきい値電
圧の変動が低減され、トランジスタの電気特性を良好なものとすることができるため、好
ましい。
【０３８７】
また、半導体層７４２ａ、および半導体層７４２ｃのバンドギャップは、半導体層７４２
ｂのバンドギャップよりも広いほうが好ましい。
【０３８８】
図４１（Ｂ）は、図３７（Ｂ）にＤ３－Ｄ４の一点鎖線で示す部位のエネルギーバンド構
造図である。図４１（Ｂ）は、トランジスタ８２２のチャネル形成領域のエネルギーバン
ド構造を示している。
【０３８９】
図４１（Ｂ）中、Ｅｃ８８７は、絶縁層７２８の伝導帯下端のエネルギーを示している。
半導体層７４２を半導体層７４２ａと半導体層７４２ｂの２層とすることで、トランジス
タの生産性を高めることができる。なお、半導体層７４２ｃを設けない分、トラップ準位
８９０の影響を受けやすくなるが、半導体層７４２を単層構造とした場合よりも高い電界
効果移動度を実現することができる。
【０３９０】
本発明の一態様によれば、電気特性のばらつきが少ないトランジスタを実現することがで
きる。よって、電気特性のばらつきが少ない半導体装置を実現することができる。本発明
の一態様によれば、信頼性の良好なトランジスタを実現することができる。よって、信頼
性の良好な半導体装置を実現することができる。
【０３９１】
また、酸化物半導体は、エネルギーギャップが３．０ｅＶ以上と大きく、可視光に対する
透過率が大きい。また、酸化物半導体を適切な条件で加工して得られたトランジスタにお
いては、オフ電流を使用時の温度条件下（例えば、２５℃）において、１００ｚＡ（１×
１０－１９Ａ）以下、もしくは１０ｚＡ（１×１０－２０Ａ）以下、さらには１ｚＡ（１
×１０－２１Ａ）以下とすることができる。このため、消費電力の少ない半導体装置を提
供することができる。
【０３９２】
本発明の一態様によれば、消費電力が少ないトランジスタを実現することができる。よっ
て、消費電力が少ない表示素子や表示装置などの半導体装置を実現することができる。ま
たは、信頼性の良好な表示素子や表示装置などの半導体装置を実現することができる。
【０３９３】
図３６に示すトランジスタ８５０の説明にもどる。絶縁層７７２に設けた凸部上に半導体
層７４２ｂを設けることによって、半導体層７４２ｂの側面も電極７４３で覆うことがで
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きる。すなわち、トランジスタ８５０は、電極７４３の電界によって、半導体層７４２ｂ
を電気的に取り囲むことができる構造を有している。このように、導電膜の電界によって
、チャネルが形成される半導体層を電気的に取り囲むトランジスタの構造を、ｓｕｒｒｏ
ｕｎｄｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ（Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ）構造とよぶ。また、Ｓ－ｃｈａｎｎ
ｅｌ構造を有するトランジスタを、「Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ型トランジスタ」もしくは「Ｓ
－ｃｈａｎｎｅｌトランジスタ」ともいう。
【０３９４】
Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ構造では、半導体層７４２ｂの全体（バルク）にチャネルを形成する
こともできる。Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ構造では、トランジスタのドレイン電流を大きくする
ことができ、さらに大きいオン電流を得ることができる。また、電極７４３の電界によっ
て、半導体層７４２ｂに形成されるチャネル形成領域の全領域を空乏化することができる
。したがって、Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ構造では、トランジスタのオフ電流をさらに小さくす
ることができる。
【０３９５】
なお、絶縁層７７２の凸部を高くし、また、チャネル幅を小さくすることで、Ｓ－ｃｈａ
ｎｎｅｌ構造によるオン電流の増大効果、オフ電流の低減効果などをより高めることがで
きる。また、半導体層７４２ｂの形成時に、露出する半導体層７４２ａを除去してもよい
。この場合、半導体層７４２ａと半導体層７４２ｂの側面が揃う場合がある。
【０３９６】
また、図３８に示すトランジスタ８５１のように、半導体層７４２の下方に、絶縁層を介
して電極７２３を設けてもよい。図３８（Ａ）はトランジスタ８５１の上面図である。図
３８（Ｂ）は、図３８（Ａ）中のＸ１－Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断面図である。図
３８（Ｃ）は、図３８（Ａ）中のＹ１－Ｙ２の一点鎖線で示した部位の断面図である。
【０３９７】
また、図３９に示すトランジスタ８５２のように、電極７４３の上方に絶縁層７７５を設
け、絶縁層７７５上に層７２５を設けてもよい。図３９（Ａ）はトランジスタ８５２の上
面図である。図３９（Ｂ）は、図３９（Ａ）中のＸ１－Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断
面図である。図３９（Ｃ）は、図３９（Ａ）中のＹ１－Ｙ２の一点鎖線で示した部位の断
面図である。
【０３９８】
なお、図３９では、層７２５を絶縁層７７５上に設けているが、絶縁層７２８上、または
絶縁層７２９上に設けてもよい。層７２５を、遮光性を有する材料で形成することで、光
照射によるトランジスタの特性変動や、信頼性の低下などを防ぐことができる。なお、層
７２５を少なくとも半導体層７４２ｂよりも大きく形成し、層７２５で半導体層７４２ｂ
を覆うことで、上記の効果を高めることができる。層７２５は、有機物材料、無機物材料
、又は金属材料を用いて作製することができる。また、層７２５を導電性材料で作製した
場合、層７２５に電圧を供給してもよいし、電気的に浮遊した（フローティング）状態と
してもよい。
【０３９９】
図４０に、Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ構造を有するトランジスタの一例を示す。図４０に例示す
るトランジスタ８４８は、前述したトランジスタ８４７とほぼ同様の構成を有する。トラ
ンジスタ８４８は、絶縁層７７２に設けた凸部上に半導体層７４２が形成されている。ト
ランジスタ８４８はバックゲート電極を有するトップゲート型のトランジスタの一種であ
る。図４０（Ａ）はトランジスタ８４８の上面図である。図４０（Ｂ）は、図４０（Ａ）
中のＸ１－Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断面図である。図４０（Ｃ）は、図４０（Ａ）
中のＹ１－Ｙ２の一点鎖線で示した部位の断面図である。
【０４００】
絶縁層７２９上に設けられた電極７４４ａは、絶縁層７２６、絶縁層７２８、および絶縁
層７２９に設けられた開口７４７ｃにおいて、半導体層７４２と電気的に接続されている
。また、絶縁層７２９上に設けられた電極７４４ｂは、絶縁層７２６、絶縁層７２８、お
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よび絶縁層７２９に設けられた開口７４７ｄにおいて、半導体層７４２と電気的に接続さ
れている。
【０４０１】
絶縁層７２６上に設けられた電極７４３は、絶縁層７２６、および絶縁層７７２に設けら
れた開口７４７ａおよび開口７４７ｂにおいて、電極７２３と電気的に接続されている。
よって、電極７４３と電極７２３には、同じ電位が供給される。また、開口７４７ａおよ
び開口７４７ｂは、どちらか一方を設けなくてもよい。また、開口７４７ａおよび開口７
４７ｂの両方を設けなくてもよい。開口７４７ａおよび開口７４７ｂの両方を設けない場
合は、電極７２３と電極７４３に異なる電位を供給することができる。
【０４０２】
なお、Ｓ－ｃｈａｎｎｅｌ構造を有するトランジスタに用いる半導体層は、酸化物半導体
に限定されるものではない。
【０４０３】
〔他の構成例〕
　以下では、図４２－図４７を参照して、薄膜の多結晶シリコン（ポリシリコン）膜を用
いたｎチャネル型のトランジスタの構成例を示す。
【０４０４】
　図４２（Ａ）はトランジスタ７０Ａの上面図である。図４２（Ｂ）は図４２（Ａ）のＬ
１－Ｌ２線による断面図であり、図４２（Ｃ）は図４２（Ａ）の切断線Ｗ１－Ｗ２による
断面図である。なお、図４２（Ｂ）は、チャネル長Ｌ方向のトランジスタ７０Ａの断面図
であり、図４２（Ｃ）では、チャネル幅Ｗ方向のトランジスタ７０Ａの断面図である。
【０４０５】
　トランジスタ７０Ａは、絶縁表面を有する基板７２上に、ゲートとして機能する導電層
７３と、導電層７３上の絶縁層７４と、絶縁層７４を間に介して導電層７３と重畳する半
導体層７５と、半導体層７５上の絶縁層７６と、絶縁層７６を間に介して半導体層７５と
重畳し、なおかつゲートとして機能する導電層７７と、導電層７７上の絶縁層７８と、絶
縁層７８上の絶縁層７９と、絶縁層７６、絶縁層７８および絶縁層７９に設けられた開口
において半導体層７５に電気的に接続され、なおかつソースまたはドレインとして機能す
る導電層８０および導電層８１とを有する。
【０４０６】
　また、半導体層７５は、導電層７７と重畳する位置にチャネル形成領域８２と、チャネ
ル形成領域８２を間に挟むように位置する一対のＬＤＤ領域８３と、チャネル形成領域８
２、ＬＤＤ領域８３を間に挟むように位置する一対の不純物領域８４とを有する。一対の
不純物領域８４はソース領域またはドレイン領域として機能する。また、ＬＤＤ領域８３
、および不純物領域８４は、ｎ型の導電型を半導体層７５に付与する不純物元素、例えば
、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）等が添加されている。
【０４０７】
　トランジスタ７０Ａは、第１の導電層（導電層７３）上に第１の絶縁層（絶縁層７４）
を有し、第１の絶縁層（絶縁層７４）上にチャネル形成領域８２を有する半導体層７５を
有し、半導体層７５上に第２の絶縁層（絶縁層７６）を有し、第２の絶縁層（絶縁層７６
）上に第２の導電層（導電層７７）を有し、第２の導電層（導電層７７）は、第２の絶縁
層（絶縁層７６）を介して半導体層７５の側面を覆い、半導体層７５は、チャネル幅方向
の断面において、第１の導電層（導電層７３）と第２の導電層（導電層７７）とで囲まれ
た構造、即ちＳ－ｃｈａｎｎｅｌ構造を有する。
【０４０８】
　図４２（Ｃ）に示す構造とすることで、電流は半導体層７５の全体（バルク）を流れる
。半導体層７５の内部を電流が流れることで、界面散乱の影響を受けにくいため、高いオ
ン電流を得ることができる。なお、半導体層７５を厚くすると、オン電流を向上させるこ
とができる。
【０４０９】
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　また、トランジスタ７０Ａにおいては、半導体層７５に垂直方向からのゲート電界に加
えて、側面方向からのゲート電界が印加される。すなわち、半導体層７５の全体的にゲー
ト電界が印加されることとなり、電流は半導体層７５のバルクを流れる。これによって、
トランジスタ７０Ａの電界効果移動度の向上を図ることが可能となる。
【０４１０】
　また、トランジスタをＳ－ｃｈａｎｎｅｌ構造とすることで、上下からの半導体層７５
への不純物混入の影響を排除できる効果などを併せて有する。また、第１の導電層（導電
層７３）と第２の導電層（導電層７７）は、上下からの光が半導体膜に照射されることを
遮光でき、光励起を抑えるため、オフ電流の増加を防止できる。
【０４１１】
　ここではｎチャネル型のトランジスタの例を示しているが、ｎ型の導電型を半導体層７
５に付与する不純物元素に代えてｐ型の導電型を付与する不純物元素、例えば、ボロン（
Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）等を添加すれば、ｐチャネル型のトラン
ジスタを作製することができる。また、ｎチャネル型のトランジスタ７０Ａのチャネル形
成領域８２にｐ型の導電型を付与する不純物元素を微量に添加してもよい。
【０４１２】
　なお、半導体層７５は、様々な技術により結晶化しても良い。様々な結晶化方法として
、レーザ光を用いたレーザ結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法がある。或いは、触媒元
素を用いる結晶化法とレーザ結晶化法とを組み合わせて用いることもできる。また、基板
７２として石英のような耐熱性に優れている基板を用いる場合、電熱炉を使用した熱結晶
化方法、赤外光を用いたランプアニール結晶化法、触媒元素を用いる結晶化法、９５０℃
程度の高温アニールを組み合わせた結晶化法を用いても良い。
【０４１３】
　非晶質シリコン膜にレーザ光を照射して多結晶シリコン膜とし、多結晶シリコン膜をト
ランジスタ７０Ａのチャネル形成領域８２として用いる場合、レーザ光を照射して形成さ
れる粒界は、多結晶シリコン膜の下方まで到達しているため、電流は半導体膜界面よりも
半導体膜のバルクを流れる。従ってレーザ光の照射エネルギーのばらつきによる影響が低
減できる。
【０４１４】
　従来は、チャネル領域に低濃度の不純物元素を添加してしきい値制御を行っていたが、
一対のゲート電極で半導体層を挟む構造の場合、半導体層と絶縁膜の界面にキャリアが発
生する確率が高く、キャリアが絶縁膜や絶縁膜と半導体層との界面に注入され、しきい値
が上昇してしまうという問題があった。また、このチャネル領域のエネルギーバンド構造
によると、キャリアの通り道は、半導体層と絶縁膜との界面付近だけである。このため、
ドレインに印加された電圧によって加速されたホットキャリアが絶縁膜と半導体層との界
面や絶縁膜に注入されることによる移動度やドレイン電流の低下が大きな問題となってい
た。
【０４１５】
　トランジスタ７０Ａには、半導体膜に垂直方向からのゲート電界に加えて、側面方向か
らのゲート電界が印加される。すなわち、半導体膜の全体的にゲート電界が印加されるこ
ととなり、電流は半導体膜のバルクを流れる。これによって、トランジスタの電界効果移
動度の向上を図ることが可能となる。
【０４１６】
　なお、図４２（Ａ）では、ゲートとして機能する導電層７７と、バックゲート電極とし
て機能する導電層７３を有する構成を示しているが、他の構成でもよい。例えば、用いる
回路によっては、バックゲート電極として機能する導電層７３を省略したトランジスタを
部分的に設けてもよい。
【０４１７】
　また、図４２（Ａ）では、ゲートとして機能する導電層７７は、テーパー部を有する構
成としている。テーパー部を有するゲート電極を用い、半導体層に不純物元素をドーピン
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グして自己整合的に不純物領域を形成すると、ホットキャリア劣化の少ない半導体装置を
実現できる。
【０４１８】
　また、トランジスタ７０Ａでは、ゲートとして機能する導電層７７と、バックゲート電
極として機能する導電層７３とを電気的に接続されているが、それぞれに異なる電位を与
えるようにすることもできる。そのような例を図４３に示す。図４３（Ａ）はトランジス
タ７０Ｂの上面図である。図４３（Ｂ）は図４３（Ａ）のＬ１－Ｌ２線による断面図であ
り、図４３（Ｃ）は図４３（Ａ）のＷ１－Ｗ２線による断面図である。
【０４１９】
　また、図４３に示すトランジスタ７０Ｂは、トランジスタ７０Ａとは絶縁層７４の種類
が異なる。トランジスタ７０Ｂでは、絶縁層７４としてプラズマＣＶＤ法などで得られる
絶縁膜が用いられている。バックゲート電極として機能する導電層７３の存在により絶縁
膜表面に凸部が形成され、その上に半導体膜が形成されるため、半導体膜表面にも下地の
表面形状が反映されている。
【０４２０】
　トランジスタ７０Ｂも、チャネル形成領域が、ゲートとして機能する導電層７７とバッ
クゲート電極として機能する導電層７３で囲まれたＳ－ｃｈａｎｎｅｌ構造となっている
。
【０４２１】
　また、図４４（Ａ）には、トランジスタ７０Ｃの上面図を示す。図４４（Ｂ）は、トラ
ンジスタ７０Ｃのチャネル長方向を表すＬ１－Ｌ２線による断面図である。図４４（Ｃ）
は、トランジスタ７０Ｃのチャネル幅方向を表すＷ１－Ｗ２線による断面図である。
【０４２２】
　図４４（Ａ）には、導電層７７、導電層７３、半導体層７５、導電層８０、導電層８１
、開口９３、開口９４、開口９５および開口９６を示している。導電層７７は、ゲートと
して機能する。導電層７３はバックゲートとして機能する。開口９３、９４は、半導体層
７５と、導電層８０、導電層８１とを接続するための開口である。開口９５、９６は、導
電層７７と、導電層７３と電気的に接続するための開口である。
【０４２３】
　図４４（Ｂ）では、基板７２上に、導電層７３と、絶縁層７４と、絶縁層７４を間に介
して導電層７３と重畳する半導体層７５と、半導体層７５上の絶縁層７６と、絶縁層７６
を間に介して半導体層７５と重畳し、なおかつゲートとして機能する導電層７７ａおよび
導電層７７ｂと、導電層７７ａおよび導電層７７ｂ上の絶縁層７８と、絶縁層７８上の絶
縁層７９と、絶縁層７６、絶縁層７８および絶縁層７９に設けられた開口９３、９４にお
いて半導体層７５に電気的に接続され、なおかつソースまたはドレインとして機能する導
電層８０および導電層８１とを有する。
【０４２４】
　図４４（Ｃ）では、基板７２上に、導電層７３と、絶縁層７４と、半導体層７５と、絶
縁層７６と、開口９５、９６において導電層７３に電気的に接続された導電層７７ａおよ
び導電層７７ｂと、導電層７７ａおよび導電層７７ｂ上の絶縁層７８と、絶縁層７８上の
絶縁層７９と、を有する。半導体層７５は、チャネル形成領域８２と、ＬＤＤ領域８３と
、不純物領域８４とを有する。導電層７７ａおよび導電層７７ｂの構成により、導電層７
７ｂと重なっていない導電層７７ａの領域を介してドーピングすることで自己整合的に不
純物領域を形成することができる。導電層７７ａとオーバーラップするＬＤＤ領域の長さ
は、そのイオンドーピング時のマスクとなる導電層７７ｂによって制御される。導電層７
７ａおよび導電層７７ｂをイオンドーピング時のマスクとして用い、導電層７７ａとオー
バーラップするＬＤＤ領域を自己整合的に形成し、且つ、その長さ（Ｌｏｖ）を必要とす
る長さに調整することができる。また、導電層７７ａとオーバーラップするＬＤＤ領域の
長さを正確に制御することができるようになり、ホットキャリア劣化に対する寿命時間を
延長し、信頼性の高い半導体装置を歩留まり良く作製できる。
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【０４２５】
　トランジスタ７０Ｃでは、ゲートである導電層７７、導電層７７と電気的に接続された
バックゲートである導電層７３によって、半導体層７５のチャネル形成領域８２のチャネ
ル幅方向を電気的に取り囲む構造としている。つまり当該構造は、チャネル形成領域の上
面、下面及び側面から、チャネル形成領域を包み込む構造とすることができる。そのため
、オン電流を高めることができ、チャネル幅方向のサイズ縮小を図ることができる。また
、チャネル形成領域を導電膜で取り囲む構成とするため、チャネル形成領域の遮光を容易
に行うことができ、チャネル形成領域に意図しない光が照射されることによる光励起を抑
制することができる。
【０４２６】
　またトランジスタ７０Ｃでは、半導体層７５におけるＷ１－Ｗ２方向での側端部におけ
る意図しない導電性の上昇による導通状態を抑制することができる。またＬＤＤ領域８３
、及び不純物領域８４に添加した不純物元素の分布ばらつきの影響を小さくすることがで
きる。
【０４２７】
　また図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）に示す構成では、半導体層７５におけるＷ１－Ｗ２方
向での側端部における意図しない導電性の上昇による導通状態を抑制することができる。
また半導体層７５内に添加した不純物元素の分布ばらつきの影響を小さくすることができ
る。
【０４２８】
　また図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）に示す構成では、ゲートとバックゲートとを電気的に
接続する構成としたが、図４３に一例を示したように、別々の電位とする構成も有効であ
る。当該構成は、特にｎチャネル型のみで構成する回路とする際に有効である。つまり、
バックゲートに電圧を印加することでトランジスタの閾値電圧を制御できるため、閾値電
圧の異なるトランジスタにより構成されたＥＤ－ＭＯＳでインバータ回路などのロジック
回路を構成することができる。このようなロジック回路を、画素を駆動するための駆動回
路に適用することで駆動回路が占める面積を縮小することができるため、表示装置の狭額
縁化を実現することができる。また、バックゲートの電圧をトランジスタがオフになるよ
うな電圧にすることで、トランジスタをオフ状態にした際のオフ電流をより小さくするこ
とができる。そのため、表示装置のリフレッシュレートを大きくしても、書き込んだ電圧
を保持し続けさせることができる。そのため、書き込み回数を少なくすることによる表示
装置の低消費電力化を見込むことができる。
【０４２９】
　なお図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）に示す上面図及び断面図は、一例であり他の構成とす
ることもできる。例えば、図４５（Ａ）―図４５（Ｃ）に図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）と
は異なる上面図及び断面図を示す。
【０４３０】
　図４５（Ａ）―図４５（Ｃ）に示すトランジスタ７０Ｄが、図４４（Ａ）―図４４（Ｃ
）に示すトランジスタ７０Ｃと異なる点は、ゲートとなる導電層７７を単層で形成してい
る点にある。また開口９５，９６の位置を、よりチャネル形成領域８２側に近づけた点に
ある。このようにすることで、トランジスタ７０Ｄのチャネル形成領域の上面、下面及び
側面から、チャネル形成領域に向けて電界をかけやすくすることができる。また、当該構
成としても、図４４（Ａ）乃至（Ｃ）と同様にＳ－ｃｈａｎｎｅｌ構造であるため、その
効果を奏することができる。
【０４３１】
　また別の構成として、図４６（Ａ）―図４６（Ｃ）に図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）、及
び図４５（Ａ）―図４５（Ｃ）とは異なる上面図及び断面図を示す。
【０４３２】
　図４６（Ａ）―図４６（Ｃ）に示す構成が、図４４（Ａ）―図４４（Ｃ）、及び図４５
（Ａ）―図４５（Ｃ）に示す構成と異なる点は、トランジスタ７０Ｅのバックゲートとな



(56) JP 2016-212871 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

る導電層７３を導電層７３ａおよび導電層７３ｂで構成し、導電層７３ｂを導電層７３ａ
で取り囲む構造としている点にある。当該構成としても、図４４（Ａ）乃至（Ｃ）と同様
にＳ－ｃｈａｎｎｅｌ構造であるため、その効果を奏することができる。
【０４３３】
　加えて図４６（Ａ）―図４６（Ｃ）の構成では、導電層７３ｂに可動性の元素を有する
金属（例えば、銅（Ｃｕ））を用いた場合においても、可動性の元素が半導体膜に進入し
半導体膜が劣化することを防止できる。
【０４３４】
　なお配線の被形成面にある、バリア膜として機能する導電層７３ａの材料としては、高
融点材料であるタングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔ
ｉ）、タンタル（Ｔａ）のいずれか、あるいはその合金（例えば、Ｗ‐Ｍｏ、Ｍｏ‐Ｃｒ
、Ｔａ‐Ｍｏ）、あるいはその窒化物（例えば、窒化タングステン、窒化チタン、窒化タ
ンタル、チタンとシリコンを含む窒化物）等を用いることができる。形成方法としてはス
パッタ法、ＣＶＤ法等を用いることができる。また導電層７３ｂの材料としては、銅（Ｃ
ｕ）が好ましいが、低抵抗材料であれば特に限られない。例えば、銀（Ａｇ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、及びそれらの合金等を用いることもできる。導電層７３ｂを
形成する方法としてはスパッタ法が好ましいが、レジストマスクにダメージを与えない条
件を選択することで、ＣＶＤ法を用いることもできる。
【０４３５】
　図４７（Ａ）、図４７（Ｂ）では、ｎチャネル型のトランジスタ７０と、ｐチャネル型
のトランジスタ７１とを示す。
【０４３６】
　ここでは、同一基板上にｎチャネル型のトランジスタ７０と、ｐチャネル型のトランジ
スタ７１と構成する一例を示す。ｎチャネル型のトランジスタ７０と、ｐチャネル型のト
ランジスタ７１を組みわせることでＣＭＯＳ回路などを作製することができる。
【０４３７】
　トランジスタ７０は、絶縁表面を有する基板７２上に、ゲートとして機能する導電層７
３と、導電層７３上の絶縁層７４と、絶縁層７４を間に介して導電層７３と重畳する半導
体層７５と、半導体層７５上の絶縁層７６と、絶縁層７６を間に介して半導体層７５と重
畳し、なおかつゲートとして機能する導電層７７ａおよび導電層７７ｂと、導電層７７ａ
および導電層７７ｂ上の絶縁層７８と、絶縁層７８上の絶縁層７９と、絶縁層７６、絶縁
層７８および絶縁層７９に設けられた開口において半導体層７５に電気的に接続され、な
おかつソースまたはドレインとして機能する導電層８０および導電層８１とを有する。
【０４３８】
　導電層７７ｂは、チャネル長方向における幅が導電層７７ａよりも短く、導電層７７ａ
および導電層７７ｂは、絶縁層７６側から順に積層されている。また、半導体層７５は、
導電層７７ｂと重畳する位置にチャネル形成領域８２と、チャネル形成領域８２を間に挟
むように位置する一対のＬＤＤ領域８３と、チャネル形成領域８２、ＬＤＤ領域８３を間
に挟むように位置する一対の不純物領域８４とを有する。一対の不純物領域８４はソース
領域またはドレイン領域として機能する。
【０４３９】
　また、トランジスタ７１は、絶縁表面を有する基板７２上に、ゲートとして機能する導
電層８５と、導電層８５上の絶縁層７４と、絶縁層７４を間に介して導電層８５と重畳す
る半導体層８６と、半導体層８６上の絶縁層７６と、絶縁層７６を間に介して半導体層８
６と重畳し、なおかつゲートとして機能する導電層８７ａおよび導電層８７ｂと、導電層
８７ａおよび導電層８７ｂ上の絶縁層７８と、絶縁層７８上の絶縁層７９と、絶縁層７６
、絶縁層７８および絶縁層７９に設けられた開口において半導体層８６に電気的に接続さ
れ、なおかつソースまたはドレインとして機能する導電層８８および導電層８９とを有す
る。
【０４４０】
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　導電層８７ｂは、チャネル長方向における幅が導電層８７ａよりも短く、導電層８７ａ
および導電層８７ｂは、絶縁層７６側から順に積層されている。また、半導体層８６は、
導電層８７ｂと重畳する位置にチャネル形成領域９０と、チャネル形成領域９０を間に挟
むように位置する一対の不純物領域９１とを有する。一対の不純物領域９１はソース領域
またはドレイン領域として機能する。
【０４４１】
　図４７（Ａ）では、ゲートとして機能する導電層７７ａ、７７ｂと、バックゲート電極
として機能する導電層７３を有する構成を示しているが、他の構成でもよい。例えば、図
４７（Ｂ）に図示するように、バックゲート電極として機能する導電層７３を省略しても
よい。また、図４７（Ａ）では、ゲートとして機能する導電層８７ａ、８７ｂと、バック
ゲート電極として機能する導電層８５を有する構成を示しているが、他の構成でもよい。
例えば、図４７（Ｂ）に図示するように、バックゲート電極として機能する導電層８５を
省略してもよい。
【０４４２】
　図４７（Ａ）に示すｎチャネル型のトランジスタ７０は、実施の形態１と同様にＳ－ｃ
ｈａｎｎｅｌ構造であり、図４４（Ｂ）のトランジスタ７０Ｃに対応する。また、図４７
（Ａ）に示すｎチャネル型のトランジスタ７０の上面図は、図４４（Ｂ）のトランジスタ
７０Ｃの上面図に対応する。また、図４７（Ａ）に示すｎチャネル型のトランジスタ７０
のチャネル幅方向の断面図は、図４４（Ｃ）のトランジスタ７０Ｃの断面図に対応する。
【０４４３】
　図４８（Ａ）－（Ｃ）及び図４９（Ａ）－（Ｃ）に、上記とは構成の一部の異なるトラ
ンジスタの上面図及び断面図を示す。
【０４４４】
　図４８（Ａ）－（Ｃ）に示すトランジスタ７０Ｆは、所謂スタガ型構造である。
【０４４５】
　トランジスタ７０Ｆは、基板７２上の絶縁層７４と、絶縁層７４上の半導体層７５と、
絶縁層７４及び半導体層７５上の絶縁層７６と、絶縁層７６上の導電層７７と、絶縁層７
６及び導電層７７上の絶縁層７８と、絶縁層７８上の絶縁層７９と、絶縁層７９上の導電
層８０、導電層８１と、を有する。半導体層７５は、チャネル形成領域８２と、不純物領
域８４を有する。なお半導体層７５はＬＤＤ領域を有していてもよい。
【０４４６】
　なお、導電層８０は、絶縁層７６、絶縁層７８及び絶縁層７９に設けられた開口９３を
介して、半導体層７５と電気的に接続される。また、導電層８１は、絶縁層７６、絶縁層
７８及び絶縁層７９に設けられた開口９４を介して、半導体層７５と電気的に接続される
。
【０４４７】
　なお、絶縁層７４は、下地絶縁層としての機能を有する。また、絶縁層７６は、その一
部がゲート絶縁層としての機能を有し、導電層７７は、その一部がゲート電極としての機
能を有する。また、絶縁層７８、及び絶縁層７９は、層間絶縁層としての機能を有する。
また、導電層８０は、その一部がソース電極としての機能を有し、導電層８１は、その一
部がドレイン電極としての機能を有する。なおトランジスタ７０Ｆは、半導体層７５の導
電層７７と重ならない領域に不純物領域８４が形成された、いわゆるセルフアライン型の
構造である。また、トランジスタ７０Ｆは、Ｓｉｎｇｌｅ　Ｇａｔｅ構造のトランジスタ
である。
【０４４８】
　次に、図４９（Ａ）－（Ｃ）に示すトランジスタ７０Ｇは、所謂スタガ型構造であり、
先に説明したトランジスタ７０Ｆにバックゲート電極を設けた構造である。
【０４４９】
　一部がバックゲート電極として機能する導電層７３は、絶縁層７４よりも下側に位置す
る。トランジスタ７０Ｇは導電層７３と導電層７７によりチャネル形成領域８２が挟持さ
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れた構造を有する。ここで、導電層７３と導電層７７とが図示しない領域で電気的に接続
していることが好ましい。
【０４５０】
　図４９（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、絶縁層７４の半導体層７５と重ならない領域は、
半導体層７５と重なる領域に比べて薄くなっている。このような構成とすることで、チャ
ネル形成領域８２の側面を導電層７７が覆う構成とすることができる。そのためチャネル
形成領域８２の側面方向から効果的にゲート電界を印加することができる。
【０４５１】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【０４５２】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、本発明の一態様のタッチパネルと、ＩＣと、を有するタッチパネル
モジュールの構成例について、図面を参照して説明する。
【０４５３】
　図５０に、タッチパネルモジュール６５００のブロック図を示す。タッチパネルモジュ
ール６５００は、タッチパネル６５１０と、ＩＣ６５２０を有する。
【０４５４】
　タッチパネル６５１０は、表示部６５１１と、入力部６５１２と、走査線駆動回路６５
１３を有する。表示部６５１１は、複数の画素、複数の信号線、複数の走査線を有し、画
像を表示する機能を有する。入力部６５１２は、被検知体のタッチパネル６５１０への接
触、または近接を検知する複数のセンサ素子を有し、タッチセンサとしての機能を有する
。走査線駆動回路６５１３は、表示部６５１１が有する走査線に、走査信号を出力する機
能を有する。
【０４５５】
　ここでは説明を容易にするため、タッチパネル６５１０の構成として、表示部６５１１
と入力部６５１２を分けて明示しているが、画像を表示する機能と、タッチセンサとして
の機能の両方の機能を有する、いわゆるインセル型のタッチパネルとすることが好ましい
。
【０４５６】
　入力部６５１２として用いることのできるタッチセンサの方式としては、例えば静電容
量方式を適用できる。静電容量方式としては、表面型静電容量方式、投影型静電容量方式
等がある。また投影型静電容量方式としては、自己容量方式、相互容量方式等がある。相
互容量方式を用いると、同時多点検出が可能となるため好ましい。
【０４５７】
　なおこれに限られず、指やスタイラスなどの被検知体の近接、または接触を検知するこ
とのできる様々な方式のセンサを入力部６５１２に適用することもできる。例えばセンサ
の方式としては、静電容量方式以外にも、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、光
学方式など様々な方式を用いることができる。
【０４５８】
　インセル型のタッチパネルとしては、代表的にはセミインセル型と、フルインセル型と
がある。セミインセル型は、表示素子を支持する基板と対向基板の両方、または対向基板
に、タッチセンサを構成する電極等が設けられた構成を言う。一方フルインセル型は、表
示素子を支持する基板に、タッチセンサを構成する電極等を設けた構成を言う。フルイン
セル型のタッチパネルとすることで、対向基板の構成を簡略化できるため好ましい。特に
フルインセル型として、表示素子を構成する電極が、タッチセンサを構成する電極を兼ね
る構成とすると、作製工程を簡略化でき、作製コストを低減できるため好ましい。
【０４５９】
　表示部６５１１は、ＨＤ（画素数１２８０×７２０）、ＦＨＤ（画素数１９２０×１０
８０）、ＷＱＨＤ（画素数２５６０×１４４０）、ＷＱＸＧＡ（画素数２５６０×１６０
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０）、４Ｋ（画素数３８４０×２１６０）、８Ｋ（画素数７６８０×４３２０）といった
極めて高い解像度を有していることが好ましい。特に４Ｋ、８Ｋ、またはそれ以上の解像
度とすることが好ましい。また、表示部６５１１に設けられる画素の画素密度（精細度）
が、３００ｐｐｉ以上、好ましくは５００ｐｐｉ以上、より好ましくは８００ｐｐｉ以上
、より好ましくは１０００ｐｐｉ以上、より好ましくは１２００ｐｐｉ以上であることが
好ましい。このように高い解像度で且つ高い精細度を有する表示部６５１１により、携帯
型や家庭用途などのパーソナルユースにおいては、より臨場感や奥行き感などを高めるこ
とが可能となる。
【０４６０】
　ＩＣ６５２０は、回路ユニット６５０１、信号線駆動回路６５０２、センサ駆動回路６
５０３、及び検知回路６５０４を有する。回路ユニット６５０１は、タイミングコントロ
ーラ６５０５と、画像処理回路６５０６等を有する。
【０４６１】
　信号線駆動回路６５０２は、表示部６５１１が有する信号線に、アナログ信号である映
像信号（ビデオ信号ともいう）を出力する機能を有する。例えば信号線駆動回路６５０２
として、シフトレジスタ回路とバッファ回路を組み合わせた構成を有することができる。
また、タッチパネル６５１０は、信号線に接続するデマルチプレクサ回路を有していても
よい。
【０４６２】
　センサ駆動回路６５０３は、入力部６５１２が有するセンサ素子を駆動する信号を出力
する機能を有する。センサ駆動回路６５０３としては、例えばシフトレジスタ回路とバッ
ファ回路を組み合わせた構成を用いることができる。
【０４６３】
　検知回路６５０４は、入力部６５１２が有するセンサ素子からの出力信号を回路ユニッ
ト６５０１に出力する機能を有する。例えば検知回路６５０４として、増幅回路と、アナ
ログデジタル変換回路（ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ－Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｏｒ）
を有する構成を用いることができる。このとき検知回路６５０４は、入力部６５１２から
出力されるアナログ信号を、デジタル信号に変換して回路ユニット６５０１に出力する。
【０４６４】
　回路ユニット６５０１が有する画像処理回路６５０６は、タッチパネル６５１０の表示
部６５１１を駆動する信号を生成して出力する機能と、入力部６５１２を駆動する信号を
生成して出力する機能と、入力部６５１２から出力された信号を解析して、ＣＰＵ６５４
０に出力する機能と、を有する。
【０４６５】
　より具体的な例としては、画像処理回路６５０６は、ＣＰＵ６５４０からの命令に従い
、映像信号を生成する機能を有する。また画像処理回路６５０６は、表示部６５１１の仕
様に合わせて映像信号に信号処理を施し、アナログ映像信号に変換し、信号線駆動回路６
５０２に供給する機能を有する。また画像処理回路６５０６は、ＣＰＵ６５４０からの命
令に従い、センサ駆動回路６５０３に出力する駆動信号を生成する機能を有する。また、
画像処理回路６５０６は、検知回路６５０４から入力された信号を解析し、位置情報とし
てＣＰＵ６５４０に出力する機能を有する。
【０４６６】
　またタイミングコントローラ６５０５は、画像処理回路６５０６が処理を施した映像信
号等に含まれる同期信号を基に、走査線駆動回路６５１３及びセンサ駆動回路６５０３に
出力する信号（クロック信号、スタートパルス信号などの信号）を生成し、出力する機能
を有する。またタイミングコントローラ６５０５は、検知回路６５０４が信号を出力する
タイミングを規定する信号を生成し、出力する機能を有していてもよい。ここで、タイミ
ングコントローラ６５０５は、走査線駆動回路６５１３に出力する信号と、センサ駆動回
路６５０３に出力する信号とに、それぞれ同期させた信号を出力することが好ましい。特
に、表示部６５１１の画素のデータを書き換える期間と、入力部６５１２でセンシングす
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る期間を、それぞれ分けることが好ましい。例えば、１フレーム期間を、画素のデータを
書き換える期間と、センシングする期間とに分けてタッチパネル６５１０を駆動すること
ができる。また、例えば１フレーム期間中に２以上のセンシングの期間を設けることで、
検出感度及び検知精度を高めることができる。
【０４６７】
　画像処理回路６５０６としては、例えばプロセッサを有する構成とすることができる。
例えばＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＧＰＵ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等のマイクロプロセッサを用いることが
できる。またこれらマイクロプロセッサをＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）やＦＰＡＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ａ
ｎａｌｏｇ　Ａｒｒａｙ）といったＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）によって実現した構成としてもよい。プロセッサにより種々のプログラムか
らの命令を解釈し実行することで、各種のデータ処理やプログラム制御を行う。プロセッ
サにより実行しうるプログラムは、プロセッサが有するメモリ領域に格納されていてもよ
いし、別途設けられる記憶装置に格納されていてもよい。
【０４６８】
　なお、タッチパネル６５１０が有する表示部６５１１、走査線駆動回路６５１３や、Ｉ
Ｃ６５２０が有する回路ユニット６５０１、信号線駆動回路６５０２、センサ駆動回路６
５０３、検知回路６５０４、または外部に設けられるＣＰＵ６５４０等に、チャネル形成
領域に酸化物半導体を用い、極めて低いオフ電流が実現されたトランジスタを利用するこ
ともできる。当該トランジスタは、オフ電流が極めて低いため、当該トランジスタを記憶
素子として機能する容量素子に流入した電荷（データ）を保持するためのスイッチとして
用いることで、データの保持期間を長期にわたり確保することができる。例えばこの特性
を画像処理回路６５０６のレジスタやキャッシュメモリに用いることで、必要なときだけ
画像処理回路６５０６を動作させ、他の場合には直前の処理の情報を当該記憶素子に待避
させることにより、ノーマリーオフコンピューティングが可能となり、タッチパネルモジ
ュール６５００、及びこれが実装される電子機器の低消費電力化を図ることができる。
【０４６９】
　なお、ここでは回路ユニット６５０１がタイミングコントローラ６５０５と画像処理回
路６５０６を有する構成としたが、画像処理回路６５０６自体、または画像処理回路６５
０６の一部の機能を有する回路を、ＩＣ６５２０の外部に設けてもよい。または、画像処
理回路６５０６の機能、または一部の機能をＣＰＵ６５４０が担ってもよい。例えば回路
ユニット６５０１が信号線駆動回路６５０２、センサ駆動回路６５０３、検知回路６５０
４、及びタイミングコントローラ６５０５を有する構成とすることもできる。
【０４７０】
　なお、ここではＩＣ６５２０が回路ユニット６５０１を含む例を示したが、回路ユニッ
ト６５０１はＩＣ６５２０に含まれない構成とすることもできる。この時、ＩＣ６５２０
は信号線駆動回路６５０２、センサ駆動回路６５０３、及び検知回路６５０４を有する構
成とすることができる。例えばタッチパネルモジュール６５００にＩＣを複数実装する場
合には、回路ユニット６５０１を別途設け、回路ユニット６５０１を有さないＩＣ６５２
０を複数配置することもできるし、ＩＣ６５２０と、信号線駆動回路６５０２のみを有す
るＩＣを組み合わせて配置することもできる。
【０４７１】
　このように、タッチパネル６５１０の表示部６５１１を駆動する機能と、入力部６５１
２を駆動する機能と、を１つのＩＣに組み込んだ構成とすることで、タッチパネルモジュ
ール６５００に実装するＩＣの数を減らすことができるため、コストを低減することがで
きる。
【０４７２】
　図５１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、ＩＣ６５２０を実装したタッチパネルモジュール６
５００の概略図である。
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【０４７３】
　図５１（Ａ）では、タッチパネルモジュール６５００は、基板６５３１、対向基板６５
３２、複数のＦＰＣ６５３３、ＩＣ６５２０、ＩＣ６５３０等を有する。また基板６５３
１と対向基板６５３２との間に表示部６５１１、入力部６５１２、及び走査線駆動回路６
５１３を有している。ＩＣ６５２０及びＩＣ６５３０は、ＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌ
ａｓｓ）方式などの実装方法により基板６５３１に実装されている。
【０４７４】
　ＩＣ６５３０は、上述したＩＣ６５２０において、信号線駆動回路６５０２のみ、また
は信号線駆動回路６５０２及び回路ユニット６５０１を有するＩＣである。ＩＣ６５２０
やＩＣ６５３０には、ＦＰＣ６５３３を介して外部から信号が供給される。またＦＰＣ６
５３３を介してＩＣ６５２０やＩＣ６５３０から外部に信号を出力することができる。
【０４７５】
　図５１（Ａ）では表示部６５１１を挟むように走査線駆動回路６５１３を２つ設ける構
成の例を示している。またＩＣ６５２０に加えてＩＣ６５３０を有する構成を示している
。このような構成は、表示部６５１１として極めて高解像度の場合に、好適に用いること
ができる。
【０４７６】
　図５１（Ｂ）は、１つのＩＣ６５２０と１つのＦＰＣ６５３３を実装した例を示してい
る。このように、機能を１つのＩＣ６５２０に集約させることで、部品点数を減らすこと
ができるため好ましい。また図５１（Ｂ）では、走査線駆動回路６５１３を表示部６５１
１の２つの短辺のうち、ＦＰＣ６５３３に近い側の辺に沿って配置した例を示している。
【０４７７】
　図５１（Ｃ）は、画像処理回路６５０６等が実装されたＰＣＢ（Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）６５３４を有する構成の例を示している。基板６５３１上のＩ
Ｃ６５２０及びＩＣ６５３０と、ＰＣＢ６５３４とは、ＦＰＣ６５３３によって電気的に
接続されている。ここで、ＩＣ６５２０には、上述の画像処理回路６５０６を有さない構
成を適用することができる。
【０４７８】
　なお図５１の各図において、ＩＣ６５２０やＩＣ６５３０は、基板６５３１ではなくＦ
ＰＣ６５３３に実装されていてもよい。例えばＩＣ６５２０やＩＣ６５３０をＣＯＦ（Ｃ
ｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）方式やＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎ
ｇ）方式などの実装方法によりＦＰＣ６５３３に実装すればよい。
【０４７９】
　図５１（Ａ）、（Ｂ）に示すように、表示部６５１１の短辺側にＦＰＣ６５３３やＩＣ
６５２０（及びＩＣ６５３０）等を配置する構成は狭額縁化が可能であるため、例えばス
マートフォン、携帯電話、またはタブレット端末などの電子機器に好適に用いることがで
きる。また、図５１（Ｃ）に示すようなＰＣＢ６５３４を用いる構成は、例えばテレビジ
ョン装置やモニタ装置、タブレット端末、またはノート型のパーソナルコンピュータなど
に好適に用いることができる。
【０４８０】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【０４８１】
（実施の形態５）
　本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置、または表示システムを有する表示モジ
ュール及び電子機器について、図５２乃至図５４を用いて説明を行う。
【０４８２】
　図５２に示す表示モジュール８０００は、上部カバー８００１と下部カバー８００２と
の間に、ＦＰＣ８００３に接続されたタッチパネル８００４、フレーム８００９、プリン
ト基板８０１０、バッテリ８０１１を有する。
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【０４８３】
　本発明の一態様の表示パネル、タッチパネル、またはタッチパネルモジュールは、例え
ば、タッチパネル８００４に用いることができる。
【０４８４】
　上部カバー８００１及び下部カバー８００２は、タッチパネル８００４のサイズに合わ
せて、形状や寸法を適宜変更することができる。
【０４８５】
　タッチパネル８００４は、抵抗膜方式または静電容量方式のタッチパネルを表示パネル
に重畳して用いることができる。また、タッチパネル８００４の対向基板（封止基板）に
、タッチパネル機能を持たせるようにすることも可能である。また、タッチパネル８００
４の各画素内に光センサを設け、光学式のタッチパネルとすることも可能である。
【０４８６】
　また、透過型、または半透過型の液晶素子を用いた場合には、図５２に示すようにバッ
クライト８００７を設けてもよい。バックライト８００７は、光源８００８を有する。な
お、図５２において、バックライト８００７上に光源８００８を配置する構成について例
示したが、これに限定さない。例えば、バックライト８００７の端部に光源８００８を配
置し、さらに光拡散板を用いる構成としてもよい。なお、有機ＥＬ素子等の自発光型の発
光素子を用いる場合、または反射型パネル等の場合においては、バックライト８００７を
設けない構成としてもよい。
【０４８７】
　フレーム８００９は、タッチパネル８００４の保護機能の他、プリント基板８０１０の
動作により発生する電磁波を遮断するための電磁シールドとしての機能を有する。またフ
レーム８００９は、放熱板としての機能を有していてもよい。
【０４８８】
　プリント基板８０１０は、電源回路、ビデオ信号及びクロック信号を出力するための信
号処理回路を有する。電源回路に電力を供給する電源としては、外部の商用電源であって
も良いし、別途設けたバッテリ８０１１による電源であってもよい。バッテリ８０１１は
、商用電源を用いる場合には、省略可能である。
【０４８９】
　また、タッチパネル８００４は、偏光板、位相差板、プリズムシートなどの部材を追加
して設けてもよい。
【０４９０】
　図５３（Ａ）乃至図５３（Ｈ）、及び図５４（Ａ）、（Ｂ）は、電子機器を示す図であ
る。これらの電子機器は、筐体５０００、表示部５００１、スピーカ５００３、ＬＥＤラ
ンプ５００４、操作キー５００５（電源スイッチ、又は操作スイッチを含む）、接続端子
５００６、センサ５００７（力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光
、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流
量、湿度、傾度、振動、におい又は赤外線を測定する機能を含むもの）、マイクロフォン
５００８、等を有することができる。
【０４９１】
　図５３（Ａ）はモバイルコンピュータであり、上述したものの他に、スイッチ５００９
、赤外線ポート５０１０、等を有することができる。
【０４９２】
　図５３（Ｂ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（たとえば、ＤＶＤ再生装置）
であり、上述したものの他に、第２表示部５００２、記録媒体読込部５０１１、等を有す
ることができる。
【０４９３】
　図５３（Ｃ）はテレビジョン装置であり、上述したものの他に、スタンド５０１２等を
有することができる。また、テレビジョン装置の操作は、筐体５０００が備える操作スイ
ッチや、別体のリモコン操作機５０１３により行うことができる。リモコン操作機５０１
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３が備える操作キーにより、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部５００１
に表示される映像を操作することができる。また、リモコン操作機５０１３に、当該リモ
コン操作機５０１３から出力する情報を表示する表示部を設ける構成としてもよい。
【０４９４】
　図５３（Ｄ）は携帯型遊技機であり、上述したものの他に、記録媒体読込部５０１１、
等を有することができる。
【０４９５】
　図５３（Ｅ）はテレビ受像機能付きデジタルカメラであり、上述したものの他に、アン
テナ５０１４、シャッターボタン５０１５、受像部５０１６、等を有することができる。
【０４９６】
　図５３（Ｆ）は携帯型遊技機であり、上述したものの他に、第２表示部５００２、記録
媒体読込部５０１１、等を有することができる。
【０４９７】
　図５３（Ｇ）は持ち運び型テレビ受像器であり、上述したものの他に、信号の送受信が
可能な充電器５０１７、等を有することができる。
【０４９８】
　図５３（Ｈ）は腕時計型情報端末であり、上述したもののほかに、バンド５０１８、留
め金５０１９、等を有することができる。ベゼル部分を兼ねる筐体５０００に搭載された
表示部５００１は、非矩形状の表示領域を有している。表示部５００１は、時刻を表すア
イコン５０２０、その他のアイコン５０２１等を表示することができる。
【０４９９】
　図５４（Ａ）はデジタルサイネージ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｇｅ：電子看板）で
ある。図５４（Ｂ）は円柱状の柱に取り付けられたデジタルサイネージである。
【０５００】
　図５３（Ａ）乃至図５３（Ｈ）、及び図５４（Ａ）、（Ｂ）に示す電子機器は、様々な
機能を有することができる。例えば、様々な情報（静止画、動画、テキスト画像など）を
表示部に表示する機能、タッチパネル機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示する機
能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、無線通信機能、無
線通信機能を用いて様々なコンピュータネットワークに接続する機能、無線通信機能を用
いて様々なデータの送信又は受信を行う機能、記録媒体に記録されているプログラム又は
データを読み出して表示部に表示する機能、等を有することができる。さらに、複数の表
示部を有する電子機器においては、一つの表示部を主として画像情報を表示し、別の一つ
の表示部を主として文字情報を表示する機能、または、複数の表示部に視差を考慮した画
像を表示することで立体的な画像を表示する機能、等を有することができる。さらに、受
像部を有する電子機器においては、静止画を撮影する機能、動画を撮影する機能、撮影し
た画像を自動または手動で補正する機能、撮影した画像を記録媒体（外部又はカメラに内
蔵）に保存する機能、撮影した画像を表示部に表示する機能、等を有することができる。
なお、図５３（Ａ）乃至図５３（Ｈ）、及び図５４（Ａ）、（Ｂ）に示す電子機器が有す
ることのできる機能はこれらに限定されず、様々な機能を有することができる。
【０５０１】
　本実施の形態において述べた電子機器は、何らかの情報を表示するための表示部を有す
ることを特徴とする。該表示部に、本発明の一態様の表示パネル、タッチパネル、または
タッチパネルモジュール等を適用することができる。
【０５０２】
　本実施の形態は、少なくともその一部を本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組
み合わせて実施することができる。
【符号の説明】
【０５０３】
１０　　タッチパネルモジュール
１１　　容量素子
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２１　　基板
２２　　タッチセンサ
２２ａ　　開口
２３ａ　　開口
２４ａ　　開口
２３　　導電層
２４　　導電層
２５　　導電層
２６　　導電層
２９　　配線
３１　　基板
３２　　表示部
３３　　画素
３３Ｂ　　副画素
３３Ｇ　　副画素
３３Ｒ　　副画素
３３Ｙ　　副画素
３４　　回路
３５　　配線
４１　　ＦＰＣ
４２　　ＦＰＣ
６０　　表示素子
７０　　トランジスタ
７０Ａ　　トランジスタ
７０Ｂ　　トランジスタ
７０Ｃ　　トランジスタ
７０Ｄ　　トランジスタ
７０Ｅ　　トランジスタ
７０Ｆ　　トランジスタ
７０Ｇ　　トランジスタ
７１　　トランジスタ
７２　　基板
７３　　導電層
７３ａ　　導電層
７３ｂ　　導電層
７４　　絶縁層
７５　　半導体層
７６　　絶縁層
７７　　導電層
７７ａ　　導電層
７７ｂ　　導電層
７８　　絶縁層
７９　　絶縁層
８０　　導電層
８１　　導電層
８２　　チャネル形成領域
８３　　ＬＤＤ領域
８４　　不純物領域
８５　　導電層
８６　　半導体層
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８７ａ　　導電層
８７ｂ　　導電層
８８　　導電層
８９　　導電層
９０　　チャネル形成領域
９１　　不純物領域
９３　　開口
９４　　開口
９５　　開口
９６　　開口
１０１　　接続部
１１１　　導電層
１１２　　液晶
１１３　　導電層
１１４　　導電層
１２１　　絶縁層
１２２　　絶縁層
１２３　　オーバーコート
１２４　　スペーサ
１２５　　導電層
１２６　　絶縁層
１３０ａ　　偏光板
１３０ｂ　　偏光板
１３１Ｂ　　着色層
１３１Ｇ　　着色層
１３１Ｒ　　着色層
１３２　　遮光層
１４１　　接着層
１５１　　導電層
１５２　　液晶
１５３　　導電層
２０１　　トランジスタ
２０２　　トランジスタ
２０３　　容量素子
２０４　　接続部
２１１　　絶縁層
２１２　　絶縁層
２１３　　絶縁層
２１４　　絶縁層
２１５　　絶縁層
２２１　　導電層
２２２　　導電層
２２３　　導電層
２２４　　導電層
２３１　　半導体層
２３２　　低抵抗領域
２４１　　接続層
２４２　　接続層
２４３　　接続体
３００　　バッファ層
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３０１　　トランジスタ
３０２　　トランジスタ
４０１　　トランジスタ
４０２　　トランジスタ
６０１　　パルス電圧出力回路
６０２　　電流検知回路
６０３　　容量
６２１　　電極
６２２　　電極
７２３　　電極
７２５　　層
７２６　　絶縁層
７２７　　絶縁層
７２８　　絶縁層
７２９　　絶縁層
７４１　　絶縁層
７４２　　半導体層
７４２ａ　　半導体層
７４２ｂ　　半導体層
７４２ｃ　　半導体層
７４３　　電極
７４４ａ　　電極
７４４ｂ　　電極
７４６　　電極
７４７ａ　　開口
７４７ｂ　　開口
７４７ｃ　　開口
７４７ｄ　　開口
７５５　　不純物
７７１　　基板
７７２　　絶縁層
７７５　　絶縁層
８１０　　トランジスタ
８１１　　トランジスタ
８２０　　トランジスタ
８２１　　トランジスタ
８２２　　トランジスタ
８２５　　トランジスタ
８２６　　トランジスタ
８３０　　トランジスタ
８３１　　トランジスタ
８４０　　トランジスタ
８４１　　トランジスタ
８４２　　トランジスタ
８４３　　トランジスタ
８４４　　トランジスタ
８４５　　トランジスタ
８４６　　トランジスタ
８４７　　トランジスタ
８４８　　トランジスタ
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８５０　　トランジスタ
８５１　　トランジスタ
８５２　　トランジスタ
８８２　　Ｅｃ
８８３ａ　　Ｅｃ
８８３ｂ　　Ｅｃ
８８３ｃ　　Ｅｃ
８８６　　Ｅｃ
８８７　　Ｅｃ
８９０　　トラップ準位
３５０１　　配線
３５０２　　配線
３５０３　　トランジスタ
３５０４　　液晶素子
３５１０　　配線
３５１０＿１　　配線
３５１０＿２　　配線
３５１１　　配線
３５１５＿１　　ブロック
３５１５＿２　　ブロック
３５１６　　ブロック
５０００　　筐体
５００１　　表示部
５００２　　表示部
５００３　　スピーカ
５００４　　ＬＥＤランプ
５００５　　操作キー
５００６　　接続端子
５００７　　センサ
５００８　　マイクロフォン
５００９　　スイッチ
５０１０　　赤外線ポート
５０１１　　記録媒体読込部
５０１２　　スタンド
５０１３　　リモコン操作機
５０１４　　アンテナ
５０１５　　シャッターボタン
５０１６　　受像部
５０１７　　充電器
５０１８　　バンド
５０１９　　留め金
５０２０　　アイコン
５０２１　　アイコン
６５００　　タッチパネルモジュール
６５０１　　回路ユニット
６５０２　　信号線駆動回路
６５０３　　センサ駆動回路
６５０４　　検知回路
６５０５　　タイミングコントローラ
６５０６　　画像処理回路
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６５１０　　タッチパネル
６５１１　　表示部
６５１２　　入力部
６５１３　　走査線駆動回路
６５２０　　ＩＣ
６５３０　　ＩＣ
６５３１　　基板
６５３２　　対向基板
６５３３　　ＦＰＣ
６５３４　　ＰＣＢ
６５４０　　ＣＰＵ
８０００　　表示モジュール
８００１　　上部カバー
８００２　　下部カバー
８００３　　ＦＰＣ
８００４　　タッチパネル
８００７　　バックライト
８００８　　光源
８００９　　フレーム
８０１０　　プリント基板
８０１１　　バッテリ
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